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平成19年12月10日 午前10時00分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案の一括上程

・議案第59号～議案第71号

・請願第５号､ 第６号

提案理由説明
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午前10時00分 開会

������

����	
��� おはようございます｡

ただいまの出席議員は20名で､ 議員定数の半

数に達しております｡

ただいまから平成19年第４回中能登町議会

定例会を開会いたします｡

諸般の報告をいたします｡

去る９月定例会で可決されました道路整備

促進に関する意見書は､ 内閣総理大臣初め関

係方面に提出しておきましたので､ ご了承願

います｡

次に､ 地方自治法第121条の規定による本

会議に出席する者を､ 別紙の説明員職氏名一

覧表として､ お手元に配付しましたので､ ご

了承願います｡

これより､ 本日の会議を開きます｡

�����������

����	
��� 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います｡

本定例会の会議録署名議員は会議規則第118

条の規定により､ ３番 堀江健爾君､ ４番

宮下為幸君を指名いたします｡

������

����	
��� 日程第２ 会期の決

定を議題といたします｡

お諮りします｡

本定例会の会期は､ 本日から12月21日まで

の12日間といたしたいと思います｡ これにご

異議ありませんか｡

[｢異議なし｣ の声あり]

����	
��� 異議なしと認めます｡

よって､ 会期は本日から12月21日までの12日

間とすることに決定いたしました｡

��������

����	
��� 日程第３ 議案の一

括上程

議案第59号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について

議案第60号 中能登町心身障害者医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第61号 中能登町老人医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例について

議案第62号 中能登町営住宅条例の一部を

改正する条例について

議案第63号 中能登町コーポとりや条例の

一部を改正する条例について

議案第64号 平成19年度中能登町一般会計

補正予算

議案第65号 平成19年度中能登町老人保健

特別会計補正予算

議案第66号 平成19年度中能登町介護保険

特別会計補正予算

議案第67号 平成19年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算

議案第68号 平成19年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算

議案第69号 平成19年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算

議案第70号 字の区域の変更及び小字の区

域の廃止について

議案第71号 中能登町特定環境保全公共下

水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定

の一部を変更する協定の締結について

請願第５号 ｢非核日本宣言のよびかけ｣

に賛同し､ 政府に対し意見書の提出を求める

請願

請願第６号 道路特定財源諸税の暫定税率

維持に関する請願書

以上､ 議案13件､ 請願２件を一括議題とい

たします｡

町長から議案についての提案理由の説明を

求めます｡

杉本町長

[町長 (杉本栄蔵君) 登壇]

������ !� おはようございます｡
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提案理由の説明をいたします｡

本日ここに､ 平成19年第４回中能登町議会

定例会を招集いたしましたところ､ 議員各位

には公私共に何かとご多用の中､ ご出席いた

だきまして誠に有難うございます｡

提案理由の説明に入ります前に､ 一言ご報

告を申し上げます｡

去る11月20日に､ 東京国際フォーラムにて､

地方自治法施行60周年記念式典が天皇皇后両

陛下御臨席のもと執り行われました｡

この席上で中能登町が､ 自らの創意工夫に

より優れた施策を実施し､ 地方自治の充実発

展に寄与した町として総務大臣から団体表彰

を受けました｡

特に､ 中能登町は､ 堅実な行財政運営に努

めながら､ 地場産業の推進､ 情報化の推進､

町独自の子育て環境の整備充実等が評価され

たものであります｡

これ偏に､ 町民の皆様方を初め､ 議会議員

の皆様､ 各種団体の皆様方のご理解とご協力

により栄えある表彰を受賞したものであり､

ここに改めて厚く御礼を申し上げます｡

今後も､ この賞を更なる契機として ｢ふる

さと ふれあい 心を育む 中能登町｣ を基

本理念に､ ｢誰もが住んで良かったと思われ

るまちづくり｣ を推進していきたいと思って

おりますので､ 尚一層皆様方のご理解とご協

力をお願い申し上げ､ 受賞の報告とさせてい

ただきます｡

それでは､ 本定例会に提案いたしました議

案の主な内容について､ 順次説明いたします｡

最初に､ 議案第59号 中能登町一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてであります｡

この条例は､ 人事院の勧告に基づき改正を

行うもので､ 初任給を中心とした若年層に限

定し､ 平均で0.07%引き上げを行い､ 中高年

層については据え置くこととしております｡

また､ 配偶者以外の扶養手当の引き上げと､

勤勉手当0.05ヶ月分の引き上げを行う改定で

あります｡

次に､ 議案第60号 中能登町心身障害者医

療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例についてであります｡

この条例は､ 心身障害者医療費の助成に関

して､ 特認事項を追加するとともに､ 結核予

防法が廃止され､ 感染予防法に統合されるた

め､ 所要の改正を行うものであります｡

次に､ 議案第61号 中能登町老人医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いてであります｡

この条例は､ 老人保健制度が後期高齢者制

度に移行する等の制度見直しに伴い廃止する

ものであります｡

次に､ 議案第62号 中能登町営住宅条例の

一部を改正する条例についてであります｡

この条例は､ 町営住宅に暴力団員が入居､

または同居していることが判明した場合､ 暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法

律に基づき､ 排除することを目的とした所要

の改正を行うものであります｡

次に､ 議案第63号 中能登町コーポとりや

条例の一部を改正する条例についてでありま

す｡

この条例も先の条例と同じく､ コーポとり

やに暴力団員が入居､ または同居しているこ

とが判明した場合を想定し､ 所要の改正を行

うものであります｡

次に､ 議案第64号から議案第69号までは平

成19年度補正予算に関する議案についてであ

ります｡

まず､ 議案第64号 平成19年度中能登町一

般会計補正予算につきましては､ 歳入歳出予

算の総額に､ 歳入歳出それぞれ5,899万7,000円

を増額し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ99億9,587万6,000円とするものであり､

第２表 地方債補正につきましては事業費の

増減により必要限度額を計上するものであり

ます｡

次に､ 議案第65号 平成19年度中能登町老
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人保健特別会計補正予算につきましては､ 歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,573万

9,000円を増額し､ 歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ23億535万2,000円とするもの

であります｡

次に､ 議案第66号 平成19年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては､ 歳

出予算の組替えを行うものであります｡

次に､ 議案第67号 平成19年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算につきましては､

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

8,521万7,000円を増額し､ 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ20億4,121万2,000円と

するものであります｡

次に､ 議案第68号 平成19年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算につきましては､

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

22万6,000円を増額し､ 歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ17億3,877万円とするも

のであります｡

次に､ 議案第69号 平成19年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計補正予算につきまし

ては､ 歳出予算の組替えを行うものでありま

す｡

次に､ 議案第70号 字の区域の変更及び小

字の区域の廃止についてであります｡

現在､ 能登二宮駅前周辺で分譲宅地造成を

行っておりますが､ ｢武部｣ ｢久乃木｣ ｢二宮｣

の字の区域について ｢二宮あおば台｣ に一部

変更するものであります｡

最後に､ 議案第71号 中能登町特定環境保

全公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関

する協定の一部を変更する協定の締結につい

てであります｡

この協定は､ 鹿島東部クリーンセンター建

設工事を日本下水道事業団へ委託し､ 工事を

進めておりますが､ 事業精査等により減額す

る協定を締結するものであります｡

以上､ 本日提出いたしました議案各件につ

き､ その大要をご説明申し上げましたが､ 議

員各位におかれましては､ 慎重なるご審議を

いただき､ 適切なるご決議を賜りますようお

願いを申し上げまして､ 提案理由の説明を終

わります｡

��������	
 町長の提案理由の説

明が終わりました｡

�� 

��������	
 以上で本日の日程は

終了いたしました｡

明日11日､ 午前10時から本会議を開きます｡

本日はこれをもって散会いたします｡

御苦労さまでした｡

午前10時15分 散会

― 5―



― 6―



�����������	
���

��������	


１番 笹 川 広 美 議員 11番 上 見 健 一 議員

２番 諏 訪 良 一 議員 12番 宮 本 空 伸 議員

３番 堀 江 健 爾 議員 13番 若 狭 明 彦 議員

４番 宮 下 為 幸 議員 14番 岩 井 礼 二 議員

５番 平 岡 志 朗 議員 15番 西 村 秀 博 議員

６番 亀 野 冨二夫 議員 16番 坂 井 幸 雄 議員

７番 甲 部 昭 夫 議員 17番 小 坂 博 康 議員

８番 藤 本 一 義 議員 18番 田 中 治 夫 議員

９番 古 玉 栄 治 議員 19番 作 間 七 郎 議員

10番 武 田 純 一 議員 20番 杉 本 平 治 議員

����������

町 長 杉 本 栄 蔵 農 林 課 長 表 辰 祐

副 町 長 小 山 茂 則 商工観光課長 坂 井 信 男

教 育 長 池 島 憲 雄 上下水道課長 松 栄 哲 夫

参事兼総務課長 苗 山 雅 幸 福 祉 課 長 岡 野 昇

参事兼監理課長 藤 井 博 昭 保健環境課長 小 林 玉 樹

参事兼住民課長 林 富士雄 会 計 課 長 小 山 三 雄

企 画 課 長 大 村 義 一 教育文化課長 後 藤 和 雄

税 務 課 長 永 源 勝 生涯学習課長 吉 田 外喜夫

土木建設課長 澤 賢 造

― 7―



��������	�
����

事 務 局 長 服 部 顕 了 書 記 山 本 正 広

�
�������

平成19年12月11日 午前11時13分開議

日程第１ 議案質疑
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午前11時13分 開議

�� �

������	
�� おはようございます｡

ただいまの出席議員は20名です｡ 議員定数の

半数に達しておりますので､ 本日の会議を開

きます｡

����

������	
�� 初めに12月10日､ 杉

本町長から提出された議案第61号中能登町老

人医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例について､ 本日付をもって､ 取り下げ

したい旨の申し出がありました｡

老人医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例についての取り下げの件を日程に

追加し､ 日程の順序を変更して､ 直ちに議題

とすることにご異議ありませんか｡

[｢異議なし｣ の声あり]

������	
�� ご異議なしと認めま

す｡

老人医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例についての取り下げの件を日程に

追加し､ 日程の順序を変更して､ 直ちに議題

とすることに決定いたしました｡

老人医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例についての取り下げの件を議題と

いたします｡

老人医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例についての取り下げの理由の説明

を求めます｡

杉本町長

[町長 (杉本栄蔵君) 登壇]

���������� 昨日10日に提出をい

たしました議案第61号中能登町老人医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いて､ 間違いがございましたので取り下げを

させていただきたく､ お願い申し上げます｡

また､ 改めて最終日の21日に提出させてい

ただきたいと思いますので､ よろしくお願い

いたします｡

今後､ このようなことのないように､ 精査

に精査を重ねまして提出いたしますので､ よ

ろしくお願いいたします｡ 誠に申しわけござ

いませんでした｡

������	
�� お諮りします｡

ただいま議題となっています老人医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いての取り下げの件については､ これを承認

することにご異議ありませんか｡

[｢異議なし｣ の声あり]

������	
�� ご異議ないものと認

めます｡

老人医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例についての取り下げの件について

は､ これを承認することに決定いたしました｡

今後､ このようなことがないように厳重に

注意しておきます｡

日程配付のため暫時休憩いたします｡

午前11時16分 休憩

午前11時17分 再開

�����

������	
�� 再開いたします｡

日程第1 議案質疑

これより議案第59号 中能登町一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について質疑を行います｡ 質疑の方ございま

せんか｡

[｢なし｣ の声あり]

������	
�� 質疑はないものと認

めます｡

以上で議案第59号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第60号 中能登町心身障害者医

療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例について質疑を行います｡ 質疑の方ござい

ませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

������	
�� 質疑はないものと認
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めます｡

以上で議案第60号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第62号 中能登町営住宅条例の

一部を改正する条例についての質疑を行いま

す｡ 質疑の方ございませんか｡

20番 杉本平治君

[20番 (杉本平治君) 登壇]

��������	
� それでは､ 議案第62

号につきまして､ 提出されました内容につい

て意見を述べて､ 質疑を行いたいと思います｡

具体的には､ 第６条第１項第３号に次の号

を加える｡ この文言につきましては､ 暴力団

による不当な行為の防止に関する法律という

ことになっているわけであります｡

次に､ 第42条第１項第６号の次に､ 次の号

を加えるということになります｡ �になるわ

けでありますが､ 入居者または同居者が暴力

団員であることが判明したとき､ この�､ 暴

力団員であることが判明したときという､ そ

の事例というのは何を指すのか｡ これは誰が

判断してどういう手段を当人にするのか｡ こ

の文言について具体的なものがあるかと思う

わけでありまして､ 漫然と判明したときとい

うそういうことでなしに､ 具体的なものを行

政としてどう考えているのか｡ この点につい

てより詳しく説明を求めたいと思います｡

�������
� 藤井参事兼監理課長

[参事兼監理課長 (藤井博昭君) 登壇]

������������
� ただいま

の質問にお答えをいたします｡ 第42条で暴力

団員であることが判明したときということで

ありますが､ 当然､ 私共も暴力団かどうか分

かりません｡ そういう中で､ 七尾警察署と中

能登町営住宅等からの暴力団排除に関する協

定書を結んでおります｡ この協定書の趣旨に

つきましては､ 中能登町の町営住宅条例及び

中能登町コーポとりや条例に基づく入居契約

者及び同居人から暴力団を排除するにあたり

甲は町であり､ 乙は七尾警察署であります｡

甲と乙が緊密に連携するための必要な事項を

定めております｡ そういう中で､ 当然､ 個人

情報等もありますが､ それは守秘義務という

ことで､ お互いに情報を連絡しながら暴力団

であるかどうか､ それについての七尾署との

協議をしていくということで､ それによりま

して､ 暴力団と判明しましたら､ 明け渡し請

求を出すということになりますので､ よろし

くお願いをいたします｡

�������
� 20番 杉本平治君

��������	
� 再質問をしたいと思

います｡ 私の趣旨としては､ 暴力団であると

いうことが判明したときの､ この文言､ 暴力

団であることを誰が認定するのか｡ 今の話を

聞いておりますと､ 全て警察が認定するのか｡

当然､ 退去するということについての権限は

町長にあると思います｡ 七尾警察署と連絡を

とっているという趣旨は分かるのですが､ 誰

が暴力団であるということを判断して､ それ

を受けて町長が退去を命ずる｡ そういうこと

になろうかと思うんです｡ 今の答弁を聞いて

おりますと｡ 暴力団であるということを認定

するのは､ 明確に七尾警察署であり､ という

ことになるのかどうか｡ そこら辺をどう考え

ておられるのか伺いたいと思うんです｡ 何ゆ

えにこういう点を念を押すかと言いますと､

えてして言えば､ 暴力団という認定が一般善

良な市民にも烙印を押されて､ 今､ 冤罪であ

るとかいろんなことが起きております｡ そう

いうことを考慮いたしますと､ この認定の基

準というのをきちんと､ やはり､ 明確に私は

する必要があろうかと思うんです｡ 特に､ 退

去を命ずるのは町長でございますから､ そこ

ら辺は､ 自主的に町がどう関与していくのか､

それらを含めて答弁を求めたいと思います｡

�������
� 藤井参事兼監理課長

������������
� 暴力団の

指定でありますが､ ここで言います ｢暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律｣

の第２条第６号に規定する暴力団員､ この指
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定につきましては､ その法律の第３条､ 指定

でありますが､ そこで都道府県の公安委員会

が指定をするということになっておりますの

で､ それを受けまして町として明け渡し請求

を出すという形になりますので､ よろしくお

願いいたします｡

��������	
 他にございませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑はないものと認

めます｡

以上で議案第62号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第63号 中能登町コーポとりや

条例の一部を改正する条例について質疑を行

います｡ 質疑の方ございませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑はないものと認

めます｡

以上で議案第63号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第64号 平成19年度中能登町一

般会計補正予算の質疑を行います｡

まず､ 歳入全般について質疑の方ございま

せんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑なしと認めます｡

ないようでしたら､ 歳出に進みます｡ 歳出全

般について質疑の方ございませんか｡ 23ペー

ジから38ページになります｡

20番 杉本平治君

��������	
 それでは､ 一般会計

の補正予算歳出について､ 何点かについて質

疑を行いたいと思います｡

まず初めに､ 27ページの老人福祉19節の２

補助金といたしまして､ 自立支援型住宅リフォー

ム推進事業費､ △544万円でございます｡ こ

の事業につきましては､ 中能登町がこれから

の障害者及びお年寄りの支援について､ 積極

的に取り組むということで､ 住宅リフォーム

の推進事業に取り組んだ予算でございます｡

当初予算は780万円でございますが､ 大幅な

減額になっております｡ この当初予算の目的

と､ この減額は事業の乖離があまりにも大き

いのではないか､ 町は､ このリフォーム事業

に積極的に取り組んだのかどうか､ どういう

ことを現在までに行ったのか､ この点につい

て見解を求めたいと思います｡

次に､ 29ページ､ 第４款の衛生費４目の13

節でございますが､ この中に ｢医療機関委託

個別母子健診委託｣ というのが､ 予算化され

まして､ 140万5,000円というのが増額になっ

ておるわけであります｡ 説明によりますと､

３回から５回に変更したということに私は受

け止めておったのでございますが､ このこと

につきまして､ 私は否定するものでなしに､

よりこの点につきましては､ 充実してきた良

い制度だと考えておるわけでありますが､ こ

の３回から５回に変更したのは､ 中能登町独

自で考えたのか､ また国､ 県からの指導に基

づいてこの点を考えられたのか､ この点につ

きましては､ 増額された予算について答弁を

求めたいと思います｡

次に31ページ､ これは全協の席上にも担当

課長に質疑を行っておりました｡ ２目の19節

の２でございます｡ たくましい担い手経営育

成事業1,477万4,000円､ 農地連坦集積強化促

進事業273万円､ 私はこの点につきまして､

私自身も農業をしている一人として､ 現代の

中能登町の現状を見てみますと､ 大変若者が

農業に従事するその数がだんだんと減ってき

ている､ そういう感じを受けるわけでござい

ます｡ 主題の ｢たくましい担い手｣ と言われ

る年代というのは､ 行政が考えている中で､

全体で現在パーセンテージでは､ どのように

なっているのか､ これが１点目でございます｡

２点目といたしまして､ これらを踏まえま

して､ その現実と今後の育成の強化､ この方

向について何かの方策を考えておられるのか｡

この点について説明を求めたいと思います｡

次にページ数34ページ､ １目２細目19節の
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２でございます｡ 補助金といたしまして､

｢子どもと親の相談員｣ 活用調査研究事業で

ございます｡ これは当初予算にはなかったの

ではないか､ 私はそう思うのでございます｡

新規事業で県から同じ金額の33万円がきてい

るわけでございますが､ この ｢子どもと親の

相談員｣ という制度､ お聞きしたいと思うん

です｡

１番目に内容と目的､ ２番目に小学校費に

うってあるわけでございますから､ 中能登町

に６つの小学校があるわけであります｡ 全て

の学校を対象にされているのかどうか､ この

点について答弁を求めたいと思います｡ 以上

で終わります｡

��������	
 岡野福祉課長

[福祉課長 (岡野 昇君) 登壇]

������� �	
 ただいまの質問

にお答えします｡ 27ページの自立支援型住宅

リフォーム推進事業につきましては､ これは

当初の目的と乖離が大きい､ また､ 積極的に

どう行ったかという件につきましてですが､

当初の目的としましては､ 障害者それと介護

の必要な方に対する住宅の改修を行うにあたっ

てのものですが､ これは､ ６月の１日付で法

改正によりまして､ 補助内容が変わりました｡

これに伴って対象者が生活保護者､ それと非

課税世帯､ こういう方に変わりまして､ それ

までは所得税が10万円以下の世帯も対象となっ

ておりました｡ それで､ 要件が厳しくなった

のと､ 内容につきましても､ 助成の範囲の内

容につきましては､ 玄関､ トイレ､ 洗面所そ

ういうものが内容が変わりまして､ 手摺りの

取り付けとか､ 段差の解消とか､ そういうふ

うに基準がちょっと厳しくなり､ 申請そのも

のも少なくなっております｡

それと､ 内容について積極的にどう行った

かという件につきましては､ 広報等でＰＲを

図っております｡ 以上でございます｡

��������	
 小林保健環境課長

[保健環境課長 (小林玉樹君) 登壇]

�����������	
 杉本議員の

ご質問にお答えいたします｡ ４款の母子保健

に係る母子健診の制度でございますけれども､

今年度から､ 今までは２回が５回に増えまし

た｡ これにつきまして国､ 県の指導によるも

のか､ あるいは町独自のものであるかという

ご質問だったと思うんですが､ これは国の制

度自体が変わりましたので､ その改正に伴う

ものでございます｡ 以上でございます｡

��������	
 表農林課長

[農林課長 (表 辰祐君) 登壇]

������ ��	
 ｢たくましい担

い手｣ のこの事業の年齢のことについて､ ま

ず､ お答えをいたします｡

事業の対象であります良川沖農産につきま

しては､ 認定農業者の方お二人でございます

が､ その内お一人が50歳代､ もう一人構成員

の中で50歳代の方がもう一人おいでます｡ 従

いまして､ 50歳代の方のパーセンテージは10

％､ なお､ 平均年歳は64歳となっております｡

次に､ ご質問でしたこのような現実を踏ま

えて､ 今後のたくましい事業等の育成の強化

策でございますが､ 国におきましては､ 認定

農業者の上限の年齢ということにつきまして

は､ 特別に定めておりませんが､ 当中能登町

におきましては､ 認定されるときには､ 農業

経営改善計画書､ 向こう５年間の改善計画書

を作っていただくわけでございますが､ それ

によって､ 実証されて５年後に改善をすると

いうときの､ 安定的な農業経営をされるお歳

というのを､ 一応､ 70歳ぐらいではなかろう

かなと思っております｡ そうしたことから､

その５年前が認定農業者の上限ではなかろう

かなというふうな､ そういう考え方のもとに､

ただいま事業を進めておるところでございま

す｡

なお､ 認定農業者あるいは担い手農家につ

きましては､ ただいま､ お一人の農家には４

ヘクタール規模という､ 一応､ 農業経営の目

安を立てておりますし､ それから､ その４ヘ
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クタールの農地を集める努力をいたしており

ますが､ 集落当たりの平均の耕地面積あるい

は生産効率､ あるいは従事者の所得等々を勘

案した場合に､ お一人４ヘクタールあるいは

一集落営農当たり20ヘクタールという､ その

面積がなかなか集めるのが容易ではないと思っ

ております｡ そしてまた､ その一集落営農､

今回のように20ヘクタールについて農業機械

への投資をするという時には､ 相当多額の経

費を要するわけでございます｡ そしてまた､

今日の生産調整を前提としますと､ 水稲を作

付けしない農地における営農が､ 経営上の重

要な課題になると思われますし､ 水稲以外の

作物の栽培に､ 新たな設備の投資も必要にな

ります｡ そういうことから ｢たくましい担い

手経営育成事業｣ につきましては､ これは平

成19年の今年の４月の２日に､ 石川県知事通

達によって創設された事業でございますが､

その事業を今後も担い手の規模の拡大､ そし

て､ 複合経営化にする設備投資に対して支援

をするには､ 一番いい事業ではなかろうかと

思いますので､ 今後も引き続いてこの事業を

有効に活用していきたいと思っております｡

以上です｡

��������	
 池島教育長

[教育長 (池島憲雄君) 登壇]

��������	
 ｢子どもと親の相

談員｣ についてのご質問にお答えをいたしま

す｡ ２点あったかなと思います｡

まず第１点目､ 内容と目的についてのお尋

ねでありました｡ 具体的には子どもたち､ 私

たちは､ どの学校も元気で楽しく学校生活を

送ってほしいなと､ 学校へ喜んで来てほしい

なと思うんですけれども､ 私たちの思いと裏

腹に､ なかなか学校の方へ足が向かわない､

学校へ行っても教室へ入れない､ 保健室まで

しか入れない､ というようなそういう子ども

たちがいるのも現実です｡ そういうようない

ろんな悩みを持って､ うまく学校生活に適応

できないような子どもたち､ 人間関係､ いじ

め問題､ あるいは家庭の問題､ あるいは勉強

が分からない､ 先生とのトラブル､ そういっ

た形で元気が出ない子どもたちの悩み､ ある

いは相談相手になっていただくというのが主

たる目的です｡ 子どもだけでなくて､ その子

どもの保護者の皆さん､ あるいは学校へ行っ

ているわけですけれども､ 担任がゆえに相談

が出来ない､ 学校の先生がゆえに相談が出来

ない､ あるいは学校長ゆえに出来ないような

こともありますので､ そういったなかなか人

に言えないような､ そういうようなことも含

めまして､ 相談の相手になってくれるという

のが､ この ｢子どもと親の相談員｣ の活動内

容であります｡

それから､ ２つ目ですけれども､ ６つの小

学校があるわけですけれども､ この制度は石

川県の ｢小学校においで｣ という形でスター

トがされました｡ 従いまして､ ６つの小学校

があるわけですけれども､ 年度当初､ どこに

お願いしようかなというようなことを思いま

して､ 実際には､ 鳥屋小学校にお願いしたわ

けですが､ その理由といたしまして､ 町内の

中で児童の数が一番多い学校に入っていただ

こうというようなことで鳥屋小学校に配置を

させていただきました｡

一年経ったわけですけれども､ 非常に効果

がありました｡ なかなか保健室までしか行け

ない､ 教室の方へ入れない子どもを中心にい

ろいろと相談にのっていただいて勇気づけら

れ､ 活気づけられまして､ そして今は､ 教室

の方へ入れるようになったということで､ 大

変有難い配置であったというように学校長も

言っております｡ 以上です｡

��������	
 20番 杉本平治君

���������	
 各担当課から答弁を

受けまして､ 答弁を受けて私なりにこの点に

ついて､ 改めて担当課の答弁を求めたいと思

います｡

まず初めに､ 27ページの ｢自立支援型住宅

リフォーム推進事業｣､ 話を聞いております
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と､ 法律の改正によりまして､ 該当者が大変

少なく､ 具体的にはトイレ等のそういう改修

も省かれ､ 手摺り等の小さなものになったと

いうことでございますが､ 私､ 実際に､ 町の

一人暮らしのお年寄りの方々のところへ回っ

ておりますと､ やはり一番気にかかるのは､

日常必ず利用するトイレであるとか､ また手

洗いであるとか､ そういうことではなかろう

かと思っておるわけであります｡ せっかく78

万円という金額をうたれたわけでありますか

ら､ これなりに私は､ もっと積極的に中能登

町独自としてもそういう面に範囲を拡充して､

そういう方々のために使っていただく､ そう

いうことが私は必要ではないかと思っておる

のです｡ これは､ 要望としておきたいと思い

ますが､ 現実に担当課長が把握している､ こ

ういうリフォーム推進事業に該当される方を､

何人ぐらいを予定しておったのか｡ また､ そ

の中で実際に利用された方は何人おられるの

か､ この２点について答弁を求めたいと思い

ます｡

昨日ですか､ 町長の提案理由の説明にもあ

りました､ 総務省から表彰を受けたそうでご

ざいます｡ その中で､ 子どもさんのいろんな

町の行政が積極的に取り組んでいる､ 子ども

の健康のために取り組んでいる､ そういうも

のが一つの理由になっておったというそうい

う提案理由の説明の中にありました｡ そうい

う点を考えますと､ この２回から５回に変更

するという､ そして､ 子どもさんの母子健康

診断に積極的に取り組むということにつきま

しては､ 大変有意義な制度であろうかと思い

ますので､ 町自体といたしましても､ 国の予

算が縮小する段階になりましても､ この点に

ついてはやはり継続してもらっていただきた

い､ そのように思うわけであります｡ これは

要望でございます｡

次に､ ページ数31ページの地域農政推進対

策事業でございます｡ 今言われましたが､ 沖

農産では50歳の方２人､ 平均して64歳という､

私は､ これは本当にまだいい方だと思うんで

す｡ 私の集落では､ こういう方々おられませ

ん｡ そうしますと､ これからの ｢たくましい

担い手｣ と言われる方を､ 中能登町として本

当にどう育てていくかということが､ 本当に

大きな課題になろうかと思うわけであります｡

今､ 滝尾南部､ それから東馬場､ 西馬場､ 圃

場整備の具体的事業に入るということになっ

ておるわけでありますが､ 先般も私のところ

へ､ ある家庭から電話がありました｡ 圃場整

備をいたしますと､ 当然､ 農地を売る人が出

てくるわけであります｡ 能登部上で農地を持っ

ている方々で､ 町外へ出ている方が大変沢山

おられる､ そういう方々は､ この機会に農地

を売りたいという､ 能登部上におりましても､

農地を売りたいという人がおられるわけであ

ります｡ そうしますと､ 私のところへ電話が

かかってきたのは､ ｢うちのお父さんは家族

に相談もしないで､ 圃場整備をしたら農地を

買って拡大する｡｣ ということを言ってるそ

うです｡ ｢いい歳になってそういうことをし

て､ 病気になっても死んでいく者はそれでい

いかもわからんけど､ 残った者はどうにもな

らん｡｣ という､ そういう苦情の電話が､ 私

のところへかかってくるわけであります｡ 本

当に今､ 農業の中心になってやっておられる

方は､ 65歳以上70歳前後の方でございます｡

私も今､ 76でございますが､ やはり田んぼを

作っておりますが､ そういう方々が集落の中

で中心になっておられる｡ そういう方々がこ

れから農地を集積する認定農家として､ ５ヘ

クタールの農地をまとめる､ 私は､ まとめる

ことは出来ましても､ それらをこれから将来

にわたって営農していくということは､ 大変

至難なことでなかろうかと思うんです｡ 町と

いたしまして､ こういう点につきまして､ せ

めて50歳前後の方々が､ 農業に積極的に就職

するという､ そういう政策を考えていただか

なくては､ せっかく今､ 中能登町が圃場整備

をいたしましても､ それらにつきましても､
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荒れてくる恐れがあろうかと考えているわけ

であります｡ 私はそういう点で､ ｢たくまし

い担い手｣ という言葉自体には賛成でござい

ますが､ この年代をもう少し引き下げ出来得

るような､ そういう方策を是非とも考えていっ

ていただきたい｡ この点についても是非とも

町長に要望しておきたいと思います｡

次に34ページの､ ｢子どもと親の相談員｣

今､ 池島教育長から答弁を受けました｡ 大変

有効であるということでございます｡ せっか

く取り組んでそういう評価をされるというこ

とになりますと､ 有意義であったと思うんで

すが､ もう１点､ 教育長にお尋ねしますが､

相談員とは誰なのか､ ６つの学校の内､ 鳥屋

小学校を該当して今､ 取り組んでいるという

ことでありますが､ 相談される相談員とは何

人おられて､ どういう経歴のある方が相談員

として､ 実際に､ この活動に参加しておられ

るのか､ 具体的なものがあったら報告を求め

たいと思います｡ 以上です｡

��������	
 岡野福祉課長

������� �	
 ただいまの再質

問についてお答えいたします｡

まず､ この自立支援型住宅リフォーム推進

事業につきましては､ これは内容的につきま

しては､ 一般介護保険を利用した住宅改修､

それに上乗せ分の事業でございます｡ それで

まず､ 介護保険につきましては20万円まで対

応できます｡ それを越えたものに対する､ こ

れは補助事業でございまして､ 内容的には､

手摺りの取り付けとか､ 段差の解消､ それと

か滑り止めの防止とか､ 洋式便器に取り替え

するといった内容になっております｡ それで

件数につきましては､ 実績では現在までに３

件あります｡ 今後の見込みとしましては､ ７

件予定しております｡ トータルで今年度は10

件､ 当初は15件みておりました｡ 法改正によ

りまして､ 基準も少し厳しくなったものです

から利用者も一部減ったと､ そういう状況で

ございます｡ 以上でございます｡

��������	
 池島教育長

���������	
 ただいまの再質問

にお答えをいたします｡ 鳥屋小学校にお願い

をいたしました ｢子どもと親の相談員｣ 何人

なのかということですけれども､ 今年度はお

一人です｡ どういう経歴の方､ 誰なのかなと

いうことですが､ 学校を退職された女性の方

です｡ 元教員です｡ 大変いろんな事を分かっ

ておられたので､ 有効でありました｡ お名前

必要であれば後ほど｡ 以上です｡

��������	
 その他ございません

か｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないものと認めます｡

以上で議案第64号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第65号 平成19年度中能登町老

人保健特別会計補正予算の質疑を行います｡

歳入､ 歳出全般について質疑の方ございませ

んか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑はないものと認

めます｡

以上で議案第65号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第66号 平成19年度中能登町介

護保険特別会計補正予算の質疑を行います｡

歳入､ 歳出全般について質疑の方ございませ

んか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑はないものと認

めます｡

以上で議案第66号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第67号 平成19年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算の質疑を行いま

す｡

歳入､ 歳出全般について質疑の方ございま

せんか｡

[｢なし｣ の声あり]
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��������	
 質疑はないものと認

めます｡

以上で議案第67号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第68号 平成19年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算の質疑を行います｡

歳入歳出全般について質疑の方ございませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑はないものと認

めます｡

以上で議案第68号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第69号 平成19年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計補正予算の質疑を行

います｡ 歳入､ 歳出全般について質疑の方ご

ざいせんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑はないものと認

めます｡

以上で議案第69号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第70号 字の区域の変更及び小

字の区域の廃止についての質疑を行います｡

質疑の方ございませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑ないものと認め

ます｡

以上で議案第70号についての質疑を終結い

たします｡

次に､ 議案第71号 中能登町特定環境保全

公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関す

る協定の一部を変更する協定の締結について

質疑を行います｡ 質疑の方ございませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑はないものと認

めます｡

以上で議案第71号についての質疑を終結い

たします｡

ここで委員会付託表を配付いたしますので､

暫時休憩いたします｡

午後０時07分 休憩

午後０時08分 再開

��������	
 再開いたします｡ 日

程第２ 常任委員会付託

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議案第59号､

第60号､ 第62号から第71号までの議案12件､

請願第５号､ 第６号の請願２件については､

会議規則第39条の規定により､ お手元に配付

いたしております議案及び請願など付託表の

とおり､ それぞれ所管の常任委員会に付託い

たしたいと思います｡

これにご異議ありませんか｡

[｢異議なし｣ の声あり]

��������	
 ご異議なしと認めま

す｡ よって議案及び請願など付託表のとおり､

各常任委員会へ付託することに決定いたしま

した｡

������

��������	
 日程第３ 休会決定

の件について議題といたします｡

お諮りします｡

各常任委員会審査などのため､ 12月12日か

ら17日までの６日間休会いたしたいと思います｡

これにご異議ありませんか｡

[｢異議なし｣ の声あり]

��������	
 異議なしと認めます｡

よって12月12日から17日までの６日間休会と

することに決定いたしました｡

�� 

��������	
 以上で本日の日程は

終了いたしました｡ 本日はこれをもって散会

いたします｡ 御苦労さまでした｡

午後０時09分 散会
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１番 笹 川 広 美 議員 12番 宮 本 空 伸 議員

２番 諏 訪 良 一 議員 13番 若 狭 明 彦 議員

３番 堀 江 健 爾 議員 14番 岩 井 礼 二 議員

４番 宮 下 為 幸 議員 15番 西 村 秀 博 議員

６番 亀 野 冨二夫 議員 16番 坂 井 幸 雄 議員

７番 甲 部 昭 夫 議員 17番 小 坂 博 康 議員

８番 藤 本 一 義 議員 18番 田 中 治 夫 議員

９番 古 玉 栄 治 議員 19番 作 間 七 郎 議員

10番 武 田 純 一 議員 20番 杉 本 平 治 議員

�������	


５番 平 岡 志 朗 議員 11番 上 見 健 一 議員

����������

町 長 杉 本 栄 蔵 農 林 課 長 表 辰 祐

副 町 長 小 山 茂 則 商工観光課長 坂 井 信 男

教 育 長 池 島 憲 雄 上下水道課長 松 栄 哲 夫

参事兼総務課長 苗 山 雅 幸 福 祉 課 長 岡 野 昇

参事兼監理課長 藤 井 博 昭 保健環境課長 小 林 玉 樹

参事兼住民課長 林 富士雄 会 計 課 長 小 山 三 雄

企 画 課 長 大 村 義 一 教育文化課長 後 藤 和 雄

税 務 課 長 永 源 勝 生涯学習課長 吉 田 外喜夫

土木建設課長 澤 賢 造
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平成19年12月18日 午前10時開議

日程第１ 一般質問
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午前10時00分 開議

�� �

������	
�� おはようございます｡

ただいまの出席議員は､ 18名です｡

議員定数の半数に達しております｡

これより､ 本日の会議を開きます｡

����

������	
�� 日程第１ 一般質問

これより､ 一般質問を行います｡

あらかじめ､ 申し上げておきます｡ 一般質

問についての各議員の持ち時間は､ １時間で

すので､ 守っていただくようお願いいたしま

す｡

執行部におかれては､ 的確な答弁をお願いい

たします｡

それでは､ 通告順に質問を許します｡

16番 坂井幸雄君

[16番 (坂井幸雄君) 登壇]

����������� おはようございます｡

強制的に私の質問を聞いていただくことに関

して感謝したいと思います｡ 私も住民の一人

の人とし､ また住民の各位の意見として述べ

させていただきますので､ よろしくお願いい

たします｡

12月の定例会で､ 町長の提案理由の説明で

は､ 当町､ 中能登町は地方自治法60周年記念

式典に総務大臣から団体表彰をお受けになら

れたということで報告がございました｡ 私ら

住民､ また議会､ 執行部も感謝と敬意を申し

述べさせていただいたわけでございます｡

中能登町は､ その当時の提案理由の中で

｢自らの創意工夫により優れた施策を実施し､

堅実な行政運営を努めた｣ ということであり

ます｡ その内容の一つは､ 地場産業の推進､

町独自の子育て環境の整備・充実等が評価さ

れたということでありますので､ 執行側はこ

のことを基本理念に持ちながら､ 私らの質問

に対して施策並びに答弁を期待するものでご

ざいます｡

それでは質問をさせていただきます｡

まず､ 第１点目でごさいますが､ 農業関係

についてでございます｡ 米生産調整の実施方

向と指導についてでございます｡ 稲作は､ 大

変自然の環境により､ また､ 市場の動向によ

り､ 両極のバランスによって大変難しいこと

だと思います｡ 過去､ 18年度に中能登町では､

一等比率が71％ということで､ 県下で最低と

いうことでございましたが､ 19年度の米の出

荷数量の実績は､ 60キロ当たり１俵なんです

けど､ 鹿島支店では実績は３万280.5俵､ 鹿

西が１万1,514俵､ 鳥屋支店が１万6,268俵､

合わせれば５万8,620.5俵でございます｡ これ

は実績でございます｡ それで､ 今回の一等比

率が鹿島支店では87.6､ 鹿西が85.9､ 鳥屋が

83.3ということでございますので､ 前回より

は相当一等比率が伸びたわけでございます｡

それも18年度の後期には米の色彩選別機が導

入された結果も多々あろうかと思います｡ そ

れでも､ 一等比率が県下では83％､ 富山県で

は84％､ 中能登全体としては80.9％でござい

ます｡ 鹿西３町､ 中能登町は大変一等比率が

高いわけでございますが､ それは､ 将来にわ

たって品質の良い米だということで､ 皆さん

が認識していただけるんですけど､ トータル

的にいきますと､ 80.9ということで､ 県の平

均までいかれません｡ そこで､ 需要と供給の

バランスでは､ 一等比率が高くても米価の下

落が大変騒がれております｡

それで､ 今年度は､ 国としては過剰米とし

て政府が34万トン､ 一応､ 米価の下落を下げ

止めをしようということで､ 買い支えている

ということが､ 先日､ 15日の新聞に載ってお

りました｡ それで､ 20年度には約10万ヘクター

ルの減反をするということでありますので､

まだ､ 県から各町の作付面積の配分が､ きて

いるのかきていないのか分かりませんですけ

ど､ そろそろ､ 種もみの注文やら､ 苗の注文

がやってくるかと思いますので､ その点､ 今
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回の平成20年度の産米の面積がどのようになっ

ているのか､ お聞かせ願いたいと思います｡

それから､ 減反面積が大変強いたげられると

思います｡ それに合わせて､ 何を主力とした

施策として､ その減反面積を達成するかは､

知らせていただければ幸いかと思います｡

１点目には､ ただ一つ､ 自分の思いでは､

最近､ 減反の施策としては飼料作物というこ

とで､ ちょこちょこと農業新聞にはうたって

ありますが､ その点を町としては考えておら

れるかどうか､ 併せてお願いしたいと思いま

す｡ 飼料作物としても､ 万が一あった場合に

は､ 食糧に転用できることがありますので､

その点､ 考えがあるのかどうか､ お聞かせ願

いたいと思います｡

��������	
 杉本町長

[町長 (杉本栄蔵君) 登壇]

�������	
 おはようございます｡

坂井議員の質問にお答えをしたいと思います｡

米の生産調整の実施方向と指導について､ と

いう質問であったかと思います｡

平成20年産の米の生産調整については､ こ

の12月25日に開催をいたします､ 中能登町地

域水田農業推進協議会で設定をいたします

｢農業者への配分ルール｣ に基づきまして､

生産調整方針作成者に生産数量を配分するこ

とになっております｡

県からは中能登町へ配分された､ 平成20年

産米の生産目標数量は､ 5,626.2トンで､ 今年

度の実績より53トン弱の減であります｡ 対前

年度比で0.9％の減で､ 面積換算をいたしま

すと約6.3haの減であります｡

石川県は､ 生産目標数量をきちっと守って

おりますけれども､ 全国では31の県が､ 合計

約７万haの過剰作付けがあり､ 余剰米が発

生をして米価が下落した要因にもなっている

との報道もありました｡ そうした県につきま

しては､ 強く反省が求められているところで

あります｡

従って､ 県内各市町も同様に､ お互いに注

意をして､ 過剰作付けは､ 絶対しないという

方針で進めているところでございます｡

また､ 減反では､ 何を推奨するのかという

質問もあったと思いますけども､ やはり､ 大

豆であり､ 麦であり､ また白ネギ､ 色野菜と

いうようなことを勧めていきたいと思ってお

ります｡

また､ 飼料作物はどうかというようなご意

見でありました｡ 飼料作物につきましては､

今､ 御存じのように､ とうもろこしあるいは

小麦といったものは高騰しておりまして､ 飼

料作物でも､ 日本で作っても合うんではない

か､ といったような議論も出ておりますし､

またそれにつきまして､ いろいろと単価とか

作付けとか研究もしておいでる方もおいでま

す｡ そういう中におきまして､ これから飼料

作物ということになりますと､ 他の動向､ 調

査もしながら皆さんと相談をしてまいりたい

と思っております｡ よろしくお願いいたしま

す｡

��������	
 坂井幸雄君

���������	
 町長は先ほど､ 全国

では７万haの減と言っておられましたけど､

12月の５日のあれでは､ 面積は､ 約10万ヘク

タールということであったわけでございます

ので､ また､ 情報を取り入れていただきたい

と思います｡

それともう一つは､ 米価下落でありまして､

表課長に一つお願いします｡ 品目横断的経営

安定対策に加入していない農業者にも米価下

落に対する補填が受けられますというこんな

パンフレットがきております｡ この点に関し

て､ 最近ですので､ 申し込みは20年２月15日

必着ということでありますので､ この点どう

いう方法なのか､ 米作り農家には補填できる

のか､ できないのか､ お聞かせ願いたいと思

います｡

��������	
 表農林課長

[農林課長 (表 辰祐君) 登壇]

������� ��	
 お答えいたしま
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す｡ ただいまおっしゃいましたのは､ 稲構交

付金､ いわゆる稲作構造改革促進事業交付金

といいまして､ 平成19年度に新たな対策とし

て米､ 大豆､ 麦等を含めました品目横断的経

営安定対策の加入というものを､ 国が改革の

目玉として打ち出したわけでございますが､

ここにきまして､ その品目横断的経営安定対

策に加入をしていない農業者につきましても､

米価の下落になった時に､ 補填が受けられる

と､ そのような制度を､ 創設をしたものでご

ざいます｡ その補填の対象となる農業者につ

きましては､ 米の生産調整を実証して､ なお

かつ､ 集荷円滑化対策に拠出をされている農

業者の方が対象になります｡ その交付金を受

けるための手続きにつきましては､ この12月

25日に開会される予定の､ 中能登町の地域水

田農業推進協議会で話し合いがされるわけで

ございますが､ 現在のところ､ いろいろと必

要な書類等がいくつもあります｡

具体的に申し上げますと､ 米を販売した先々､

販売先とそれから農業者の間で取り交わしを

した売買契約書､ そういったものがいくつか

必要になりますので､ それとまた､ 平成20年

の１月末日までに売り渡しをした米などが対

象になるわけでごさいます｡

そこで､ 冒頭申し上げましたように､ 新た

な品目横断的経営安定対策に加入をされなかっ

た方が逆に対象となりますので､ そうした方々

につきましては､ 協議会の事務局といたしま

しては､ お名前が分かりますので､ 全ての方

に案内をして､ そして､ この交付金が受けら

れるようになるように､ また､ 農業者の方が

受ける意志があるかどうか確認をして進めさ

せていただきたいと思いますので､ よろしく

お願いいたします｡

なお､ 補填の交付要件､ 満たしているかど

うかというのは､ 個々の農家の方で異なりま

すので､ 私たちの方でいろいろと資料を出し

ていただいて､ それを検討させた上で､ 農家

の方に意志もお尋ねをして､ 交付できるよう

にしたいと思います｡ よろしくお願いします｡

��������	
 坂井幸雄君

��������	
 今､ 年金問題でもご

ざいますように､ 農家は案外無知でございま

すので､ 失礼な話ですけど､ お知らせを是非

とも､ 本人宛にしていただければ幸いかと思

います｡

それでは､ 次にいきます｡ 地域再生という

ことで､ 福田総理も地域の再生ということで､

創意工夫をもって､ 地域をやっていけという

ことでありますので､ 最近､ 当町でも色野菜

ということで､ 町長も述べられておるわけで

ございますが､ 転作作物まではいかなくても､

色野菜ということで､ 地域の活性化に一つで

も､ 一考を投げればいいかと思っております

が､ 加賀野菜はもう定着されておりますし､

それにあわせて､ 能登野菜というのは､ 素朴

で安心で安全な野菜かということで､ これか

ら取り組むわけでございますが､ ９月の定例

会では､ 園芸作物ということで､ 50万円計上

しておりますが､ 確かそうだと思うんですが､

そのことに関して､ ９月からもう11月になっ

ておりますが､ どのような推移があるのか､

お聞かせ願いたいと思います｡ カラー野菜と

いうことで､ あれは新しい品種でございます

ので､ 健康にいいんじゃなかろうかというこ

とで､ 大変興味があるわけでございますので､

また､ 家庭菜園でも作ってみようかという希

望の方がおられますが､ その種をどこに求め

られるか､ それは一般には分からないと思い

ますので､ その点お聞かせ願いたいと思いま

す｡

��������	
 表農林課長

������� ��	
 お答えいたしま

す｡ ９月議会で､ いわゆるカラー野菜の関係

で予算をいただきましたのは､ 新たに作付け

を予定されている方が､ カラー野菜の作付け

にふさわしい土作り､ それをしていただくた

めの予算をいただいたわけでございます｡ カ

ラー野菜をめぐる主な動き､ 経緯でございま
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すが､ ８月28日に中能登町の鹿島庁舎におき

まして､ カラー野菜の栽培について､ 町内の

中核農家等の方々に､ まずご案内をして､ そ

してカラー野菜といった取り組みに興味を示

していただければ､ 試験栽培に応じていただ

きたい｡ そのような趣旨で説明会をいたしま

した｡ その時に､ 沢山の100名近い方が参加

をしていただいたわけでございますが､ 約８

割の方だったかと思いますが､ 興味を示して

いただいて､ その内､ 特に ｢試験栽培もすぐ

対応してあげるよ｡｣ と言われた方が３名と

１生産組合ありましたので､ 早速栽培をして

いただきました｡

続きまして､ 10月17日に町長が白ネギの

｢トップセールス｣ ということで､ 大阪の市

場の方へ行きました時にも､ 今こういう取り

組みで､ カラー野菜を作っているということ

で売り込みといいますか､ していただきまし

た｡

10月29日には眉丈が丘生産組合で ｢能登む

すめ｣ の収穫を開始いたしました｡

それから10月30日には福島県の方で､ これ

は先進地視察といいますか､ ミネラル野菜を

かなりの規模で栽培している地域がございま

す｡ 西会津町でございますが､ そちらの方へ

組合長あるいは営農部､ そして町の農林課の

方からも担当者が参加をしまして､ 視察に行

きました｡

11月８日には､ 作付推進事業及び作付け予

定地の土壌改良の事業の補助金の交付決定を

するために､ 先ほど言いました50万円事業の

手を挙げていただいた方の圃場を全て視察い

たしました｡

11月18日には､ これは町は直接タッチはい

たしておりませんが､ ＪＡ能登わかばの感謝

祭でカラー野菜の第一号といいますか､ アス

パラガスキャベツ､ これは黒キャベツでござ

いますが､ それらが出展をされまして､ のと

蘭ノ国の方で感謝祭を行っております｡

それから､ 11月22日には､ 七尾市の方でご

ざいますが､ ｢梅干しサミット2007in能登七

尾｣ ということで､ これもカラー野菜を作っ

た､ 能登むすめを使っていただきまして､ 料

理の紹介をいたしております｡

今月22日には､ 実は当初予定をいたしてお

りましたが､ 今年度試験栽培をいたしました

カラー野菜の試食会をする予定でおりました

ところ､ 町内の飲食店さんの方で少し時間が

ほしいと言われましたので､ ただいまのとこ

ろ１月中旬に予定をいたしておりますが､ カ

ラー野菜の試食会をする予定であります｡ 以

上です｡

��������	
 坂井幸雄君

��������	
 カラー野菜につきま

しては､ 新聞では､ 金沢の市場へ出されれば

ＰＲが絶対効果があるということであります

ので､ 精一杯努力されていただきたいと思い

ます｡

それでは､ 転作作物の白ネギについて､ ちょっ

とお聞かせ願いたいと思います｡ 先ほど､ 表

課長にも､ 杉本町長が大阪で ｢トップセール

ス｣ ということで行かれたわけでございます｡

その当時の大阪市場の方々は､ ２倍も３倍も

面積を拡大していただければ､ 私らは売りま

すということで､ 魔法の白い杖ということで､

能登の白ネギが名前をされております｡ 甘み

があって大変好評だということでございます｡

平成７年から旧の鳥屋町の北村さんが発起し

て白ネギということで取り組んで､ もう十何

年経ったわけでございます｡ 一時は大変面積

も拡大されたわけでございますが､ あまり手

間ひまかかるのでリタイアする人もおられま

す｡ そこで最近また､ 昨年､ 調整選別機を導

入して､ 町も補助金をいただいたのをきっか

けとして､ 面積拡大ということで､ 少しずつ

面積拡大なろうかなという思いであったわけ

でございますが､ 18年度の作付けと19年度の

作付けでみますと､ 減少しておるわけでござ

います｡ 生産量は上がっているわけでござい

ますが､ 手間ひまかかって苗代も高いという
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ことで､ 減少しておるわけでございます｡

19年度から21年度の農業ビジョンでは､ 21

年度では､ 白ネギを10町歩､ 10ヘクタールと

いう計画があるわけでございますが､ 現在は

5.13ヘクタールでございます｡ 中能登だけで

ございます｡ 全体的には22町歩､ 農協全体的

には22町歩ありますが､ 当町では､ 5.13ヘク

タールでございます｡ そのビジョンにあわせ

て､ 21年に10町歩ということでは､ 少々面積

拡大には､ いろいろと手当てがいるんじゃな

かろうかと思います｡

調整選別機あわせて労働の省力化がなりま

したけど､ これにあわせて､ 少しでも初期の

生産者に関しては､ 苗の半額ぐらい３年間程

補助できないかなということでございますし､

既存の方はリタイアしないためにも､ １割か

２割､ 苗代の補助をしていただければいいん

じゃなかろうかと思います｡ それで釣るわけ

ではございませんですけど､ 転作の一つの一

環の一助になるかと思います｡

地域に見れば､ 春木地区では､ 基盤整備が

らみで１町歩の田んぼ､ それももてがら､ ネ

ギ栽培ということでありますし､ 生産量も少

しずつ上がっておるということでございます｡

収穫的に見ますと､ 10アール当たり大体70万

円程ということで収穫があります｡ それにあ

わせて経費も変わります｡ 経費もかかってネッ

トは16万ほどになろうかと思いますので､ そ

れでも雇用とか自分の労働費も含めますと米

作りより手間ひまかかりますけど､ いいんじゃ

なかろうかと思いますので､ 是非とも苗の半

額､ 新規の人には半額､ 既存の人には１割か

２割ということで､ つなぎにしていただきた

いと思いますが､ この点､ 是非とも転作作物

ということで､ 地域の目玉としてお願いした

いわけでございます｡ この点､ 町長はどのよ

うな考えを持っておられるか､ お聞かせ願い

たいと思います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 白ネギにつきまして

２点の質問があったかと思います｡ １点目は

白ネギの面積の拡大の今後の計画は､ という

ことであったかと思います｡

まず１点目の中能登地域の白ネギの普及拡

大をねらいまして､ 去る10月11日と12日に大

阪府の中央卸売市場へ､ 市場の動向調査と販

売促進に向けて､ いわゆる ｢トップセールス｣

ということで行ってまいりました｡ これには

能登わかば農協の組合長､ 県の中能登農林総

合事務所長､ 生産者の白ネギ部会長､ 副部会

長､ それから石川県の大阪事務所長さんにも､

現地で同席を依頼をいたしました｡

大阪府の中央卸売市場側からは､ 大果大阪

青果株式会社の支社長をはじめ､ 取締役野菜

部長・課長のほか､ 中卸の方にも同席をいた

だきまして､ 中能登地域の白ネギの評判と見

通しを伺いました｡

支社長からは ｢能登白ネギは甘みに定評が

あり､ 来期は２倍でも３倍でも増やしてもら

いたい｣ という力強い返答をいただきました

ので､ 来年度は市場側の要請に応える意味に

おいても､ 面積の拡大､ 生産拡大を図らなけ

ればならないと思っております｡

そういうことで､ 組合長はじめ皆さん方と､

これから拡大に向けて検討をしてまいりたい

とそう思います｡

それから２点目は､ 白ネギの苗代が高いの

で､ 初期の方半額､ あるいは既存の方には１

割か２割､ ３年間ほど助成をしてもらえない

か､ という質問であったかと思います｡ これ

につきましても､ 能登わかばの農協長からも､

白ネギ栽培拡大にあたってソフト面､ あるい

はハード面で補助の要請も受けております｡

これにつきましても､ 今後検討させていただ

きたいと､ そう思いますので､ よろしくお願

いいたします｡

��������	
 坂井幸雄君

���������	
 今､ 町長の答弁をい

ただきましたんですけど､ 全体的なソフト面､

ハード面というのは､ 農家には実感はないと
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思います｡ 端的に新規の人は半分､ 中能登町

だけですけど､ 独自の色あいを持って､ 中能

登町だけでもやるということで､ 是非ともそ

のように検討して､ そのような方向になるよ

うに要望といったらいけませんから､ 是非と

もお願いいたします｡

それと､ その次でございますが､ 学校関係

について質問させていただきます｡ 43年ぶり

に全国学力テストがあったわけでございます

が､ 県の教育委員会の指導では､ 各町村の教

育委員会の判断をもって､ 公表するとかしな

いとかということでございますが､ 当町では､

公表できるのかできないのか､ お願いしたい

わけでございます｡ 合わせてお願いしたいわ

けでございますが､ もし公表できるのであれ

ば､ 次の点についてお願いしたいと思います｡

中能登町の小学校・中学校の学力の状況は､

いかほどだったのかということでありますし､

また､ 中能登町でも小学校・中学校が何校に

も分かれて､ 地域の格差があるのではなかろ

うかということでありますし､ その結果は､

どのようにして生かしていくかは､ まずもっ

て教育長に答弁願いたいと思います｡

��������	
 池島教育長

[教育長 (池島憲雄君) 登壇]

��������	
 ただいまの坂井議

員のご質問にお答えをいたします｡ まず､ 全

国学力テストについてのご質問であったと思

います｡ 今年の４月に実施されました､ 全国

学力学習状況調査の結果が､ 10月の末に届き

ました｡ 千数百枚を越える､ 非常に膨大なデー

タと資料がついております｡ 市や町単位の優

劣を比べたり､ 学校ごとの点数を競って順位

をつけたり､ そういうようなことをするもの

ではありませんので､ 学校別の結果について

の公表は差し控えさせていただきたいな､ と

いうふうに思います｡ 全体的な傾向といたし

ましては､ 新聞等で報道されましたように､

対象となりました小学校６年生､ 中学校３年

生､ そして国語・算数・数学全てにおきまし

て､ 石川県は全国平均を上回っております｡

そして中能登町は､ どうなのかということで

すけれども､ 小学校は､ ほぼ全国平均並みと

いったところです｡ それから中学校の方は､

全国を超えている県を､ 更に上回っておると

いうそういう結果です｡

それから２つ目でしたけれども､ 学校ごと

の差はあるのかな､ 地域ごとの差はあるのか

というご質問であったかと思います｡ 町内の

学校､ もちろん児童・生徒の人数こそ異なっ

ておりますけれども､ 地理的にも環境的にも

また､ 教育への関心､ それから期待といった

点におきましても､ ほとんど似ております｡

従いまして､ 結果についても学校ごとの顕著

な差というものは見受けられませんでした｡

以上です｡

��������	
 坂井幸雄君

坂井議員､ 教育問題の質問を全部質問して

下さい｡

���������	
 そのようにさせてい

ただきます｡ それでは､ その学力調査に関し

て､ 生活習慣や学習意欲などのアンケートを

実施されておるわけでございますが､ この中

能登町では､ 朝食を食べてこられるか､ こら

れないかという実態調査が分かっているかと

思いますので､ その点お聞きしたいと思いま

すし､ その次は､ 学校区外の通学でございま

す｡ 条例にはいろいろと調べたんですけど､

明記されていないわけでございますが､ どの

ような決まりになっておるのか､ お聞かせ願

いたいと思います｡ また､ その区域外の通学

の実態､ 手続きなどが､ どのようにしてやら

れるか､ お聞かせ願いたいと思います｡

それに合わせて､ 進路状況でございますが､

中能登町は中学生全体の高校の進学状況とい

うことで､ 17年､ 18年合わせて､ また､ 今年

度はまだかと思いますが､ もしよかったら合

わせて､ お聞かせ願いたいと思います｡ と言

いますのは､ 10月28日に鳥屋中学校の学園祭

がございました｡ その壁新聞でございますが､
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中学２年生の将来の展望ということで､ チャー

トで壁新聞で記されていました｡ 例えば､ 将

来は野球の選手になろうということで､ ここ

の高校へ行って､ 甲子園へ出てプロ野球の選

手になろうと､ それから弁護士になる人は､

この学校へ行って､ この大学へ行って法学部

へ行って司法試験を合格をして弁護士になろ

う､ というそういう個人的な目標を立てた壁

新聞がございました｡ 目標を持つということ

は､ 大変良いことでございますので､ それに

合わせて､ 高校受験するときの進路が確定す

るんじゃなかろうかと思いますが､ その点三

者面談のときには､ 親の意見､ 先生､ 子ども

の希望ということで､ 対立する人もおられる

かと思いますが､ その点どっちの方の意見を

取り入れるか､ 合わせてお聞かせ願います｡

もう１点は､ 35人学級についてでございま

すが､ 県議会でも中学１年生の情緒不安定な

方々を､ 一応､ 35人学級ということで､ 教員

の採用を配するようなことが出ていましたが､

当町では､ そのような実態に対してあるのか

どうかということで､ 合わせてお願いしたい

と思います｡

��������	
 池島教育長

��������	
 引き続いて大変沢

山のご質問をいただきました｡ 一つずつお答

えをしていきたいなというように思います｡

まず､ 最初ですけれども､ 全国学力調査と

合わせまして､ 学習状況・生活習慣その他諸々

の沢山の項目についての調査もありました｡

その中で１点､ 朝食の実態はどうなのかとい

うご質問であったと思います｡ 調べてみまし

た｡ 朝食を必ずとっているよ､ というそうい

う生徒､ 中能登町の方では､ 小学校ですけど

も94.3％です｡ ちなみに全国は86.3％で､ 中

能登の状況は非常に良かったです｡ それから

中学生の方､ 朝食を必ずとっているよ､ とい

うのは85.4％､ 全国的には80.5％､ この点に

ついても大変良い傾向であります｡ とにかく

朝食を必ずとっているよ､ 大体とっているよ

というのを合わせまして､ 中能登の小学校で

は97.1％､ 中学校の方でも95.1％というよう

に､ 非常に高い率になっております｡ 反対に

全く食べないよというのは､ 中能登町では､

小学校は０％､ 中学校の方はわずかおります｡

0.5％というそういう結果でありました｡

それから､ その次にご質問いただきました､

校区外の通学について､ 町の方ではどのよう

になっているのかというようなことであった

かなと思います｡ これは､ 中能登町立学校の

通学区域規則というものがありまして､ 児童

及び生徒の入学すべき学校がきちっと明記さ

れております｡ 内容は旧町の校区をそのまま

慎重に引き継いだ､ そういうようなものになっ

ております｡ 今のところ､ 通学区域を撤廃す

るというようなそういう考えは持っておりま

せん｡

それから､ 区域外の通学といいますか､ 区

域外の学校へ行っている子どもたちの実態と､

そのように希望した場合に､ どのような手続

きをとるのかということですけれども､ 現在､

町内及び町外から決められた学校以外の学校

へ通っている児童・生徒の数､ 小学校では５

名おります｡ それから中学校の方では９名お

ります｡ 町内ないしは町外から､ 私たち中能

登町の中学校へ通っている生徒は９名おりま

す｡ 理由はいろいろとあります｡ 中能登町の

中学校でその子が行った学校に､ 自分のやり

たい部活動があるので来ましたよとか､ ある

いは元の学校で町外の学校では､ なかなか学

校に適応できなかったので､ 気分一新､ この

中能登町の学校で頑張りたいということで､

区域外の願いが出ている場合もありますし､

あるいは家庭の事情､ お父さん､ お母さんの

仕事のこと､ あるいは中能登におじいちゃん､

おばあちゃんがおるので､ 中能登の学校へ入

りたいというようなこともあります｡ あるい

はまた､ 住所が途中に変わったとか､ 家を新

築したとか､ そういうようなことで変わった

んだけれども､ 引き続いて友達のおる町内の
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学校で勉強したいと､ そういうようなケース

が主な理由となっています｡

区域外の通学を希望する場合には､ ｢区域

外通学願い｣ というのがあります｡ それを教

育委員会の方へ提出をしていただきます｡ 協

議の上､ 正当と認められれば､ 区域外の通学

が可能であるという､ そういう手続きになっ

ております｡

それから３つ目ですけれども､ 町内の中学

生の進学状況､ 進路についてどのような傾向

があるのか｡ 平成17年度､ 18年度も含めてど

のような傾向になっているのかというような

お尋ねであったかなと思います｡ 私たちの町

は電車､ あるいはバスが利用できます｡ 幹線

道路もあります｡ 従いまして､ 大変交通の便

が良くて､ 金沢の方から中島に至るまで､ 極

めて広範囲の高校へ通学可能となっておりま

す｡ そういう点では､ 非常に地理的には恵ま

れているなというように思いますし､ その範

囲の中では公立高校､ 私立高校､ 全日制､ 定

時制､ 高等専門学校やら養護学校､ 普通科系､

実業科系さまざまな特色を持った学校が存在

しております｡ 生徒たちは自分の能力や適性､

あるいは将来の進路､ そういったものを良く

考えて､ 多くの学校の中から自分の行きたい

学校､ 学科を選択できるなということで､ 非

常に理想的な状況になっているな､ というよ

うに思っております｡

それから､ どのような進学先の傾向がある

のかということで､ 現在の中学３年生192名

おります｡ その生徒たちの､ 今のところの希

望の状況と､ それから17年度､ 18年度のデー

タをもとにして全部調べました｡ そうします

と､ 現在の生徒たちが持っている希望と､ １

年前､ ２年前の実際に行った生徒たちの傾向

とほとんど同じでありました｡ 希望の多い高

校ベスト５をあげますと､ 一番多いのは七尾

東雲高校52名というのが一番多かったです｡

その次に七尾高校の39名､ その次は羽咋高校

27名､ そして４番目が鹿西高校25名､ ５番目

が羽咋工業の９名､ これが現在の中学３年生

の今の時点での希望の数です｡ この５つを合

わせますと152名､ 80％近くの生徒たちが七

尾､ 中能登町､ 羽咋にある高校を､ 進学希望

をしているそういう傾向にあります｡

その次です｡ 進路を決定するときに､ いろ

いろと問題もあるだろうというようなこと､

あるいは学校の方で､ どのようにして進路学

習をやっているのか､ ということについてで

すけれども､ とにかく私たちは､ 生徒たちが

将来こういう方向へ行きたいな､ こういう夢

があるよ､ こういう希望を持っているよ､ と

いうそういうものを是非実現させてやりたい

なということで､ １年生の時から進路指導に

力を入れております｡ どこの学校でも同じで

す｡ 職業調べとか､ わくわく体験とか､ 高校

訪問とか体験入学､ そういったものを実施し

たり､ あるいは先ほどお話がありましたよう

に､ 自分のなりたい職業に就くためには､ ど

のような学校を選べばいいのか､ どのような

コースを辿っていけばいいのかというような

あたりの勉強もやっております｡ また､ ３年

生になりますと高校説明会がありますし､ 高

校の特色を十分理解した上で､ 自分の進路先

を決めれるということで､ 高校説明会も高校

の方から先生方をお招きいたしまして開いて

おります｡

また､ 進路相談､ あるいは保護者を交じえ

た三者面談というのも適宜､ 行っております｡

とにかく､ 進路の決定に当たっては､ 本人

の希望が最優先です｡ 是非､ 生徒が行きたい､

そこへ進みたいんだということが何とかして

実現できるような､ そういう道を探りながら

話し合いを進めております｡ もちろん､ 受験

勉強のための､ 放課後学習についても力を入

れているところです｡

それから最後､ 中学校１年生の35人学級に

ついてのご質問でありました｡ 現在は､ １ク

ラス40名というのが定員であります｡ 新聞報

道によりますと､ 一般質問で県の教育委員会
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が答えるかたちで､ 来年度は中学１年生の35

人学級の実現に向けて､ 先生の増員を行って

いく､ そういう考えを示しました｡

正式な案内は私たちは､ まだもらっており

ませんけれども､ 是非そのようになってほし

いなという､ 大きな期待を持っています｡

もしそのようになりますと､ 町内３つの中

学校で､ どこかが該当するのかということで

すが､ 鹿島中学校１校だけが､ それに関係を

してきます｡ 来年入学する１年生は72名の予

定です｡ １年生の35人学級が実現しますと､

先生１人が増員されまして３クラスとなりま

す｡ 不登校が急増したり､ いろいろと中学校

生活に適応していく大事な時期に､ １クラス

の人数が少ない３クラスで､ より一層きめ細

かく､ 行き届いた指導学習が可能になるなと

いうように喜んでおります｡ 以上です｡ よろ

しくお願いします｡

��������	
 坂井幸雄君

��������	
 中能登町の隣町の市

では､ 小規模の学校より大規模の学校の方が

学力テストの成績が良いということで､ 競争

原理が湧いているんじゃなかろうかと思いま

す｡ 隣町もあわせた市も､ 羽咋市も七尾市も

ございますが､ 高校入試は大体､ 先ほど教育

長さんが言われた七尾､ 羽咋､ 中能登という

ことでありますので､ それに負けないように､

頑張って教育の指導をしていただきたいと思

います｡ よろしくお願いいたします｡

最後ですが､ 寒くなりまして､ 暖を求める

ような季節の最中でございます｡ 住宅用火災

警報器の設置についてでございます｡ 先日も

金沢の地区で火災報知器が鳴り､ 煙が上がり､

消防車がかけつけて大火に至らなかったとい

うことでございますし､ また､ ある石油ストー

ブメーカーの給油タンクがアタッチメントか

分かりませんけど､ 油漏れして火災が起きた

ということでございますし､ これからは火の

使う時期でございます｡ 灯油が高くなりまし

たんですけど､ 暖を求める時期でございます

が､ 鳥屋庁舎の玄関先では､ 住宅用火災報知

器のパンフレットがございます｡ 沢山部数が

あったんですけど､ 持って行かれる方が多かっ

たと思っておりますが､ 既存の住宅では､ 法

制定により20年５月､ 来年の５月までに火災

報知器の設置が義務付けされておるわけでご

ざいますが､ 当町では､ どのような推進をし

ていくのか､ お知らせ願いたいと思いますし､

町の町営住宅が154戸だと思うんですけど､

既に設置されておるのかどうか､ ということ

でございますし､ まず､ それをお聞かせ願い

たいと思います｡

��������	
 杉本町長

��������	
 既存住宅における､

住宅用火災警報器の設置の推進についてであ

りますが､ 現在､ 町及び七尾鹿島広域圏消防

本部では､ 町の広報誌､ またパンフレットの

全戸配布による広報啓発をいたしております｡

また､ 今言われましたように役場の各庁舎､

各図書館における火災警報器のサンプル品の

設置もいたしております｡ また町のイベント

等におけるＰＲブースの設置もいたしており

ます｡ また､ 火災予防運動期間中における､

一人暮らし老人世帯の家庭訪問もいたしてお

ります｡ また､ 高齢者いろんな世話をさせて

いただいております｡ それと同時に､ 町にお

ける町営住宅154につきましては､ 全て設置

が終わっております｡

��������	
 坂井幸雄君

��������	
 いろいろと提供して

おるわけでございますが､ ここで一つだけ､

私はまだしておりませんが､ 金沢では､ 40％

が火災報知器の設置としてあるんですけど､

当町では､ おそらくそんな40％もないかと思

います｡ ここで､ 大量で町が買っていただき

まして､ 各家庭に希望者を募ってやれば､ す

ぐ推進になるかと思うんですけど､ 法規制で

ございますので､ 消火器と違いまして､ 是非

ともそのような対策をとっていただきたいと

思いますが､ 町長の考えをお願いします｡
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��������	
 杉本町長

�������	
 町全体で共同購入し

たらどうかというような質問でありますけれ

ども､ これにつきましては､ 区町会の区長の

皆さんともお話しをしておりまして､ もし､

そういうことでまとまるとなれば､ 区長さん

方に一回注文をしていただいて､ 共同購入を

すれば安くできるのではないかなとそう思っ

ております｡ これからもう少し､ ５月までで

ありますので､ 新しい区長さんが決まりまし

たら一緒に相談をさせていただきたい､ そう

思っております｡

��������	
 坂井幸雄君

���������	
 大量に買っていただ

きますと､ 品質も一定しますし､ 簡単な取り

付けでございますので､ もし取り付けの難し

い方がおりましたら､ 人材シルバーの方でも

誰でもいいんですけど､ 取り付けていただき

たいということで､ 法制定に前向きに進んで

もらいたいと思います｡

��������	
 ここで11時10分まで

休憩いたします｡

午前10時59分 休憩

午前11時10分 再開

��������	
 再開いたします｡

19番 作間七郎君

[19番 (作間七郎君) 登壇]

���������	
 私は通告してある指

定管理者制度､ ケーブルテレビ事業､ 一般県

道志賀鹿西線延伸の整備について質問をいた

します｡

３月の定例議会で私が質問をしました､ 指

定管理者制度の導入の答弁で､ 町長は導入を

検討していく､ 小さな行政を目指していくに

は､ 民間で出来ることは出来る限り民間に委

ねていくことも検討をしていくと､ 答弁をさ

れました｡ その間､ ９ヶ月が経ちましたので

２つの質問をいたします｡

１つ目には､ 中能登町公共施設指定管理者

になるための必要な条件､ ２つ目には､ 指定

管理者導入にあたり､ どのような考えで､ 検

討計画をされたのか経緯経過を伺います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 作間議員の質問にお

答えをいたします｡

指定管理者制度につきましては､ 合併後に､

在宅複合施設 ｢ほのぼの｣ と､ デイサービス

センター ｢いこい｣ については､ 入所者に影

響を及ぼさないようにするため､ 管理委託を

していた医療法人に､ そのまま非公募で指定

管理をお願いしたところであります｡

指定管理者になるための条件との質問です

が､ 制度上は団体であれば可能であり､ 例え

ば株式会社やＮＰＯなどが幅広く含まれてお

ります｡

また､ 指定管理を受けるためには応募事業

者として事業計画書等を選定委員会に提出す

る必要があり､ 選定委員会で審査の後､ 指定

管理者を決定することになります｡

具体的な判断基準につきましては､ 民間事

業者等の能力やノウハウを活用することによ

り､ 町民ニーズにあったサービスの向上が期

待できること｡ ２つ目には､ 民間事業者等に

管理運営コストの縮減が期待できること｡ ３

つ目には､ 法律等により民間事業者等が行う

ことに明確な制約がないこと｡ ４つ目に､ 民

間事業者等が同様または類似するサービスを

提供をしていること｡ ５つ目は､ 施設が提供

するサービスの専門性や特殊性､ 施設の規模

等を勘案して民間事業者等も行うことができ

ること｡ ６つ目は､ 利用料金制度を導入する

ことにより､ 収益が期待できること｡ 以上６

項目の判断基準をして､ 指定管理者制度に移

行するか､ また直営のままとするかの検討を

行っていくことになります｡ 以上です｡

��������	
 杉本町長

�������	
 一つ答弁漏れがあり

ました｡ ９ヶ月経ってどのような検討をした

かということでありますけれども､ 今､ 近隣
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でしている市町のその後のいろんな長短を聞

いている状況でございます｡ 内部でいろいろ

とそのような資料をまとめたりしている状況

でございます｡ 以上です｡

��������	
 作間七郎君

��������	
 それでは､ ２つ目の

質問の答弁で再度質問をします｡ 私の手元に

町の行政改革大綱が届いたのが今年の７月で

す｡ この資料は､ 平成18年３月に石川県の地

方課に提出され､ インターネットで不特定多

数の誰もが市町村の指定管理者制度導入等を

含めた行財政改革プランが閲覧できることに

なっています｡ しかしながら､ 石川県に提出

された後､ １年以上経ってから町議会の行財

政改革特別委員会に指摘をされ､ 委員のみに

配付された資料です｡ 議会とは､ 行政に対し

町民の代弁者であり､ 行政チェックの責務が

あります｡ いつどこでどのように作成し､ 議

会にどのように対応したのか経緯を報告して

下さい｡

��������	
 苗山参事兼総務課長

[参事兼総務課長 (苗山雅幸君) 登壇]

�������������	
 まず初め

に､ 資料がお手元に届かなかったことに対し

まして深くお詫びを申し上げます｡

まず､ 行財政改革プランについての策定経

緯の説明でございますが､ 最初に､ 平成17年

６月議会の定例会におきまして､ 宮下議員か

ら行政改革のご質問がございました｡ その答

弁といたしまして､ 平成17年３月29日に総務

省より地方公共団体における行政改革推進の

ための新たな指針が出され､ 集中改革プラン

の策定と公表を平成17年度中に行うよう求め

られており､ 中能登町においても､ これを機

に行政改革の推進に鋭意努力していきたいと

いう､ そういう答弁をいたしております｡

次に､ 平成18年12月議会におきまして､ 諏

訪議員から行政改革大綱の策定についてのご

質問がございます｡ その時に､ 答弁は以上の

ようなものでございました｡ 中能登町行財政

改革大綱につきましては､ 昨年役場職員にお

いて行財政改革ワーキンググループを組織い

たしまして､ 職員アンケートを実施し､ 提言

をまとめたところでございます｡ その後､ 提

言の集約と各担当からの意見聴取の実施を行

いまして､ 素案をまとめております｡ その素

案を課長補佐会議､ 課長会議にて協議をした

ものを平成18年３月29日に開催をいたしまし

た中能登町行政改革懇談会､ 有識者８名の方

において組織しておるものでございますが､

大綱の内容を確認していただきました｡ その

後､ 公告並びに町のホームページにおいて大

綱の内容を公表いたしております｡ 重ね重ね

町議会の皆さん方に十分な説明不足と対応不

足､ 深くお詫びを申し上げます｡ 以上でござ

います｡

��������	
 作間七郎君

��������	
 中能登町が行政改革

大綱の中で民間委託の推進､ 指定管理者制度

の活用を含む公の施設関係､ 平成17年から平

成21年度の目標などに､ 17年度には ｢しあわ

せの里｣､ 18年度末に在宅複合施設 ｢ほのぼ

の｣､ デイサービス ｢いこい｣ については指

定管理者制度を導入しています｡

また､ 石川県に対して､ 21年度までに町立

保育園について､ 指定管理者制度を導入する

と報告をしています｡ 石川県には､ 平成18年

３月に詳細な計画を報告していますが､ 私た

ち議員には､ 先ほどの苗山参事兼総務課長の

答弁にあったとおり､ してないということで

謝っておいでましたが､ 平成18年３月前に何

の説明もしなかったし､ また､ 事後報告もあ

りませんでした｡ 議会や町民皆さんの代弁者

である議員を軽視されていると思われてもしょ

うがないと思います｡

町長は､ 平成19年３月議会に､ 私の質問に

対し､ 小さな行政を目指していくと答弁した

責任や､ このような現状をどのように考えて

いるのか､ また今後､ 議会に対しどのような

対応をしていくのか､ それと､ 私は平成21年
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度に町立保育園の指定管理者制度を導入する

には､ 平成20年春に事業者の募集をしなけれ

ば､ 平成21年度から指定管理者制度導入する

のは困難だと思います｡ 事業者募集の前に､

いつの時期に事業者資格の検討､ 決定､ 議会

の説明や同意を求める時期はいつになるのか､

指定管理者制度を導入するということは､ そ

の施設に勤務されている職員をどのように処

遇されるのでしょうか｡ また､ 現在､ 正職員､

嘱託､ 臨時職員､ 約400名近くの職員の影響

はどうなるのか､ 町長の考えを聞かせて下さ

い｡

��������	
 杉本町長

�������	
 保育所の指定管理者

制度につきましては､ 今､ 中能登町には､ 保

育所に限りまして増えていっておるわけでご

ざいます｡ 毎年10名､ 15名と増えていってお

るわけでございまして､ また､ 子どもたちが

小さい０歳から１歳､ ２歳といった子どもた

ちが大変多くなっております｡ そういう中で､

職員もまた臨時嘱託の方も増えておりますし､

また､ 今､ 各町外で､ されたところのお話し

も聞いておりますと､ 本当に良かった良かっ

たということばかりでもございません｡

そういう中で､ 今､ 21年度の保育所の指定

管理者につきましては､ もう少し､ 皆さん方

と､ 特に､ 保護者の方々とも相談をさせてい

ただきまして､ これから進めていきたいと､

そう思っています｡ 21年度にはできないんで

はないかなと､ それらにつきましては皆さん

にご相談を申し上げ､ いろんな現状も申し上

げて進めていきたいと思います｡ その他ので

きるものにつきましては､ 影響のないものに

つきましては､ 進めていきたいなとそう思い

ます｡ それにつきましても､ これから皆さん

方と相談の上､ やってまいりますので､ よろ

しくお願いします｡

��������	
 作間七郎君

���������	
 町長､ 私これ聞いた

のはね､ なぜかというと､ 県の方へこんな集

中プランということで､ 中能登町は何年度ま

でに何をする､ 何をすると届けてあるんです

よね｡ その中に､ 先ほど言うた17年度の､ 18

年度にやっとることは計画どおりやっとるん

ですね｡ ところが保育所については､ 21年度

までに導入するという､ 県の方へ届けてある

んですよね｡ ところが､ 私たちの大綱の中に

は､ 導入を検討するということで中身がなっ

とるんですよね｡ その整合性がないですね｡

確かに良いこと書いてあるんですね､ 実施計

画も｡ 先ほど苗山課長も議会にも報告してな

かった｡ 悪かったと｡ 私の言いたいのは総務

課がこれ21年度までに検討とか､ ずーっと沢

山書いてあるんですね｡ 実際そういう検討会

は､ 先ほど､ 係長会議とか何かで､ 何回かや

られたようなことを言われておりますけれど

も､ 私はこれ本当に大綱のとおり､ 中能登町

集中改革プランを本当にやるんだったら､ き

ちっとした形でやってほしいんです｡ そこで､

行政改革推進本部というものが､ 組織されて

おるんですよね｡ 本部長は誰なんですか｡ 聞

かせて下さい｡

��������	
 苗山参事兼総務課長

������������ 	
 本部長は

町長でございます｡ 以上です｡

��������	
 作間七郎君

���������	
 町長､ あなたが行政

改革推進本部長ということを初めて聞いたん

ですけども､ そういう会合を何回されました

か｡

��������	
 杉本町長

�������	
 行革本部というよう

な､ そんな改まったものは､ 年に１回か２回

しかいたしておりませんけれども､ 毎月､ 課

長会議等を開きまして､ いろんな意見を取り

上げながら進めているところでございます｡

また､ 内部のことにつきましては､ 細かい事

は副町長が中心になってやっておりますので､

よろしくお願いいたします｡

��������	
 作間七郎君
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��������	
� 今､ 内部のことは行

革推進本部は作ってあるけども副町長にさせ

ているということでございますので､ 私も大

変忙しい町長が本部長で､ 庁舎になかなか私

たちも会おうと思ってもなかなか会われない

町長なんですね｡ そこで､ 私も思とったのは､

副町長に責任者となって､ このプランを実行

するような､ １週間に１回くらい会合開いとっ

ても､ なかなか大変ですよ｡ そういうことを

真剣に副町長にさせるということですから､

副町長が中心になって､ これを改革大綱､ 実

施をこのようにしたいということを書いてあ

るんですから､ きちっとやって､ いい町づく

りのために真剣に取り組んでいただきたいと

思います｡

次の質問に移ります｡

次に､ ケーブルテレビ事業について質問を

します｡ 現在､ 町長の公約したケーブルテレ

ビ事業が運営されています｡ 総事業費約16億

1,600万円がかかりました｡ しかしながら､

いまだに町内で ｢音声告知端末｣ の不具合に

より､ 未使用や未設置の世帯数が約700件あ

ると聞く｡

また､ 11月30日現在のケーブルテレビ視聴

加入率は28.6％､ 1,651件と報告を聞いている｡

このように ｢音声告知端末｣ の未使用や未設

置の世帯､ ケーブルテレビの加入率が低いよ

うでは､ ケーブルテレビ事業の導入趣旨であ

る住民サービスの向上､ 行政の効率化､ 的確

な情報伝達の目的が薄れるものと思うが､ 今

後､ どのような対策を持って､ 加入率向上に

取り組もうとするのか考えを聞かせて下さい｡

�������
� 杉本町長

�������
� 作間議員のケーブル

テレビ事業についてのご質問にお答えをいた

します｡ 初めに､ ｢音声告知端末｣ について

は､ 平成18年度に､ 町内5,600世帯に設置を

しております｡ これは､ 引き込み工事の同意

を得た世帯に設置したもので､ 19年度には､

昨年同意をいただけなかった世帯や新築・増

改築等の事情で設置されなかった世帯につい

て､ 順次連絡をとりながら設置工事を行って

おり､ 現在まで168世帯に新たに設置をして

おります｡

ご質問の ｢未設置世帯や機器の不具合によ

る未使用世帯への対応｣ についてですが､ 未

設置世帯については､ 個別に連絡をとり､ 事

業内容を説明した書面を郵送し､ 引き込み工

事の同意を得た世帯から､ その都度工事を行っ

ております｡

町内全域では､ 約6,000世帯が設置対象と

なっておりますが､ 残りの230世帯について

は､ 再度､ 通知や連絡をとり､ 事業趣旨を理

解をしていただき､ １日も早く全世帯へ設置

が完了できるよう努力をしてまいりたいと思

います｡

不具合につきましては､ メーカーと順次連

絡をとりながら､ １件１件直しているのが現

状でありまして､ これからもできるだけその

ようなことのないようにしていきたいと､ そ

う思っています｡ よろしくお願いします｡

ケーブルテレビの促進につきましては､ 今

まで３万1,500円免除ということでやっておっ

たわけでありますけれども､ 終了後､ 今のと

ころ９件ということであります｡ また､ これ

につきましても､ 新たに入っていただく､ そ

のような対策をして､ また､ ＰＲもしながら､

良い放送もしながら､ 皆さんに説明もしなが

らできるだけ加入促進に向けていきたいと思っ

ております｡ よろしくお願いします｡

�������
� 作間七郎君

��������	
� 我々の中能登のケー

ブルは町は公設公営でやっているんだという

ことを言われています｡ そこで､ ケーブルテ

レビ事業の経費として多額の投資をし､ 住民

から加入金や利用料として､ これまた多額の

費用を徴収されていますが､ この事業の収支

やサービス､ すなわち､ 町が運営する中能登

ケーブルテレビネットワークと我々加入者､

それと金沢ケーブルテレビネット株式会社､
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この３つの流れと収支の内訳を聞かせて下さ

い｡

��������	
 杉本町長

�������	
 詳細につきましては､

担当課長に説明をさせますので､ よろしくお

願いします｡

��������	
 大村企画課長

[企画課長 (大村義一君) 登壇]

����������	
 作間議員のご質

問にお答えをさせていただきます｡ ご質問に

ありました町ケーブルテレビネットワークと

加入者及び金沢ケーブルテレビネット株式会

社との三者の関係についてでございますが､

中能登町ケーブルネットワークは町が施設条

例を設けまして､ 事業運営をしているところ

でございます｡

事業運営の一部であります各種番組の供給､

加入者管理､ 放送利用料の徴収事務､ 視聴者

サポート､ 機器・伝送路保守については､ 金

沢ケーブルテレビネット株式会社に委託して

おります｡

また､ 放送受信設備につきましても､ 同社

設備上必要な関係上､ 機器使用料を支払って

いる状況であります｡

従いまして､ ケーブルテレビ加入先は､

｢中能登町ケーブルテレビネットワーク｣ で

あり､ 町放送センターから ｢なかのとチャン

ネル｣ も含めまして､ 各種番組を加入者宅に

放送している状況であります｡

｢中能登町ケーブルテレビでは､ 金沢ケー

ブルテレビネット株式会社が運営しているの

ではないか｣ と思われている方もおいでます

が､ あくまで町が独自で運営しているもので

ございます｡

加入者の方々からお支払いいただきました

加入料金や放送利用料も､ 町の特別会計の収

入となり､ 番組制作や設備の維持管理費､ 並

びに業務委託料や関係機器の使用料に使われ

ているものでございます｡

なお､ インターネットサービスにつきまし

ては､ 町の設備を利用して金沢ケーブルテレ

ビネット株式会社が運営していますことから､

加入世帯に応じて光芯線の利用料を同社から

徴収しておるという状況でございます｡

それから､ 平成19年度の当初予算ベースで

ございますが､ 金沢ケーブルテレビネット株

式会社より加入金として220万5,000円､ 利用

料として5,829万4,000円､ 合わせまして6,049万

9,000円の歳入としてみております｡ また､

歳出では放送番組供給料として2,718万9,000

円､ 機器の賃貸借料として1,176万6,000円､

合わせまして3,895万5,000円をみているとい

う状況であります｡ 以上であります｡

��������	
 作間七郎君

���������	
 課長､ 金額言うとき

にさらさらと早く言うので聞きとれません｡

私は､ 聞きとれませんでした｡ 私､ なぜ､ そ

ういうことを言うのかというと､ 私たち議会

には､ こういう ｢中能登ケーブルテレビ事業

運営についてのスケジュールと運営について｣

ということで､ この中でテレビ加入申し込み

を町にするとか､ いろいろと書いて料金徴収

については町がすると議会に説明しておるん

ですよね｡ 我々は町がするもんだと思ってお

ります｡ ところが､ ｢あのケーブルテレビは

町が本当にやっとるんかい｣と､ なぜかと言

うたら､ 加入申し込み書､ 皆さん申し込みす

る時､ 書いて､ 口座番号も書くんですね｡ そ

の上に収納企業金沢ケーブルテレビ株式会社､

収納受託株式会社石川コンピュータと書いて

あるんですね｡ これは町でやるといったこと

が､ 何でここにこういう形でお願いしてるの

か､ 聞かせて下さい｡

��������	
 大村企画課長

����������	
 作間議員のご質

問にお答えをさせていただきます｡ 先ほど､

議員ご指摘のとおり､ 当初の計画では､ 職員

で料金の徴収事務を行う予定をいたしており

ました｡ しかし､ 徴収事務システムの導入や

事務の量､ 人員配置などを考慮いたしまして､
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既にそれらの事務的なノウハウを持っており

ます金沢ケーブルテレビに委託しているとい

う状況であります｡ 以上であります｡

��������	
 作間七郎君

��������	
 課長の事務的な答弁

では､ 分かりにくいんですけど､ 私は､ 町が

料金徴収をすると言っていたことを､ これに

してもらったと､ 少し言われましたけども､

この会社サービスしてくれてるんじゃないん

でしょ｡ いくらか払ったんでしょ｡ 私の予算

書には委託費として金沢ケーブルテレビにい

くらとしか出てないんですね｡ 我々その内訳

は知らないんですね｡ それから金沢ケーブル

テレビとの契約書も私たちは見ておりません

から､ こういうことは分からないんですね｡

そういうことで､ 町民の中から ｢あれは本当

に町のケーブルテレビかい｣ と ｢金沢ケーブ

ルテレビの会社でないか｣ と ｢そのように職

員が民間会社に使われてるのではないか｣ と

いうことを私も聞かれます｡ 私はそれは町が

公営公設で､ 町でやっとるんだと言うんです

けれども､ ｢ほんなら何で料金徴収ぐらい口

座振替やろと､ そんなん町の職員でできんが

かい｣ と､ そういうことで疑問をもたれとる

んですね｡ 今聞いたら､ いろいろの難しいこ

とがあるというんですけれども､ それならそ

れで議会に対して ｢最初は町に料金を徴収す

る予定であったけども､ こうこうこういうこ

とで一つ了解してもらえないか｣ ということ

を､ 議会に言うべきなんですね｡ 我々も聞か

れても説明できないんですね｡ そこで､ 私は

今日聞いているのです｡ それでは､ 委託費の

中で､ この収納企業の金沢ケーブルテレビ株

式会社と収納受託株式会社石川コンピュータ

にいくら払っているんですか｡

��������	
 大村企画課長

����������	
 作間議員のご質

問にお答えをさせていただきます｡ 先ほど､

徴収事務にかかる費用でありますけども､ 金

沢ケーブルテレビ会社と委託をいたしまして､

徴収手数料として毎月120円､ それから口座

引落手数料として80円､ 合わせまして毎月200

円でありますけれども､ 支払い委託をお願い

しています｡ それから､ 石川コンピュータに

つきましては､ 今､ 資料持っておりませんの

で､ 後ほどお答えさせていただきます｡ よろ

しくお願いします｡

��������	
 作間七郎君

��������	
 私は､ 予算書に基づ

いて言って下さいと言っとるんですね｡ ここ

に委託サービスで2,718万9,000円放送サービ

スということで書いてあるんですよね｡ 機器

に1,176万円と予算書に載っとるんですよね｡

その中で､ これやったら課長の言うとるのは

１件に対して120円と80円と200円ということ

を言うとるんでしょ｡ そんな１件１件のこと

言わずに､ いくら払ってると言われないのか｡

石川コンピュータにいくら払ってるか分から

んという担当課長､ 今日議会ですよ｡ そのく

らいの資料持ってきていなくてはだめです｡

自分の課のことです｡ もうちょっときちっと

答弁して下さい｡ 今できないのなら議長､ 暫

時休憩して時計止めて下さい｡ 私の持ち時間

が決められておりますから｡

��������	
 答弁の方､ 執行部ど

うですか｡ 暫時休憩いたします｡

午前11時45分 休憩

午前11時48分 再開

��������	
 再開いたします｡ 執

行部の方､ 簡潔な答弁をお願いいたします｡

大村企画課長

����������	
 先ほど､ 料金徴

収にかかります経費として月､ 徴収手数料と

して120円､ それから口座引落手数料として

80円と申し上げました｡ これは全て金沢ケー

ブルテレビと委託契約をしたものであります｡

それから放送サービスとして2,718万9,000円

ですけども､ これは金沢ケーブルテレビと契

約をいたしたものでありまして､ 放送サービ
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スにかかる経費としており､ 直したものであ

ります｡ 以上であります｡

��������	
 大村課長､ 声を大き

くして下さい｡

���������	
 はい､ すいませ

ん｡ 先ほど､ 作間議員のご指摘がありました

石川コンピュータセンターの関係であります

けれども､ これは､ それを全部含めまして金

沢ケーブルテレビと契約をしたものでありま

す｡ 石川コンピュータセンターにつきまして

は､ 私もちょっと分かっておりません｡ 以上

であります｡ 今の料金システムにかかる経費

でありますけれども､ 年間経費といたしまし

て､ 396万2,400円であります｡

��������	
 作間七郎君

���������	
 課長ね､ 最初から390

何万支払いしていると言えば簡単なことねん｡

そんな細かいことくどくど言うとる本人も､

我々聞いとるもんも､ 分からんこと言わんと､

ちゃんと390何万払ってますと､ そう言えば

みんな分かります｡

そこで私は､ 今までにも行財政改革という

ことで､ うちの町は1,000人当たりに対して､

職員数は８か8.5が標準なんだけども､ うち

の町､ 合併した当初だから､ 職員数は沢山お

ると､ その職員を有効に使いなさいと言うと

るんですね｡ 職員数は十分おるのに､ なぜ､

390万もかかるようなこと､ 町が持ち出すよ

うな考えをするんですか｡ 町議会に､ 町の職

員でやりなさい､ やりますと報告したことを､

誰がこれを変えさせたんですか｡ この業者に

仕事を委託させるのに､ 議会に全く報告ない

んですよ｡ そのあたり説明して下さい｡

��������	
 小山副町長

[副町長 (小山茂則君) 登壇]

���������	
 今のご指摘の点で

ございますが､ 実務に入りましたら､ 職員が

対応できない事案が沢山でてまいりました｡

例えば､ ミニプラン以上のものに多チャンネ

ルですね､ これにつきましては､ その一定期

間､ 例えばオリンピック､ それからいろいろ

な諸行事で､ この時期だけ何ヶ月みたいとか､

そういうふうな飛び入りといいますか､ そう

いう契約の方法もできるようになっておりま

す｡ そういう対応をとるときには､ 職員の今

の現段階での､ 職員での対応は､ 大変難しい

ということが分かりましたので､ 当分の間､

慣れるまでは委託といいますか､ お願いをし

たいということで現在に至っておりますので､

今後､ 職員等の配置等も考えて､ その対応は

とらせていただきたい､ このように思います

ので､ ご理解の程よろしくお願いします｡

��������	
 作間七郎君

���������	
 副町長の答弁で大体

分かるんですけども､ そういうことならそう

いうことで議会になぜ相談しなかったという

ことを､ 私は言っとるんですよ｡ 常々､ 議会

軽視と私は､ よく使うんですけども､ 議会に

相談すれば､ 議会は分かったと言うんですよ

ね｡ それを言わないであなた方がやろうとす

るから､ 私たちはこういう場席に言わなくちゃ

ならないことになるんですよね｡ 今後､ そう

いうことに､ いつも言うとるんですけど､ 今

後､ 絶対ないように､ ひとつ執行部は取り組

んでほしいと思います｡

今後､ 加入促進のために自主放送が大事で

ある｡ 現在 ｢なかのとチャンネル｣ でのスタッ

フ人員は４人です｡ これでは､ 不具合事項の

対応だけで､ 番組制作のスタッフ育成や編集

は夢の話です｡ 早急に職員の配置転換､ スタッ

フの増員を図り､ 研修や経験を積ませて､ ス

タジオ活用をした行政情報や地域密着型の､

例えば､ 町内の在住の方々のビデオレターや

多くの町民の方に出演をしていただくような､

身近な番組制作を作るべきである｡ そうすれ

ば､ 加入促進がなおかつ､ 委託制作費の削減

ができると思うが､ 私の思いはこういうこと

なんですが､ 沢山の金をかけて改修したスタ

ジオありますね｡ スタジオ関係で830万円投

資していますよね｡ 現在､ あそこへ行くと倉
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庫になってるんですね｡ いろいろ品物入って

るんですよね｡ 全くスタジオ活用できない状

態になっているんです｡

私は聞くところによりますと､ これをする

前に職員を東京かどこか､ ＮＨＫへ見に行か

させたのか､ 研修に行かさせたのか知らない

が､ ある程度の知識を学ばせるために､ 研修

にやったということを聞いとるんですね｡ そ

ういうことを思ったら､ 沢山の金額を投資し

ながら､ あのスタジオを全く活用されてない

と､ 番組をこの１年間､ 今までのところ見ま

すと､ 自主放送というのはこの議会中継だけ

なんですね｡ 町独自でやっているのは｡ その

他は委託契約なんですね｡ 30分番組を委託す

ると40万から50万かかると聞いとるんですね｡

そういうことを思ったら私が言うとるように

職員の研修をきちっとさせて､ 830万円かけ

たスタジオを有効に使って､ 本当に密着した

中能登の自主放送番組にしてほしい思いで一

杯なんです｡ そこで､ 町長のお考えを聞かせ

て下さい｡

��������	
 杉本町長

�������	
 本年４月に開局をい

たしました自主番組の企画や撮影､ 編集といっ

た専門的知識をつけるために､ 東京のＮＨＫ

放送研修センターへ短期間でありますけれど

も､ 数名の職員を研修に参加をさせました｡

その成果もあってか､ 議会の中継や録画放送

は､ まだ少ないですけれども､ 職員で自主制

作を少ししております｡ しかしながら､ 町祭

や敬老会などの大きな催しの番組制作までに

は至らず､ 番組制作会社へ委託をし､ 放送し

てるのが現状でございます｡

また､ 開局から現在まで､ 機器の保守業務

や新規の引き込み工事､ 加入申し込みの事務

手続きや､ テレビの接続工事などの対応に追

われ､ 本来の業務である､ 自主放送番組制作

については､ 十分ではなかったと思っていま

す｡ スタジオ設備を利用した番組づくりもで

きないのが現状であります｡ これから ｢なか

のとチャンネル｣ の内容充実に向け､ 今､ 作

間議員のご指摘にもあったように､ 番組の制

作スタッフの増員と育成､ 並びに資質向上を

図りながら､ 皆さんに親しんでもらえる番組

づくりに努力をしてまいりたいと思いますの

で､ よろしくお願いいたします｡

��������	
 作間七郎君

���������	
 町長､ 先ほども大村

課長の中にもあったんですけど､ 金沢ケーブ

ルテレビの番組供給とサポートということで､

委託費の中に入ってるんですね｡ サポートで

すから､ 金沢ケーブルテレビへ職員を派遣す

るか､ しっかりと勉強させて､ 本当に ｢なか

のとチャンネル｣ を時間帯によっては､ 毎日

見たいと言われるようなテレビになるように

して下さい｡ 時間も迫ってきたので､ 最後の

質問をいたします｡

一般県道志賀鹿西線延伸の整備について質

問をします｡ 平成15年６月に､ 地域住民の長

年の悲願であった一般県道志賀鹿西線の眉丈

山トンネルが完成し､ 安全・安心して利用で

きる道路が確保され､ 地域における福祉の向

上及び地域の発展に寄与しています｡ そこで､

平成18年度に事業着手した一般県道志賀鹿西

線の後山地内より､ 能登有料道路上棚インター

と主要地方道志賀田鶴浜線を直結するバイパ

ス事業540mの現在の状況についてお聞かせ

下さい｡

��������	
 杉本町長

�������	
 一般県道志賀鹿西線

の延長につきましては､ 平成15年６月に眉丈

山トンネルが開通した時点より､ 路線の延伸

につきまして､ 石川県へ再三､ 要望活動をし

てまいりました｡ その結果､ 今､ 言われまし

たように､ 平成18年度に事業採択をいただき

まして､ 路線の決定がなされました｡ 今年度

は､ 詳細設計と用地の測量及び一部用地買収

を実施する予定でございます｡

今後の計画につきましては､ 平成20年度に

残りの用地の買収を終わりまして､ 工事着手
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は平成21年度から､ できれば３年間で仕上げ

たいという返答をいただいておるところでご

ざいます｡ 今後とも､ 早期完成に向けて志賀

町と中能登町で組織する県道志賀鹿西線整備

促進同盟会､ また､ いろんな会合等で知事あ

るいは土木部の幹部の方々に､ 直接にこれか

らも働きかけて､ １日も早く仕上がるように

頑張ってまいりたいと思っておりますので､

よろしくお願いをいたします｡

��������	
 作間七郎君

��������	
 今後の計画､ 完成予

定と､ いろいろなことを聞こうと思っていた

んですけど､ 町長の方から言われましたので､

私はこれで一般質問は終わらせていただきま

すが､ なお一層､ 早くこれが完成できますよ

うに､ 町長の手腕を期待をいたしまして､ 一

般質問をこれで終わらせていただきます｡

��������	
 ここで昼食のため休

憩いたします｡ 再開は１時半からといたしま

す｡

午後０時02分 休憩

午後１時30分 再開

��������	
 再開いたします｡

２番 諏訪良一君

[２番 (諏訪良一君) 登壇]

�������	
 それでは､ 住宅用火

災警報器の全戸設置について､ 随意契約につ

いて､ 町民憲章・町歌 (町の歌ですが) の制

定について､ 以上３件について質問したいと

思います｡

住宅用火災警報器の全戸設置について､ 町

内においては､ 痛ましい火災が発生していな

いものの､ 最近の住宅火災の特徴として､ 高

齢者の方や幼い子どもさんなどが､ 逃げ遅れ

て死亡するという､ 痛ましいケースがあげら

れており､ また､ このような中においても､

火災の発生をいち早く知っていれば､ 助かっ

た方も多かったのではなかろうかとも言われ

ております｡ 消防法では､ 平成18年６月１日

から全ての新築住宅に､ 住宅用火災警報器の

取り付けを義務付けており､ また､ 既存の住

宅においても､ 平成20年５月31日までに取り

付けることを義務付けています｡ ｢備えあれ

ば憂いなし｣ とも言われますが､ 痛ましい住

宅火災を未然に防止する上でも､ 住宅用火災

警報器の全戸設置が不可欠と考えます｡ そこ

で､ 全戸設置への啓発､ 設置助成の検討､ 高

齢者住宅への無償設置などについてお尋ねし

ます｡

��������	
 杉本町長

��������	
 諏訪議員の質問にお

答えをいたします｡

住宅用火災警報器の設置につきましては､

坂井議員の質問にもお答えをしましたとおり､

町及び七尾鹿島広域圏消防本部では､ 町の広

報誌､ またパンフレットの全戸配布､ 町のイ

ベント等におけるＰＲブースの設置､ 火災予

防運動期間中における一人暮らし老人世帯へ

の家庭訪問などを行うことにより､ 設置の推

進に努めているところであります｡

また､ 設置助成､ 高齢者住宅への無償設置

につきましても､ 今後は町の対象人数､ また

現状等をながめながら､ 前向きに検討してい

きたいと考えておりますので､ よろしくお願

いをいたします｡

��������	
 諏訪良一君

�������	
 高齢者住宅への無償

設置は､ 是非､ 実現していただきたいものと

思います｡

それでは､ ２つ目に随意契約について､ 随

意契約とは ｢国や地方公共団体などが入札に

よらずに任意で決定した相手と契約を締結す

ること及び締結した契約をいう｣ と明記され

ております｡ 競争入札と比べて早期に契約の

締結ができる､ 手続きが簡素､ 小規模事業者

でも参入可能とのメリット､ ここまでは､ メ

リットまでは町執行部から何回か説明を受け

ております｡ 反面､ 予算の効率化､ 公平性､

透明性などのデメリットがあるという説明は､
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一度も受けたことはありません｡ 執行部はお

そらく､ この点を熟知の上で契約を交わして

きていることと思います｡ 昨今の報道によれ

ば､ 公正性､ 競争性､ 透明性の確保などで大

きな問題となっており､ 法令上､ 予定価格が

少額で随意契約可能な額であっても､ 可能な

限り競争入札を行うように指導がされてきて

いるようです｡ そこで随意契約の見直し､ 締

結後の公表等についてお尋ねします｡

��������	
 杉本町長

�������	
 入札関係につきまし

ては､ 副町長が執り行っておりますので副町

長から答弁をさせますので､ よろしくお願い

します｡

��������	
 小山副町長

���������	
 お答えをいたしま

す｡ 今､ 随意契約につきましては､ 予定価格

が中能登町の財務規則で定められております

金額以下の場合､ 地方自治法及び中能登町財

務規則により､ 適正に対応しているところで

ございますが､ その実態といたしましては､

今現在は､ 財務規則でうたってありますのは､

予定価格で今決められておりますのは､ 250万円

以下ということになっておりますが､ 別表で

は､ 工事においては130万円以下､ 財産の買

入れ等におきましては80万円以下と､ それか

ら物件の買入れ､ これにつきましては40万円

以下､ 財産の売払いは30万円以下､ 物件の貸

付け等については30万円以下ということで､

それぞれに金額が違って明記されております｡

この中で随契といいましても､ これ以外の

もの､ 例えば､ その契約する上において競争

入札といいますか､ 指名競争入札で今町はやっ

ているんですが､ 入札以外にできる契約がう

たわれております｡ それはどういう場合かと

申しますと､ 不動産の買入れ等で相手方が決

まっておるものについては随意契約､ それか

らシルバーとか社会福祉協議会等で人力等の

提供を受けるときには､ そういう随契をして

よろしいということ､ また､ 新商品の開発等

で､ この物件がその会社のみしか作っていな

いようなところと契約する場合は随契と､ そ

れから､ 緊急で競争入札ができない場合につ

いては､ 随契ができるということであります｡

時価に対して､ 著しく有利な価格で求められ

るような場合は随契､ それから競争入札にし

て落札者がいない場合は随契､ 等の条件で随

意契約ができるということになっております

ので､ 決められた範囲内での契約とそれ以外

の場合でもできる場合と二通りあるというこ

とで､ 今現在は､ うちの町においては､ 財務

規則で決められているとおりの金額以下のも

のについて､ 随意契約をしておるのが実態で

ございます｡ 以上です｡

もう１点､ 公表につきましては､ 今250万

円以下の場合は一応､ 今後については､ より

透明性の高い制限つき一般競争入札をやって

いるのですが､ 公表については､ 契約の適正

化の推進に関する法律の規定に基づきまして､

入札結果を公表しており､ 随意契約につきま

しても､ 中能登町の情報公開条例の規定によ

りまして､ 今その対応をしているところでご

ざいます｡ 以上でございます｡

��������	
 諏訪良一君

��������	
 予定価格が250万円

以下､ これをさらに下げてくることができな

いか､ そのような指導がなされてきているよ

うですけれども､ この点が１点と､ それから

もう１点はですね､ 公正性､ 競争性､ 透明性

が十分確保されているのか､ また､ この点を

今後どのように見直ししていこうとしている

のかお尋ねします｡

��������	
 小山副町長

���������	
 随意契約の件につ

きましては先ほども申しましたが､ うちは､

物件によって決められた金額以下ということ

で､ 先ほど申し上げさせていただきました工

事に関しては､ 130万円以下のものについて

は随契をしておると､ それから物件につきま

しても先ほど申し上げましたとおり､ 金額を
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それぞれ申し上げさせていただいたとおりで

ございます｡ それから､ 公平性につきまして

は､ 今現在､ いろいろな方法で入札以外のも

のにつきましても､ 軽微なものについても､

できるだけ見積り徴収等をして､ 公平性のあ

る随契をしているのが実態でございますので､

ご理解の程よろしくお願いいたします｡

��������	
 諏訪良一君

�������	
 締結後の公表の仕方､

これまでどおりですか｡ あるいは今後このあ

たりを再度､ 検討しようとしておいでるのか､

この点についてもお尋ねします｡

��������	
 小山副町長

���������	
 お答えをいたしま

す｡ 今現在は､ 250万円と先ほど申しました

が､ 近隣の市町の状況も踏まえ､ 私どももい

ろいろ勉強をしまして､ 今後その金額の変更

等につきましては､ 今しばらく時間をいただ

いて勉強させていただきたい､ このように思

いますので､ ご理解の程､ お願いをいたしま

す｡

��������	
 諏訪良一君

�������	
 それでは､ ３件目の

町民憲章､ 町の歌の制定について､ この案件

につきましては､ 合併協定書においても ｢新

町において新たに定める｣ と明記されており

ます｡ このため平成17年12月の定例会におい

て､ 私が一般質問をしたところ､ ｢県内の合

併した市町でも対応はバラバラである｣ との

町長の答弁でした｡ このバラバラであるとい

う意味はちょっと分かりませんけども､ 我々

議員が先進地の視察などに行きましても､ そ

の先からもらう市勢､ あるいは町勢要覧等を

見ますと､ 表紙をめくると､ すぐ目につくも

のが憲章であり町歌であるわけです｡ そんな

点からいくとですね､ うちの町の町勢要覧は

ちょっとお粗末ではなかろうかなと､ こんな

ようにも思うわけです｡

町民憲章や町歌は未来に向けた新しい町づ

くりへのシンボルでもあり､ 顔でもあろうと

私は理解するものです｡ 再度質問した所以は

ここにあります｡ その後いかが取り計らって

おられるのか｡ そこで､ 制定の必要性をどの

ようにお考えでしょうか｡ 制定作業の進捗状

況などについてお尋ねします｡

��������	
 杉本町長

��������	
 町民憲章については､

合併前の旧三町において全て策定されており

ました｡ 町民の ｢共同の生活信条｣ ｢結束と

協調のあかし｣ あるいは全町民の ｢心の道標｣

として位置づけされておりました｡ 町民憲章

は､ 朝礼や式典､ 各種会合等で唱和されたほ

か､ 庁舎や学校､ 公民館等の各公共施設に掲

示をされ､ また総合計画を初めとする各種計

画書にも掲載をされてきました｡

その結果､ 各町の憲章が広く町民の間で親

しまれるものとなっていました｡

中能登町も合併をして３年目を迎えており

ます｡ 町民の皆さんの更なる一体感と融和を

図るためにも､ 是非とも町民憲章の策定が必

要と考えております｡

現在､ 町民憲章を策定するための委員会を

立ち上げる準備を進めておりまして､ 来年の

１月に立ち上げる予定をしております｡

町歌につきましても､ できるだけ早く作成

したいと考えております｡ できれば20年度に

は作成をしたいと､ そのように準備を進めて

いるところでございますので､ よろしくお願

いをいたします｡

��������	
 諏訪良一君

�������	
 町の業務は大変忙し

いようですけれども､ やはり､ 我々の心の支

えとしてもですね､ この先を示したような内

容の憲章なり町歌が必要でないかな､ こんな

ように思います｡ 町の厳粛な儀式の中で､ 国

家斉唱のみというのも寂しいような感じもし

ます｡ １月といわずに､ 早く立ち上げていた

だくことをお願いして､ 質問を終わりたいと

思います｡

��������	
 10番 武田純一君
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[10番 (武田純一君) 登壇]

��������	
� 私は､ 今回中能登町

発足後の私の一般質問に関連する条例の改正

について､ ２番目に滞納について､ ３番目に

能越自動車道に石動山の名について質問いた

します｡

まず､ 条例の改正について､ 平成17年12月

議会に放置自転車の処理を滝尾駐在所から依

頼され町営自転車置場､ 駅の駐輪場も含みま

す｡ スーパー等の駐輪場の実態を調査しまし

た｡ 駐輪場と放置自転車についてでございま

す｡ 法律では官公庁､ 学校､ 公会堂等に駐輪

場の設置が求められております｡ 残念ながら

当時の鳥屋庁舎､ 鹿西庁舎､ 鳥屋・鹿西公民

館､ それから鹿西のスポーツセンターには設

置されていませんでした｡ この私の質問によ

り自転車置場が設置をされております｡ この

時に中能登町条例 ｢中能登町自転車等の駐車

対策及び放置自転車に関する条例｣ 条例18号

です｡ この条例には法律87号５条４項 ｢地方

公共団体は条例でスーパーマーケット等に自

転車置場の駐車場を設置しなければならない

旨定めることが出来る｣ とうたわれておりま

す｡ この文言が欠落していると指摘してまい

りました｡ その後､ どのように対応されたの

か､ お答え願いたいと思います｡

また､ 平成18年３月議会において､ ｢指定

管理者制度の導入｣ について質問をしており

ます｡ 更に､ 平成18年度決算審査特別委員会

の審査においても､ 平成18年度に新規にでき

た箇所､ 変更された箇所等の現地視察を実施

し､ 関係者とも意見を交換をしております｡

これらに関する条例の改正廃止も質問しまし

たが､ 残念ながら､ 担当者から答えは得られ

ませんでした｡

そこで､ ｢中能登町公の施設に関する指定

管理者の指定の手続きに関する条例｣､ 条例

第９号です｡ は､ 指定管理者制度の原則であ

る競争入札ではなく､ 特定の団体に事業を行

わせる条例､ また､ この中に指定管理者選定

委員会の設置の部分が抜けていると､ その時

も申し上げております｡ 更に､ 法律改正によ

り18年９月１日までに在宅複合施設の ｢ほの

ぼの｣､ デイサービスセンター ｢いこい｣ が

直営か指定管理者かの二者択一を迫られてお

りました｡ 指定管理者に移行しております｡

今日､ 今日まで残念ながらグループホーム

｢しあわせの里｣ を含めた条例108号､ 113号

の改正がなされておりません｡ また､ 告示29

号 老人入浴の日について､ 私は合併後､ 委

員会では民生委員会に所属し､ 健康ハウス

｢いこい｣ の行き過ぎた行政サービス､ すな

わち100円の入浴であります｡

旧鹿島町では ｢天平の里｣ と民間公衆浴場

との共栄を図るため老人入欲の日を設定し､

共存共栄を図ってきました｡ 時の流れと申し

上げましょうか､ 当町にたった一つありまし

た民営の公衆浴場が残念ながら廃業されまし

た｡ 100円では公衆浴場は事業として困難で

あり､ 新たなる公衆浴場の開業は無理と思い

ます｡ 従いまして､ 告示29号の廃止を提言い

たします｡ 町長のご所見を賜りたいと思いま

す｡

�������
� 杉本町長

�������
� 武田議員の質問にお

答えをいたします｡ ご指摘のありました条例

及び要綱の必要な改正につきましては､ 速や

かに改正すべく対応をとりたいと思っており

ます｡ 詳細につきましては､ 所管課長より説

明させますので､ よろしくお願いいたします｡

�������
� 苗山参事兼総務課長

[参事兼総務課長 (苗山雅幸君) 登壇]

����������� 
� 私の方か

ら条例第18号の点､ それから条例９号の改正

についてご説明をいたしたいと思います｡

平成17年12月議会でのご指摘を受けまして､

鳥屋庁舎を初めとした公共施設に自転車置場

を明示させていただきました｡

今回､ 再度ご指摘をいただきました､ スー

パーマーケット等に自転車等の駐車場を設置
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しなければならない旨を定めることができる

条項が､ 欠落しているのではないかとのご指

摘でありますが､ 確かにご指摘のとおり､ 現

在の条例では ｢自転車等の駐車需要に応じ､

自転車等の駐車が適正に設置されるよう努め

るものとする｣ との内容で努力義務を定めて

いるものであり､ 設置義務を求めているもの

ではございません｡

このことは ｢自転車の安全利用の促進及び

自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法

律｣ の中で､ ｢地方公共団体は商業地域や自

転車等の駐車需要の著しい地域内において条

例で自転車等駐車場を設置しなければならな

い旨を定めることができる｣ となっておりま

す｡

現在､ 中能登町内にある大型マーケットに

は駐車場の表示が明確になされております｡

これは､ 経済産業省より ｢大規模小売店舗

を設置するものが配慮すべき事項に関する指

針｣ に基づき設置されているものであります｡

その他の町内の状況を鑑みますと､ 駐車需

要の著しい地域である学校や鉄道の駅等につ

いては､ 駐輪場が設置してあり､ 今後 ｢駐車

需要の著しい地域｣ となる地域で何らかの規

制が必要な場合は､ 条例で規制をさせていた

だきます｡

しかし､ 現在のところ駐輪場の設置努力を

お願いしながら､ 良好な自転車環境の整備に

努められていただきたいと思いますので､ ご

理解とご協力をお願いをいたします｡

次に､ 条例第９号の改正についてでありま

す｡ 中能登町公の施設における指定管理者の

指定の手続き等に関する条例についてであり

ます｡

現在､ 中能登町になって指定管理に移行し

た施設は､ 在宅複合施設 ｢ほのぼの｣ と､ デ

イサービスセンター ｢いこい｣ の両施設であ

ります｡ この施設は入所者に影響を及ばさな

いことを考慮して非公募で指定管理をお願い

をいたしました｡

なお､ 平成18年６月議会定例会では､ 公募

に対応すべく､ 指定管理者条例の一部改正を

行い､ 指定管理者の募集等と候補者選定委員

会の設置､ 並びに教育委員会所管の公の施設

への適用の項目を追加いたしております｡

なお､ 公募において必要な項目を今後とも

精査をしながら条例や規則の改正を行ってい

くことといたしますので､ よろしくお願いを

いたします｡

なお､ 指定管理者の選定委員会の設置につ

いてでございますが､ これについて委員数を

定める必要がございます｡ これらにつきまし

ては､ 要綱等にその旨を明記したいと思いま

すので､ よろしくお願いをいたしたいと思い

ます｡ 私からの説明は以上であります｡

��������	
 岡野福祉課長

[福祉課長 (岡野 昇君) 登壇]

������� �	
 私の方からは条

例第108号及び条例第113号につきまして､ お

答えさせていただきます｡

条例第108号 中能登町高齢者グループホー

ム条例につきましては､ 中能登町高齢者グルー

プホームの設置に関して定めたものでありま

して､ 現在､ このグループホームは指定管理

者に管理､ 運営を委託しているところでござ

います｡

議員からご指摘がありました､ 条文の内容

につきましては､ 精査し､ 条例及び規則の３

月改正に向けて作業を進めております｡

また､ 条例第113号 中能登町高齢者等支

援施設条例につきましては､ デイサービスセ

ンター ｢いこい｣､ 在宅複合施設 ｢ほのぼの｣､

そしてデイサービスセンター ｢ひまわり｣ の

施設に関して定めたものでありますが､ こち

らも内容を精査し､ 条例及び規則の改正に向

けて作業を進めているところでございますの

で､ ご理解の程よろしくお願いします｡

��������	
 小林保健環境課長

[保健環境課長 (小林玉樹君) 登壇]

�����������	
 私の方から
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は､ 告示第29号について､ ご説明申し上げま

す｡ この平成17年告示第29号は､ 中能登町老

人入浴の日実施要綱でありますけれども､ 現

在､ 先ほど議員がおっしゃいましたように､

民間の公衆浴場というのは全て廃業されてお

ります｡ そうしたことからも､ この告示につ

きましては､ 本日12月18日付けで廃止に関す

る要綱を告示いたしております｡ 以上でござ

います｡

��������	
 武田純一君

��������	
 私の申し上げました

ことについては､ 担当課長の方からの答弁で

了解したんですけれども､ ただ指定管理者制

度､ これに関しましては先ほど､ 作間議員､

後ほど､ 宮下議員からも質問がされる予定に

なっております｡ それで今､ 総務課長のおっ

しゃった指定管理者制度の手続きに関する条

例､ これが課長の言うとおりそのままでいい

のでしょうか｡ 私は前の時も申し上げており

ます｡ 私は少なくても４箇所以上の地方自治

体の条例を参考にして申し上げているはずで

す｡ どうかもう一度､ インターネットを検索

されれば､ 他の市町村の管理者制度の手続き

に関する条例､ これが出てまいります｡ もう

一度､ 精査をされることをお願いをいたしま

す｡

次に､ 税等の滞納対策についてお尋ねをい

たします｡ 憲法第30条 納税の義務 ｢国民は

法律の定めるところにより納税の義務を負う｣

と制定されております｡ また､ 憲法25条 生

存権､ 国の社会的使命 ｢全ての国民は健康で

文化的な最低限度の生活を営む権利を有する｣

と定められております｡ 国の義務である生存

権は､ 生活保護等で援護がされております｡

当町における､ 国民の義務である納税の実

態はいかがであるのでしょうか｡ 新聞報道に

よれば､ 税の滞納が顕在化し､ ｢納税の不公

平感が広まった｡｣ ｢納税者の不公平感が高ま

り､ 応益負担の原則が崩れる｣ 等から､ ｢き

ちんとしたルールと理念を示すことが､ 基本

である｡｣ と報じられております｡ まさに､

そのとおりであると思います｡ 当町では､ い

かがでしょうか｡

平成18年度決算書によれば､ 一般会計と特

別会計の収入未済額２億4,167万円でごさい

ます｡ また､ 企業会計である水道の未収金は

2,577万円でございます｡ トータルいたしま

すと２億6,774万円であります｡

次に､ 未済額の率の高い会計は､ 国民健康

保険16.7%､ 9,839万8,000円､ 次に固定資産税

11.4%､ １億89万8,000円でなかろうかと思い

ます｡ そこで､ ３年以上の滞納額と件数をお

答え願いたいと思います｡ お答えになる方ゆっ

くりと､ メモしますのでゆっくりとお願いを

したいと思います｡ 町民税､ 個人・法人､ 固

定資産税､ 軽自動車税､ 介護保険､ 国民健康

保険､ 下水道料､ 上水道料､ 参考までに保育

料と学校給食についても､ お答えを願いたい

と思います｡

では､ 徴収率を高めるのにどうすればいい

のでしょうか｡ 国保では､ ３年以上の滞納額

が6,508万8,000円､ これは収入未済額の69.7%

になります｡ 現在の条例では､ 滞納者に国保

短期被保険者証が交付される旨､ 定められて

おります｡ 現在の発行は25件だそうです｡ そ

うして国保の年額の２分の１に相当する滞納

者には､ 資格証明書の交付と定められており

ますが､ 現在その適用はないとのことであり

ます｡ これでは不公平感が損なわれないでしょ

うか｡ ご所見を賜りたいと思います｡

また､ 新聞報道によれば､ 先般､ 加賀市で

は著しく誠実性を欠くものを行政サービスの

制限措置､ 富山県立山町では本年３月､ 条例

を交付しております｡ 更に､ 滞納者の氏名を

掲示板､ 広報誌等による公表の条例も小田原

市が最初ですが､ 島田市､ 福岡県松岡町に続

き､ 隣の福井県美浜町でも本年３月に条例化

されております｡ 単独の自治体では､ 困難な

財産の差し押さえ等の法的手段を広域連合で

立ち上げ､ 成果をあげている自治体もありま
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す｡ また､ 副町長をトップとして全課長が一

丸となり､ 滞納に取り組んでいる自治体もあ

ります｡ 他山の石の活用をお願いしたいと思

います｡ 私は､ いたずらに､ 病気・事故等に

よるやむを得ない方々に対しては､ 血の通っ

た行政をお願いするものであります｡ お答え

をお願いいたします｡

��������	
 杉本町長

�������	
 武田議員の質問にお

答えをいたします｡ 滞納の現状及び徴収率を

高めることにつきましては､ 担当課長より答

弁をさせますので､ 私の方からは他山の石の

活用について､ お答えをいたします｡

議員ご指摘のように､ 他の自治体でも滞納

整理のためにいろいろな方法を取り入れてお

ります｡

当町では､ 今年より県職員の徴収支援制度

を活用し､ 県職員と一緒に滞納者宅へ徴収に

出向いたり､ また､ 貯金調査などを行い､ 徴

収率のアップに努めているところであります｡

負担の公平性を損ねることのないよう､ 関係

部局が連携をとりながら鋭意努力をしてまい

りたいと思っております｡ よろしくお願いい

たします｡

��������	
 永源税務課長

[税務課長 (永源勝君) 登壇]

�������� �	
 お答えいたしま

す｡ ３年以上の滞納額と滞納者数であります

が､ 個人住民税では1,502万1,219円で94人､

法人町民税で258万1,980円､ 19人､ 固定資産

税で8,459万5,975円､ 198人､ 軽自動車税で

140万7,000円で89人､ 国民健康保険税で6,508万

8,639円､ 120人であります｡

次に､ 徴収率を高めるために､ 税務課職員

一同､ 日々努力をしております｡ 今年の決算

審査特別委員会の時にもご報告いたしました

が､ 18年中の一般税の滞納分の収入額は2,196万

1,000円余りとなり､ 前年の約２倍を集めま

した｡ また､ 今年の11月末現在で町民税の滞

納分徴収率は17.01%で､ 昨年の9.61％からみ

ると倍ほど集めております｡ 昨年は10件､ 今

年に入り､ すでに18件の差し押さえを行って

おります｡ 差し押さえにつきましては､ 従来

のような不動産だけではなく､ 出資金や預金

の差し押さえも行っております｡ そのような

対応の結果､ 徴収率の向上にもつながってい

るのではないかと思っております｡

また､ 国保では滞納者には保険証の有効期

限の短い保険証の発行も行い､ 機会あるごと

に納税を促しております｡ 町には資格証明書

交付要綱も定められていますが､ 現在その適

用がありません｡ しかし､ 次の保険証の更新

時には数名の方につきましては､ その様なこ

とも考えていかねばならないと考えておりま

すので､ よろしくお願いをいたします｡

��������	
 松栄上下水道課長

[上下水道課長 (松栄哲夫君) 登壇]

������������	
 水道料､ 下

水道料の滞納でありますが､ ３年以上にわたっ

て滞納している滞納額と人数を報告いたしま

す｡

まず､ 水道の方ですが1,199万779円､ 76人

であります｡ それから下水道料金ですが134

万379円､ 14人であります｡ 今､ 税務課長が

言いましたように上下水道課の職員も一丸と

なって徴収に努力いたしているところであり

ます｡ 税務課とも連携をとりながら､ 料金の

収納に努めていきたいと思っておりますので､

よろしくお願いをいたします｡

��������	
 岡野福祉課長

������� !	
 私の方からは､

介護保険料と保育料について､ お答えいたし

ます｡

まず､ 介護保険料につきましては､ 納め方

としまして､ 年金から天引きされる特別徴収

と､ 町からの納付書に基づいて納める普通徴

収の２種類がありまして､ 滞納は普通徴収の

み発生します｡

平成18年度における現年度分の滞納金額は

225万8,390円､ 滞納件数としましては111人
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となっております｡ これは､ 滞納者が介護サー

ビスを利用しようとするときは､ 介護保険料

の未納分を納めてから申請されるよう指導し

ております｡

なお､ 介護保険料を滞納され２年以上経過

した場合に､ その未納期間に応じまして､ 介

護サービスを利用されたとき､ 通常１割の自

己負担が３割に引き上げられます｡

次に､ 保育料の滞納につきましてですが､

平成18年度以前に発生した滞納額は266万520

円でございます｡ 件数は15人となっておりま

す｡ 以上でございます｡

��������	
 後藤教育文化課長

[教育文化課長 (後藤和雄君) 登壇]

�����������	
 学校給食費

の３年以上の滞納分でございますが､ 80万

2,482円､ 16件でございます｡ 未納金の収納

につきましては､ 受益と負担の公平の観点か

ら､ 今後も鋭意努力したいと考えております｡

よろしくお願いいたします｡

��������	
 武田純一君

���������	
 今､ 担当課長の方か

ら報告をいただきました｡ その中で差し押さ

え件数､ これも今までより多くなって収納率

も上がっていると聞いてホッとしてるんです

けども､ 先ほど､ 町長の答弁の中にありまし

た他山の石の活用のことですけども､ 小田原

市､ それから島田市だとかに行っております

公表制度ですね｡ これは､ 実際には今までやっ

たことがないそうです｡ これを条例化するこ

とによって､ 滞納者が少なくなったというふ

うに言われております｡ 是非､ それも頭の片

隅に置かれまして､ 今後の徴収率アップに努

めていただきたいと思います｡

それから､ 国民健康保険の方ですけども､

国民健康保険の年額の２分の１以上の方に関

しましては､ 資格証明書､ これは､ 100%個

人負担になりますね｡ これも来年の３月です

か､ その時点で､ 次の改正のところに悪質と

思われる､ 余りにも納税に対する意識の薄い

方２､ ３名に関しまして､ これを適用すると

いうようなことを言われましたが､ 是非､ 私

の感触ではこの２､ ３名じゃなしに､ もう少

しおいでるんじゃなかろうかなと､ そういう

方に限って回りの方々に ｢お前ちゃ､ まとも

に払とるのか｣ という人がいるのも現実です｡

これは担当の方ばかりではなしに､ ここにお

いでる傍聴者も含めまして､ それを聞いてい

らっしゃると思います｡ 是非､ そのようなこ

とのないように､ 今後､ 更に取り組んでいた

だきたいと思います｡

最後ですけれども､ 私は､ ９月議会におい

て､ 能越自動車道に石動山の名を付ければと

いうようなことを申し上げまして､ この能越

自動車道の石動山に関しては､ 富山県は全く

これは付けても利益にならないといえばうそ

になりますけれども､ 特に､ 氷見の方に関し

ては､ 利益になるのですけれども､ 富山県全

体としては石動山の名を付けることによって

の利益はあまりないと｡ 一番利益のあるのは､

それから全国に名前を発信できるのは､ 中能

登町でございます｡ この機会を逃したら､ そ

れで公に発信する石動山の名前は､ もうチャ

ンスがございません｡

９月の時には､ 町長は本当に前向きの答弁

をされたんですけども､ 私もその後､ 瓦代議

士の方､ それから､ 中能登町の方の石動山を

護る会､ 商工会､ 観光協会の方も働きかけて

おります｡ 年明け早々に､ 民間の方ですね｡

富山県の方に赴きまして､ お願いをしようと

いう機運が盛り上がっているところでござい

ます｡ 町長が何回かお会いした時にも､ その

感触というんですか､ 働きかけられたことを

報告していただいとるんですけども､ もう一

度､ 町長の今までの感触､ それから今後の方

針をお聞かせ願いたいと思います｡

��������	
 杉本町長

��������	
 ９月議会におきまし

て､ 武田議員より能越自動車道の仮称であり

ますけれども､ 灘浦インターチェンジに石動
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山の名称が付けられないかという質問があり

ましたが､ その後､ 氷見市の ｢灘浦石動山を

護る会｣ の丸山信孝氏とも連絡をとり､ 現段

階での灘浦地区の考え及び活動状況等の話を

伺ったところ､ ｢能越自動車道が整備される

に伴い､ 歴史のある石動山をインターチェン

ジ及び休憩施設の名称に取り上げていただく

よう中能登町､ 七尾市､ 灘浦地区と一緒になっ

て要望を行えばどうか｣ との返答をいただき

ました｡

また､ 能越自動車道建設促進協議会を初め

北陸国道協議会などの国への提言活動を通じ

まして､ 国土交通省及び北陸整備局に要望し

ておりますし､ また､ 主要地方道氷見田鶴浜

線建設促進期成同盟会の会合などの機会をと

らえて､ 氷見市の副市長あるいは議会議長､

議員にも要望をいたしております｡

また､ 先般､ 全国道路整備促進協議会とい

う会がありまして､ これは全部の道路網を整

備しておるところでございます｡ 国交省の有

料道路課長､ また､ いろんな国交省の方とも

ちょうど一緒になる機会がありまして､ その

話もさせていただいたところでございます｡

現在､ 七尾市役所に能越自動車道建設推進

課がありますので､ インターチェンジに石動

山の名称を付けられないかと協議をいたしま

した｡ まだ灘浦インターチェンジは仮称なの

で､ 変更は可能であるとのことでありました｡

また､ 七尾市と氷見市の県境に､ 休憩施設が

できる予定なので､ そこに石動山の名称がつ

けられることになれば､ 石動山の案内看板が

設置でき､ 休憩施設を利用される方々にも､

ＰＲできるのではないかという意見もいただ

きました｡

更に今後､ 能越自動車道建設促進協議会の

会議等で､ いろんな会を通じながら石動山の

名称について､ 提案を行っていきたいと思っ

ておりますし､ また､ 促進協議会といたしま

しても提案を行うというようなことをいただ

いております｡

今後の活動方針といたしましては､ 七尾市

能越道建設推進課と協議をしながら､ 氷見市､

灘浦地区など関係する諸団体と連携を密にし

ながら､ 一生懸命頑張ってまいりたいと思っ

ております｡ 以上です｡

��������	
 武田純一君

��������	
 担当課長にお尋ねを

いたします｡ 私は先ほど､ ｢石動山を護る会｣

それから中能登町の観光協会､ それから商工

会､ 民間を含めた活動の輪､ これを広げてい

けばどうかと､ そのためには､ 来年の年明け

早々にもと申し上げましたのですが､ そうい

う計画がありましたら答弁願います｡

��������	
 坂井商工観光課長

[商工観光課長 (坂井信男君) 登壇]

������������	
 武田議員の

質問にお答えをさせていただきます｡ 関係す

る諸団体等が､ 協議しながら進めていけばど

うかということでございますので､ 七尾市に

ある能越道の建設推進課と､ どういった基準

で要望を行っていけばいいかということもご

相談しながら､ 今後進めていきたいと思いま

す｡ よろしくお願いいたします｡

��������	
 武田純一君

��������	
 くどいようですが､

石動山の名前を付けるのに関しましては､ 時

間的な制約がございます｡ 残された時間､ こ

れを有効に使って是非とも石動山の名を｡ 先

ほど町長がおっしゃった話､ 大泊の方のパー

キングだと思います｡ そちらの方でもよろし

いですし､ それから灘浦の方でもどちらの方

でもいいんですけれども､ その名前を付けて

全国に石動山の名を広めるよう､ 更に強力な

活動をお願いをいたしまして､ 私の質問を終

わります｡ 有難うございました｡

��������	
 ここで休憩をいたし

ます｡ 再開は２時45分からといたします｡

午後２時35分 休憩

午後２時45分 再開
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��������	
 再開いたします｡

７番 甲部昭夫君

[７番 (甲部昭夫君) 登壇]

�������	
 私は､ 前回に続きま

して､ 鹿西中学校の問題についてお聞きをし

たいと思います｡ 昨年の９月の議会において

も同じような質問をいたしましたけれども､

その辺をもう一度､ 確認したいと思います｡

今議会の最終日に中能登町中学校の建設候

補地が提示されるということを町長が発表し

ておりました｡ そこまでいった経緯について

簡単に説明を願いたいと思います｡

��������	
 杉本町長

��������	
 中学校の候補地につ

きましては､ 今の議会の最終日に､ 町の案と

して何箇所か､ 議員の皆さん方も入れて考え

ていただきたいということで､ 決めてという

ことではございません｡ 候補地を執行部とし

て４箇所あります｡ その中でこの４箇所含め

て町民の皆さん､ また､ いろんな方々のどこ

がいいか決めるための提案をさせていただき

たいということであります｡ 何回も言います

けれども､ 候補地を最終日に示すものではご

ざいません｡

��������	
 甲部昭夫君

�������	
 実は､ 私もそのよう

な理解で､ 話をしていたのですけれども､ ちょっ

と､ 言い方が悪かったかなと思います｡ いず

れにしても､ 町長の方からそういう４箇所の

候補地を提案されるというような話だったも

のですから､ ここまで話が出てきたというこ

とになると､ 今まである旧鹿西､ 鳥屋､ 鹿島

中学が３つあるわけですけれども､ この活用

については､ どのように考えておいでるか､

その辺が聞きたかったわけなんで､ その辺を

答弁していただきたいと思います｡

��������	
 杉本町長

��������	
 中能登町の統合中学

校に関する質問のうち､ ３つの中学校の活用

についての質問であります｡ 統合による中学

校の跡地の利用をどうするかということであ

ろうと思います｡ 非常に重要な問題でござい

ますので､ 今後は､ 慎重な審議が必要である

と考えております｡ 公共施設の統廃合や耐震

化の問題と合わせて､ 議会の皆様や地域の皆

様､ また各種団体､ 施設利用者の代表の皆様

方とご相談をしながら､ 協議を進めていかな

ければならないと考えております｡

��������	
 甲部昭夫君､ 甲部議

員､ 質問は的確にお願いいたします｡

�������	
 はい｡ このような問

題は､ なかなか地域的な問題があり､ 難しい

と思いますが､ やはり､ 町民の方は､ 現在あ

る中学をどうするんだというような話をしば

しば聞きますので､ 非常に関心があるんだな

ということを痛感いたします｡ 今後は町の方

針として､ 一日も早くこのことも検討下さる

ようお願いを申し上げて､ この質問は終わり

たいと思います｡

それでは続きまして､ ケーブルテレビの事

業についてお聞きいたします｡ 先ほど､ 作間

議員も質問をいたしましたので､ 重複する部

分がありましたら､ その部分はよく考えてい

ただいて､ 私の言うことを理解していただけ

れば結構だなとそういうふうに思います｡

町では､ 昨年度において､ 光ケーブルを活

用しての有線放送等､ 各世帯に対し ｢音声告

知端末｣ が設置されております｡ この ｢音声

告知端末｣ は､ 今まで町からお知らせなどの

放送をしてまいりました､ 防災無線機に代用

して活用されることはもちろん､ 皆さんもご

承知のとおり町内に張り巡らされた光ケーブ

ル網を利用して､ 町内の電話無料サービスが

できるようになり､ 近所の方からは便利になっ

ているという声もあり､ 大変喜んでおります｡

この電話無料サービスが開始されました４月

当初からは､ 通話での響きが悪く､ 音切れや

雑音といった障害が多く､ 非常に評判も悪かっ

たのですが､ 最近では､ そうしたことも少な

くなったと聞いております｡
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ところが､ 先日､ 能登部上区地内の寄合い

があり､ その席で無料電話が話題となりまし

て､ 最近でもまだ雑音がひどく､ 電話が聞き

とれないといったような状況だと何人かの方々

から苦情を聞きました｡ 特に､ 能登部上の若

草地区で集中しているような感じを受けまし

たが､ このような地域的に集中したトラブル

がまだあるようですが､ その辺を町長は対策

としてどういうふうに考えておいでるか､ お

聞きしたいと思います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 今ほどの質問であり

ますけれども､ ご指摘の点につきましては､

指示をいたしているところでありますけれど

も､ 詳細につきましては､ 企画課長から説明

をさせますので､ よろしくお願いいたします｡

��������	
 大村企画課長

����������	
 甲部議員のご質

問にお答えをさせていただきます｡ 雑音の苦

情対策ということでのご質問でございます｡

｢音声告知端末｣ の域内電話無料サービスに

よる､ 雑音などの不都合についてであります

が､ 今までに不都合解消に向けたプログラム

の修正を行ってまいりました｡ これまでに､

エコーや響きがあるといったハウリング現象､

音切れ現象などが生じ､ 大変皆さんにご迷惑

をおかけいたしましたが､ 11月８日に放送セ

ンターから各世帯の音声告知端末に修正を行

いまして､ 現在､ 障害改善対策は､ ほぼ解消

されたものと思っております｡

町民からの苦情は､ 導入当初､ 各庁舎や放

送センターに数多くありましたが､ 現在は､

ほとんどない状況であります｡

甲部議員がご指摘されました特定した区域

での障害は､ 現在のところ特にございません

が､ 11月８日の修正時に音声告知端末の電源

が入っていなかった世帯などは､ その修正が

できていない可能性がありますので､ 今後は

そうした世帯を調査しまして修正を行うなど､

設置された全世帯が快適に使用できるように

していきたいというふうに考えております｡

また､ ＮＴＴ電話機につながっている世帯

では､ ＮＴＴ回線や自宅の電話自体の問題で

トラブルが発生する場合も多々ありますので､

町では､ そうした障害が発生したと連絡を受

けた時には､ 個々に原因を調査しながら､ 早

急に適正な措置をとっていきたいというふう

に考えておりますので､ ご理解のほどお願い

いたします｡

��������	
 甲部昭夫君､ 甲部議

員､ 質問についてこの件全部質問して下さい｡

��������	
 ただいま､ 議長の方

から全部質問してくれということでありまし

たので､ この関連は一括して質問します｡ こ

の電話無料サービスにつきましては､ ケーブ

ルテレビの事業の地域説明会の席上で､ 音声

告知端末にＮＴＴ回線を直接つなぐことによ

り､ 自宅の電話機１台で､ ＮＴＴ通話と町内

無線通話が可能になるが､ 複雑な電話機の場

合は障害が起きる可能性もあり､ つなげない

場合もあると町からの説明がありました｡ こ

の無料電話サービスを実現するためには､ 個

人の電話機に直接つなぐことを町として当初

の目的としていたと思いますが､ 現実には､

複雑な電話機能のお宅では､ 接続が難しいと

いう事情で､ 直接つながっていない方々もい

まして､ 当初の目的とは違うのではないか､

電話の子機などは使用できなく､ 生活にとっ

ても不便であると苦情を聞いております｡ 町

としても､ せっかくこの電話無料サービスを

開始したわけでありますから､ 当初の目的で

ある１台での電話対応が実現できるよう､ い

ろいろな改良や工夫による改善を図っていた

だき､ もっと個々の生活に応じた利便性の高

いサービスに努力していただきたいと思いま

す｡

続いて､ 質問に入っていきます｡

さて､ ケーブルテレビに加入されました方々

は､ 画面もきれいになり､ いろいろな番組も

見られると楽しみにしております｡ 私も９月
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にテレビの接続工事をしていただき､ 初めて

ケーブルテレビを見て喜んでいるところでご

ざいます｡ 町の報告では､ 加入された方々の

半数以上はライトプランということで､ アン

テナで受信して見ていた時に比べ､ ケーブル

テレビは５つのチャンネルが増え､ 特に５チャ

ンネルの ｢なかのとチャンネル｣ が一番楽し

みな番組であります｡ テレビ映りも鮮明で

｢なかのとチャンネル｣ ではイベントや敬老

会､ 獅子舞､ スポレク大会､ 今は中学の文化

祭などいろんな番組が放送され､ 楽しんでは

おりますが､ 同じ録画放送が繰り返し､ 繰り

返し長時間にわたり放送されているため､

｢飽きた､ 早く違う内容を｣ といった加入者

の声をよく聞きます｡ 実際､ 私も見ていてそ

う思います｡ ドキュメントのような行事の録

画放送ばかりでなく､ もっと町内のいろんな

行事や出来事の取材を多く取り入れ､ 朝から

夕方まで決まった時間にお知らせ番組などを

放送するなど､ 番組編成の方法や放送の内容､

番組のメニューなどの充実を図っていただき

たいと思っております｡ これも町長にお聞き

したいと思いますので､ 続けて質問をします｡

先の報告では､ ケーブルテレビの加入率は

11月末現在で34.4%であり､ そのうち宅内工

事を終えてケーブルテレビを見ておられる世

帯が28.6%で1,650件であること等の話があり

ました｡ 当初､ ケーブルテレビ事業運営での

採算ベースは､ 加入率が50～60%必要である

との町からの説明であったと思いますが､ 現

時点での加入率は､ 事業運営に対する町の一

般会計からの繰入金､ すなわち税金の持ち出

しは必然であります｡ 少しでも繰入金が減る､

また､ 無いような独自で運営ができる採算ベー

スまでの目標加入率に近づけるような加入促

進の努力が必要であろうかと思います｡ その

目標達成のためには､ 前回行われました加入

促進策であります加入金免除措置の期間を更

に延長し､ 加入率の向上を目指すべきでない

かと思いますが､ いかがお考えでしょうか｡

一応このケーブルテレビに関しては､ この

項目はこれで終わりたいんですが､ 今お話し

ました加入率の促進に関してと､ 先ほどの番

組編成のものに関しての答弁をあわせてお願

いいたします｡

��������	
 杉本町長

�������	
 ９月まで実施をした

加入促進期間の延長､ あるいはまた､ 新たな

加入促進策はあるのかという質問であったか

と思います｡ 加入率を上げるためには､ 加入

促進期間の延長も考えられますけれども､ 先

に加入された方々や財政的・計画的な事業運

用面も考慮をしながら､ 今後､ 議会の皆さん

とも相談をして､ 促進策の検討を行いたいと

思いますので､ よろしくお願いをいたします｡

また､ 詳細につきましては企画課長の方か

ら答弁をさせますので､ よろしくお願いいた

します｡

��������	
 大村企画課長

����������	
 甲部議員のご質

問にお答えをさせていただきます｡

まず､ 音声告知端末につなげない無料サー

ビス電話機能の改善措置は､ というご質問で

ありますけれども､ 音声告知端末による域内

電話無料サービスは､ 通常の通話機能を想定

した電話機に対応するものでありまして､ Ｉ

ＳＤＮのような２回線機能やホームテレホン､

ドアホンなど特殊機能を備えた電話機では､

不都合が生じる可能性が高く､ 対応しきれな

いことが実証試験で判明しております｡

このため､ 音声告知端末の電話機への接続

におきまして､ 各世帯の電話機能を調査し､

それぞれの世帯にあった対応を行い､ 特殊機

能を備えた電話機を持つ世帯では､ 別の電話

機を無料電話として使用していただいており

ます｡

このことにつきましては､ 音声告知端末の

取り付け前の説明会で､ 町から説明させてい

ただいております｡

甲部議員のご指摘では､ そうした世帯の利
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便性を図るうえからも､ システムを改良して

つなげることができないのかということであ

りますが､ 町といたしましてもつなげるよう

努力をしてきたつもりであります｡

しかし､ 残念ながら機器の不具合の発生率

が高くなりますので､ つなげていないのが現

状でありますので､ ご理解のほどお願いいた

します｡

次のテレビ番組編成についてでありますが､

これにつきましては､ 先の作間議員のご質問

にもお答えをさせていただきましたが､ 現在､

放送センターは４人の職員で運営しており､

開局以来､ 機器の保守業務や新規の引き込み

工事､ 加入手続きやテレビの接続工事の対応

に追われ､ 本来の業務であります ｢自主放送

番組の制作｣ につきましては､ 十分できなかっ

たのが現状であります｡

しかし､ ご加入いただきました皆様のため

にも ｢なかのとチャンネル｣ の充実を図るこ

とが大変重要であり､ 番組制作におきまして

は ｢地域密着の番組づくり｡｣ ｢地域のニーズ

を小まめに取材し､ すぐに放送する｡｣ ｢地域

の多くの方々に出ていただく｡｣ などに心が

け､ 地域ならではのアイディアを入れながら､

親しみの持てる番組づくりに努力していきた

いと思っております｡ そのためには､ 番組ス

タッフの増員や資質の向上､ 育成が必要と考

えているところでございます｡

また､ 町民の皆さんからも ｢なかのとチャ

ンネル｣ の番組に対しまして､ いろいろなア

イディアを募集したり､ 情報を提供していた

だき､ 地域に密着した ｢なかのとチャンネル｣

としていきたいと考えておりますので､ また

ご理解とご協力をお願いしたいと思います｡

第３点目のケーブルテレビの再申し込みで

ありますけれども､ これにつきましても先ほ

ど､ 作間議員への答弁でお答えをさせていた

だきましたけれども､ 中能登町のケーブルテ

レビでは､ 町が事業主体となって､ 整備を行

いまして､ 町が独自で運営をいたしておりま

す｡

加入者の皆さんからいただいております番

組利用料は､ ｢中能登町ケーブルテレビ事業

特別会計｣ の収入となり､ 番組制作費や設備

の維持管理費に使われております｡

加入率が上がれば､ 利用料収入も増え､ 運

営費用にも充当できますので､ 一般会計から

の繰入金も少なくなることにつながります｡

ご指摘のあった加入促進策は､ 年度当初に

規則で期間を定め､ 加入金３万1,500円の全

額免除措置を行ったものでありまして､ 現在､

1,651件の方々がケーブルテレビへの接続工

事を完了されております｡ 事業の採算ベース

を考えますと､ 加入率の向上が必要であると

いうふうに思っております｡

そのためには､ 町長からも答弁がありまし

たとおり､ 議会の皆様と協議をし､ 加入促進

策の検討を行いたいと考えておりますので､

ご理解の程よろしくお願いをいたします｡

��������	
 甲部昭夫君

�������	
 ケーブルテレビの質

問はこれで終わりたいと思います｡

最後に､ 新たな質問をしたいと思います｡

本年３月発生しました能登半島地震は､ 全く

恐ろしい自然の脅威を感じた大変な地震でご

さいました｡ 私たちには､ 忘れることはでき

ません｡ その日以来､ 国の方も県の方も町の

方も､ そして個人的にも耐震という言葉をい

つも聞かされており､ 建物から人の命を守る

ということがよく叫ばれております｡

そこで､ 現在､ ｢中能登町耐震改修促進計

画策定検討委員会｣ というのが設置されてお

るわけですけれども､ その第１回の委員会が

19年７月10日､ 第２回が19年11月９日の２回

にわたって開催されておりますが､ 町民の多

くは中身についてはよく分からないのではな

いかと思いますが､ この検討委員会の趣旨､

内容について中能登町の住宅耐震の度合いは

どのようになっているのか､ この点について

現状の説明をお願いしたいと思います｡
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��������	
 杉本町長

�������	
 甲部議員の中能登町

の住宅耐震工事はどのようになっているかと

いう質問であります｡ 現在､ 一般住宅におけ

る耐震対策として､ 町独自の助成制度等は制

定はしておりませんが､ 県が耐震診断の助成

制度 ｢石川県住宅・建築物耐震化促進事業｣

を設けており､ 耐震診断に要する費用の２分

の１､ 限度額といたしまして４万6,000円助

成をしております｡

また､ 住宅建築物の耐震化については､ 今

年度 ｢中能登町耐震改修促進計画｣ の策定を

行っており､ 建築構造の専門家をはじめ各界

の有識者７名からなる ｢中能登町耐震改修促

進計画策定検討委員会｣ を設置し､ これまで

２回の検討委員会を開催して､ 耐震化の現状

整理や耐震化促進のための施策について検討

を進めてまいりました｡

この中では､ 一般住宅については､ 耐震化

率が町全体で約41%であり､ 今後､ 国の基本

方針や石川県耐震改修促進計画で定める耐震

化率90％に､ より近づける具体的事業制度の

検討を行っております｡

先の能登半島地震以後､ 住宅耐震化に対す

る関心が高まっているものの､ 県内他の市町

での現状を見てみましても､ 費用負担や知識・

情報不足などの要因により､ 耐震改修へ踏み

切れない状況が見受けられることから､ 平成

20年度に町単独事業として耐震診断モデル事

業を創設をして､ 町民の皆さんに住宅耐震化

に関する正しい知識の普及・啓発に取り組み､

その知識や重要性が深く認識され､ 浸透して

いく中で､ 耐震改修に対する助成制度につい

て検討していきたいと考えております｡ よろ

しくお願いします｡

��������	
 甲部昭夫君

��������	
 それでは､ 中能登町

の耐震検討委員会で､ 診断を求めた希望者は

何人ぐらいあったのか､ それだけお聞きして

この質問を終わりたいと思いますが､ いかが

なものでしょうか｡

��������	
 澤土木建設課長

[土木建設課長 (澤 賢造君) 登壇]

��������� ��	
 現在のとこ

ろはそういうことは１件もございませんけれ

ども､ これから来年度に､ 普及・啓蒙したい

ということで計画をしておりますので､ よろ

しくお願いいたします｡

��������	
 甲部昭夫君

��������	
 それでは､ 私の質問

をこれで終わらせていただきます｡

��������	
 次に､ ９番 古玉栄

治君

[９番 (古玉栄治君) 登壇]

����� �!	
 それでは､ 私は今回､

平成20年度予算について質問いたします｡

私は､ ９月議会で平成20年度予算について

質問しました｡ そのときの答弁では､ 11月の

末でないと数字が出せないとのことでしたの

で､ 今回質問いたします｡

今､ 中能登町は､ 能登では一番活気がある

町ということで､ マスコミ､ あるいは一般企

業､ 一般の皆さんには､ 非常に評判が良い町

です｡ 福祉が充実している町､ 住みやすい町､

人口の減少が能登地区では一番少ない町とい

うことで､ 今後も若い人を中心に､ 中能登町

に定住人口の拡大へ努力していかなければな

らない中に､ 11月20日､ 地方自治法施行60周

年記念式典で中能登町が堅実な行財政運営に

努めながら､ ケーブルテレビなどの整備によ

る情報化の推進をとおして､ 住み良い町づく

りの取り組みを評価され､ 総務大臣表彰を受

け大変素晴らしいことだと思います｡

またその翌日､ 21日の新聞に規制財源比率

19市町中19番､ 実質公債費比率､ 同じく19番

と非常に良いのですが､ 自主財源比率23.0%､

上から３番目です｡ 経常収支比率92.8%､ 15

番目ですが､ 90%を超えると総務省に説明を

求められるとなっております｡ このような中

で､ 平成20年度の予算額はどのくらいを予想
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しているのでしょうか｡ 財政調整基金の繰入

はどのくらいを予定しているのか､ また､ 地

方交付税はどのくらいが予想できるのでしょ

うか｡ お答え願います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 古玉議員の質問にお

答えをいたします｡ 平成20年度予算額はどの

くらいを予定しているのかという質問ですが､

平成20年度予算につきましては､ 11月１日に

予算編成方針を定め､ 現在は編成作業中であ

ります｡ 主要事業も審議中で確定しておりま

せんので､ 現段階では､ まだ発表することが

できない段階です｡ もう少し､ 時間的な余裕

をいただきたいと思います｡

また､ 財政調整基金の繰入の件ですが､ 基

金の繰入は一般財源が不足する場合に基金繰

入して予算額を調整しておりますが､ 現在の

ところ予算額も固まっていない段階でありま

すので､ 金額については明示できませんが､

基金の取り崩しを極力抑制し､ 健全財政を維

持していかなければならないと思っておりま

す｡

また､ 地方交付税につきましても､ 総務省

が８月に公表いたしました､ 平成20年度地方

財政収支の仮試算によれば､ 地方自治体に配

分される地方交付税総額は､ 4.2%減少する見

込みであります｡

年明けには､ 地方財政計画における地方交

付税総額が公表されますので､ ある程度分か

るかと思います｡ 以上でございます｡

��������	
 古玉栄治君

��������	
 今ほど､ 町長の方か

ら公表できないということなんですけれど､

９月議会では､ 確か､ 総務課長の方から11月

末いけばできるというような答弁だったかな

と思います｡ 続きまして､ 地方交付税のある

いは財政調整繰入金､ これの17年度､ 18年度､

19年度の金額を教えていただけないでしょう

か｡ それと財政調整基金の平成19年度末残高

お願いいたします｡

��������	
 苗山参事兼総務課長

�������������	
 今ほど､

古玉議員からのご質問でございますが､ 17年

度末の財政調整基金の残額でございますが､

17年度末で42億3,567万3,000円でございます｡

18年度末の残高が38億4,276万3,000円､ 今年

度末､ 19年度末残高見込みでございますが､

27億1,792万7,000円でございます｡ それと交

付税の額は､ 手元にございませんので､ 少し

時間をいただいてよろしいですか｡ よろしく

お願いをいたします｡

��������	
 古玉栄治君

��������	
 私､ 何を質問したい

かと言いますと､ 地方交付税､ 早くほしいな

と思うのは､ 毎年４％､ 大体削減されるので

はないかなと思います｡

��������	
 苗山参事兼総務課長

�������������	
 交付税の

中でも普通交付税の方の金額を申し上げたい

と思います｡ 17年度は37億7,757万7,000円､

18年度ですが35億490万1,000円､ 今年度です

が37億8,995万9,000円､ そのような交付の状

況になっております｡ 以上です｡

��������	
 古玉栄治君

��������	
 今ほど､ 交付税の説

明がありました｡ 確か､ 19年度が増えた理由

というのは､ 町づくり基金の借入があるから

ということで増えたというふうに認識をして

おります｡ 大体このような中で､ 交付税減っ

ております｡ 財政調整基金も同時に減ってお

ります｡ 今年度が確か､ 14億数千万円ほどに

なると思うんですけどね｡ そうなりますと､

今年度末､ 27億1,900万円ですか､ これが果

たして何年もつのかなということで､ 17年､

18年､ 19年この３年間を参考にして､ 今後５

年間ですか､ どのくらいの基金の繰入が必要

なのか､ あるいは地方交付税､ 今､ ４％と言

われました｡ ５年後には一体どのぐらいにな

るのでしょうか｡ 教えていただけないでしょ

うか｡
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��������	
 苗山参事兼総務課長

������������	
 あくまで

も予測でございます｡ この状況で4.2%ずつ下

がっていくというようなことになりますと､

大変なことになるわけですが､ 10年間は､ 一

応､ 旧３町の合算算定を行っております｡ 一

本算定になりますと､ 19年度の交付税を申し

上げましたが､ 一本算定と今の旧町の算定の

差額が７億8,000万円あるわけです｡ 合併し

たことにより７億8,630万円が余計にきてい

るわけです｡ それが平成27年､ 10年後になり

ますと一本算定になるというようなことで､

５年間でずっと下がっていってしまうもので

すから､ 財政的にはどうなるかということに

なりますと､ ５年後ぐらいは､ まだ財政調整

基金はあるかと思いますが､ 10年後は厳しい､

余程でない限り､ なかなか厳しい状況に陥る

のではないかなと､ 私はそのように思ってお

ります｡ どれだけ厳しいかと言われますと､

私もはっきりは申しませんけれども､ このよ

うな状況下で下がっていくというようなこと

になりますと､ そういう状況になると､ 私は

そのように思っております｡ 以上です｡

��������	
 古玉栄治君

��������	
 数字がはっきり出て

こないので困っているんですけども､ 一つの

町を維持する､ 中能登町を維持していくため

に､ 大体､ 最低限どのくらいの財政調整基金

が年間必要か､ 予想はできないでしょうか｡

��������	
 苗山参事兼総務課長

������������	
 財政調整

基金のことのご質問でございますけれども､

財源さえあれば､ 全く財政調整基金を取り崩

すことは必要はないわけですけれども､ 今の

状況､ ３割の自主財源比率しかないと､ 30何

%しかないというようなことになればですね､

やはり財政調整基金は取り崩さざるをえない

んですが､ それも今､ 27億ちょっとの財政調

整基金ですから､ その辺毎年､ 今のとおりで

一桁台､ 10億以下であってもですね､ ３年､

４年ぐらいなると大変厳しい状況下にはなる

んじゃないかなとそのように思います｡

��������	
 古玉栄治君

��������	
 今ほど､ 自主財源比

率ですね､ 30%と確か総務課長言われたと思

うんですけども､ うちの町は30%はないので

はないかなと､ 22､ 23%しかない町です｡ 36

%は繰入金を足したものではないかなと思い

ます｡ そういう中で､ やはり､ どうしても財

政調整基金というのは必要なものですよね｡

私､ なぜこれだけこれにこだわるかと言い

ますと､ 先日の教育民生常任委員会､ 12日に

開催されました｡ 委員会で､ 国民健康保険財

政調整基金が今年度でゼロになるということ

でした｡ 今後の計画をということで質問しま

したけれども､ 計画はないと､ ゼロになって

しまったけれども､ さあ､ 来年どうすればい

いかまだ計画が立っていないということで､

無くなってから対応するんじゃなく､ 無くな

る前にどうしていけば一番いいのか｡ 先ほど､

町長､ 20年度はまだ出せないと言うことでし

たが､ その辺から十分考慮していただき､ 今

後､ 中能登町住民の皆さんに十分理解してい

ただきながら､ 計画を立てていただきたい｡

と同時に､ もう一つあるんです｡

実は､ これ今の広報です｡ この中で､ 平成

19年度上半期の財政状況というのが出てるん

ですけれども､ これ見た限りでは非常に難し

いんですね｡ 単純なところ言いますと､ 今の

国民健康保険特別会計､ 基金合計が6,281万

4,086円あるということになっているんです｡

どう説明できるのかなと思いますし､ そうい

うこととか､ 例えば一般会計の基金65億5,000

万円ありますと､ この数字だけ見ると沢山あ

るんだなあと､ 今､ 厳しい厳しいと言いなが

らも65億も一般会計にあるんなら､ ｢なんや

そんな大きな問題ではないんじゃないかな｣

という取り方が実はあったんです｡ ｢そんな

いっぱいあるんなら､ お前何質問するんや｣

と実は言われてきました｡ やはりその辺が説
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明が不十分でないかなと､ せっかく載せるの

であるならば､ どういう状態か町民の皆さん

に理解していただき､ 厳しくなるということ

が理解できるようなお知らせの方がいいと思

うんですけども､ この辺についてはいかがで

しょうか｡

��������	
 苗山参事兼総務課長

������������	
 広報等に

公表するのは10月末現在ということで､ 今､

皆さん方の補正予算も出しているのは12月な

ものですから､ 12月予算で今の国保等々の積

立金は全くゼロになったということで､ その

時点にはあったということなので､ 今､ 12月

にこうして出すと､ 今でもあるんじゃないか

いなと言われるかも分かりませんけれども､

あれは10月末現在の公表をするというような

ことになっておるものですから､ 今､ 出した

ということでご了解をお願いをしたいと思い

ます｡

��������	
 古玉栄治君

��������	
 今ほど､ 例えば国保

のことに､ また､ こだわりますけども､ 数字

でね､ 10月末でこれだけあったと言われます｡

でしたら､ 18年度末5,600万円なんですよ｡

18年度末で5,600万円､ それが19年度で増え

てるということになってるので､ 確か､ 基金

取り崩せば減ると思うんですが､ 当初予算で

は､ 4,000万円うってあったと思うんですけ

ども､ その4,000万円がどうなったのか､ な

ぜ､ 増えたのかということをお答え下さい｡

��������	
 暫時休憩いたします｡

午後３時34分 休憩

午後４時13分 再開

��������	
 再開いたします｡ 古

玉議員の質問の答弁で､ 訂正の申し入れがあ

りますのでこれを許します｡

苗山参事兼総務課長

������������	
 先ほどの

平成19年度の上半期の財政状況の中で､ ４月

１日から10月30日までというふうに申し上げ

ましたけれども､ ９月30日の誤りでございま

したので､ よろしくお願いをいたします｡ ど

うも失礼しました｡

��������	
 小林保健環境課長

[保健環境課長 (小林玉樹君) 登壇]

��������� �!	
 古玉議員の

広報における上半期の財政状況に書かれてお

ります国民健康保険特別会計の基金の現在高､

これが6,281万4,086円であるということで､

その決算書の方の資料とは若干狂いがあるの

ではないかというご指摘だったと思います｡

それで､ ご説明申し上げます｡

18年度末の残高でございますけれども､ そ

れは国民健康保険の財政調整基金､ これにつ

きましては5,621万4,086円､ それから国民健

康保険の高額医療費資金貸付基金､ こちらで

600万円ございます｡ これを合わせますと6,221

万4,086円､ それから､ これに60万円という

のが加わります｡ これは18年度決算で剰余分

がございます｡ それが120万円大体ございま

して､ それの半分の60万円を積み立てたもの

です｡ これを足しますと､ この広報の財政状

況に出ております6,281万4,086円ということ

になっております｡ 一応こういうことでござ

います｡

��������	
 古玉栄治君

��������	
 この今の広報､ 今課

長の説明で十分理解はできるんですけれども､

正直言いましてこの財政状況､ これだけを見

ると非常に理解しにくいと､ 課長も理解しに

くかったように､ 一般町民の皆さんも理解し

にくいのではないかなと､ もう少し､ 誰が見

ても分かるような資料というか､ そういうも

のを出していただけないかなと思います｡

それから､ 町長にお願いがあります｡ とい

うのは､ 先ほど参事兼総務課長､ 基金に関し

て､ もう４､ ５年はもつであろうというよう

な言われ方しました｡ ４､ ５年もつのは分か

りますけれども､ その後どうなるのか､ さあ､
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５年後いったら基金がありません｡ 早い話が

手を挙げますかという話じゃないと思います｡

その辺について､ 今後､ どのようにお考えか

お答えいただけないでしょうか｡

��������	
 杉本町長

�������	
 基金につきましては､

おかげさまでまだ４､ ５年もつということは

事実でございますけれども､ やはり出すもの

を少なくして､ 自主財源をできるだけ多くし

ながら､ 常識でございますけれども､ これか

らいろんな事業､ あるいはまた､ いろんなも

ので節約するところは節約して､ できるだけ

もたせるようにしなければならないと思って

ます｡ 以上です｡

��������	
 古玉栄治君

��������	
 今ほど､ 町長の方か

らの説明で､ これからの自主財源､ やはり若

い人にきてもらって､ 沢山の家を建てる､ い

ろんな形で事業にきてもらうということが一

番大事ではないかなと思います｡ 町長､ その

ようなことを踏まえて企業誘致､ あるいは若

い人が定住できるような町ということで､ 大

いに力を発揮していただきたいと思います｡

何分限りある基金です｡ また財政調整基金も

年々減っていくという､ 先ほど､ 説明があり

ました｡ 町民の皆さんにも痛みを伴うことを

理解していただき､ これからも､ 町政､ 町発

展のため努力していただきたいと思います｡

これで私の一般質問を終わります｡

��������	
 以上で本日の一般質

問を終わります｡

�� �

��������	
 本日の日程は終了い

たしました｡

明日19日､ 午前10時から本会議を開き､ 一

般質問を続行いたします｡

本日はこれをもって散会いたします｡

御苦労さまでした｡

午後４時19分 散会
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１番 笹 川 広 美 議員 12番 宮 本 空 伸 議員

２番 諏 訪 良 一 議員 13番 若 狭 明 彦 議員

３番 堀 江 健 爾 議員 14番 岩 井 礼 二 議員

４番 宮 下 為 幸 議員 15番 西 村 秀 博 議員

６番 亀 野 冨二夫 議員 16番 坂 井 幸 雄 議員

７番 甲 部 昭 夫 議員 17番 小 坂 博 康 議員

８番 藤 本 一 義 議員 18番 田 中 治 夫 議員

９番 古 玉 栄 治 議員 19番 作 間 七 郎 議員

10番 武 田 純 一 議員 20番 杉 本 平 治 議員

�������	


５番 平 岡 志 朗 議員 11番 上 見 健 一 議員

����������

町 長 杉 本 栄 蔵 農 林 課 長 表 辰 祐

副 町 長 小 山 茂 則 商工観光課長 坂 井 信 男

教 育 長 池 島 憲 雄 上下水道課長 松 栄 哲 夫

参事兼総務課長 苗 山 雅 幸 福 祉 課 長 岡 野 昇

参事兼監理課長 藤 井 博 昭 保健環境課長 小 林 玉 樹

参事兼住民課長 林 富士雄 会 計 課 長 小 山 三 雄

企 画 課 長 大 村 義 一 教育文化課長 後 藤 和 雄

税 務 課 長 永 源 勝 生涯学習課長 吉 田 外喜夫

土木建設課長 澤 賢 造
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平成19年12月19日 午前10時開議

日程第１ 一般質問

― 56 ―



午前10時00分 開議

�� �

������	
�� おはようございます｡

ただいまの出席議員は､ 17名です｡

議員定数の半数に達しております｡

これより､ 本日の会議を開きます｡

����

������	
�� 日程第１ 一般質問

これより一般質問を行います｡

あらかじめ申し上げておきます｡ 一般質問

についての各議員の持ち時間は､ １時間です

ので､ 守っていただくようお願いいたします｡

また､ 執行部におかれては的確な答弁をお

願いいたします｡

それでは､ 通告順に質問を許します｡

４番 宮下 為幸君

[４番 (宮下為幸君) 登壇]

���������� それでは､ 12月定例

議会におきまして､ ２つの質問をしたいと思

います｡ まず､ １点目は指定管理者制度につ

いて､ ２点目は職員採用についてを聞きたい

と思います｡

指定管理者制度は公の施設の管理に民間の

能力を活用しつつ､ 住民サービスの向上を図

るとともに経費の節減を図ることを目的とし

ている制度です｡ 現在､ ｢しあわせの里｣ 在

宅複合施設 ｢ほのぼの｣ デイサービスセンター

｢いこい｣ は指定管理者制度を導入していま

すが､ 現在の運営状況はどうなっているのか

お聞きします｡ シルバー人材センター､ 体育

振興事業団､ 社会福祉協議会が受託先となり

うる施設管理制度の導入を検討されているの

か｡ 来年４月に開館の石川総合スポーツセン

ターは､ 県体育協会が指定管理者に選ばれて

いました｡ 体育振興事業団も各施設の運営管

理をしていくことを今後考えていく必要があ

るのかどうか､ お聞きします｡

それとシルバー人材センター､ カルチャー

センター､ 鹿南運動公園､ 古墳公園､ 芝の管

理は民間がやっておりますが､ それが3,000

万ほどかかっているということで､ 3,000万

ほどのお金が歳出しているわけです｡ 法人化

しているシルバー人材センターも機械等搬入

して､ 管理していくべきではないかとみます｡

町立保育所の今後の運営のあり方､ 考えら

れる運営方法､ 羽咋市では､ 民間委託の推進

ということで､ ３箇所の保育園が公設民営を

しています｡ 来年の４月より千里浜保育所が

公設民営になる予定になっております｡ 民設

民営は１箇所あります｡ 公立保育所は４箇所

あるそうです｡ 市では､ 公設民営された保育

園によりかなりの財政負担が軽減されたと聞

いておりますが､ 中能登町では公設公営この

ままでいいのかどうかお聞きしたいと思いま

す｡

������	
�� 杉本町長

[町長 (杉本栄蔵君) 登壇]

���������� 宮下議員の質問にお

答えをいたします｡ ご指摘のとおり現在グルー

プホーム ｢しあわせの里｣ と在宅複合施設

｢ほのぼの｣ とデイサービスセンター ｢いこ

い｣ の３施設を指定管理者制度に移行してお

ります｡ 御存じのとおり指定管理者制度導入

については､ ｢より効果的かつ効率的に施設

の管理を行い､ 住民サービスの向上を図ると

ともに経費の削減等を図ること｣ が制度導入

の目的とされております｡ ３施設とも介護施

設であり､ 大半が町民の方の利用であります｡

運営状況におきましても､ 制度導入の目的

に沿った健全な運営が行われている状況でご

ざいます｡ 今後も､ 当初の目的を踏まえなが

ら公共性の確保と公共施設の利用に対し､ 町

民の皆さまが安心して利用していただけるよ

う配慮しつつ､ 指定管理者制度導入のすそ野

を徐々に広げていきたいと思っておりますの

で､ よろしくお願いをいたします｡

次の､ シルバー人材センター､ 体育振興事

業団､ 社会福祉協議会が受託先となり得る指

定管理者制度導入施設があるかとの質問です
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が､ 平成18年３月に導入指針を策定をし､ そ

れと同時に導入時期､ 目標を示して各課に個

別に検討をさせております｡ 指定管理者制度

における施設の委託先は団体や民間､ NPO

を含めて可能でありますので､ シルバー人材

センター､ 体育振興事業団､ 社会福祉協議会

が受託先として可能であるとともに､ シルバー

人材センターは公園等について､ 体育振興事

業団は生涯学習等施設について､ 社会福祉協

議会は福祉施設について導入の検討を行って

おります｡ 詳細につきましては､ 所管課長か

ら説明をさせますので､ よろしくお願いいた

します｡

��������	
 藤井参事兼監理課長

[参事兼監理課長 (藤井博昭君) 登壇]

������������	
 シルバー

人材センターについてお答えをいたします｡

シルバー人材センターは､ 高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律に基づきまして､ 知事

の許可を得た法人であります｡ 高年齢者の希

望に応じた就業機会の組織的提供をすること

により､ 就業を援助し､ 福祉の増進を図るこ

とを目的としております｡ 受託機関となるこ

とは可能ではあります｡ 今後は､ 公園施設等

の管理受託について人員の確保､ また､ 採算

性等を考慮し､ 検討をしていきたいと思いま

す｡

��������	
 吉田生涯学習課長

[生涯学習課長 (吉田外喜夫君) 登壇]

�������������	
 私は､ 中

能登町の体育振興事業団についてお答えいた

したいと思います｡ 現在､ 中能登町体育振興

事業団が所有し､ かつ管理運営を行っており

ます施設といたしまして､ 鹿島体育センター

の体育館並びに武道館､ そして室内ゲートボー

ル場のすぱーく鹿島があります｡ 先日開催さ

れました当事業団の理事会においても､ 指定

管理者制度の導入をこれから考えていかなけ

ればならないのではないかということで､ 町

内にある体育施設､ スポーツセンターろくせ

いや鳥屋テニスコートなど沢山の体育施設が

ございます｡ 体育振興事業団は指定管理者に

なり得る十分な団体でありますので､ 今後は

この中能登町の体育施設の管理運営も視野に

入れながら､ 今後､ 検討していかなければな

らないのではないかと考えておりますので､

よろしくお願いいたします｡

��������	
 岡野福祉課長

[福祉課長 (岡野 昇君) 登壇]

������ ! "	
 私は､ 社会福祉

協議会が受託先となりうる施設の指定管理者

制度導入の検討についてお答えいたします｡

社会福祉協議会が指定管理者制度に基づき､

管理運営を行うことができる施設としては､

福祉向上を目的として建設運営されている施

設が対象となります｡ これに該当する施設と

しては､ ｢老人福祉施設ゆうゆう｣ が考えら

れます｡ 現在､ この ｢老人福祉施設ゆうゆう｣

の運営に当っては､ 多様化する住民ニーズに

より､ より効果的かつ効率的に対応するため､

創意工夫をしながら住民サービスの向上を図

るとともに､ 人的配置におきましてもシルバー

人材センターからの派遣で対応し､ 経費削減

等を図っているところであります｡ 当施設は､

平成４年に開館した施設であり､ 昨今､ 老朽

化が進み､ 修繕等維持管理にかかる経費がか

さみつつあります｡

これらを考慮して､ 指定管理者制度の導入

を図り､ 多様化する住民ニーズに､ より効果

的かつ効率的に対応するためには､ 施設の改

造及び人的配置等の協議を行う必要があると

考えております｡ これらの課題を今後十分協

議し､ 検討していきたいと考えております｡

何とぞご理解のほどお願いいたします｡

��������	
 杉本町長

�#��$%&'	
 町立保育所の今後の

運営のあり方､ 考えられる運営方法はという

ことであります｡ 現在､ 中能登町には民間で

１箇所､ 町立で５箇所の保育園が開設をされ

ております｡ 入園児童数は､ 平成17年４月が
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729人､ 平成18年４月が739人､ 同19年４月が

745人と微増を示しております｡ 中能登町で

は､ 厳しい財政状況の中においても､ 少子化

対策や子育て支援対策の一環として､ 産み育

てやすい環境整備に努めてまいりました｡ そ

の根幹的施設ともいえる公立保育園において

は､ 乳児保育､ 延長保育､ 一時保育等を実施､

本年度からは病後児保育事業の新規開設もさ

せていただいたところであります｡ 女性の社

会進出､ 就労機会の増加に伴い､ 今後も保育

ニーズはもとより多様化し､ 更なる延長保育

や休日保育の実施が要望されてくるものと思

われます｡

これらに対応し､ より効率的で効果的な運

営を行うためには､ 現在､ 町立運営している

保育園のうち､ 民間におまかせできるところ

は民間に委ね､ より質の高い保育サービスが

提供可能となる運営方法に転換することが､

選択肢の一つであると考えられます｡ その方

法として､ 指定管理者を含む公設民営方式や

民間が設置運営する民設民営方式があります｡

保育園は住民生活に密着をした施設でもあり

ます｡

今後とも､ より望まれる保育サービスが実

現でき､ 公共福祉の向上にもつながる､ 最善

の運営策を求めて議会の皆様方をはじめ､ 各

界､ 各層の方々にもご相談､ ご協議をさせて

いただきたいと考えておりますので､ 何とぞ

ご理解のほどお願いをいたします｡

��������	
 宮下為幸君

�������	
 今､ 平成４年に建て

られた ｢ゆうゆう｣ が､ 改修の時期にきてい

るようなことを言われました｡ 新聞で今日も

出ていましたけど､ ｢アスロン｣ が天井の崩

落改修工事ということで､ 七尾市で１億7,000

万あったのが１億ぐらいに減らされるという

ようなことを聞いております｡ これも管理す

る管理料をめぐる文書合意がなかったとか､

管理料が2,700万あったのを半分に減らされ

るというようなことを聞きますし､ 中能登町

の場合も指定管理を受けている ｢ゆうゆう｣

とかその辺の合意文書､ 協定書というものが

できているのかどうか､ その辺お伺いします｡

��������	
 杉本町長

��������	
 民間委託しておりま

す３施設につきましては､ きちっと契約はい

たしております｡

��������	
 宮下為幸君

�������	
 文書合意協定書とい

うのができていると言われましたが､ 昨日､

町長は６つの条件ということで､ 管理者にな

るための必要条件を言われました｡ 類似して

いる民間企業の能力､ 管理運営コストができ

る会社､ 収益が上がる会社ということで言わ

れましたが､ この３つの施設に対して管理料

というものが支払われているものかどうか､

そのことをお伺いをしたいと思います｡

��������	
 岡野福祉課長

�������� �	
 お答えいたしま

す｡ ３施設の管理運営費につきましては､ す

べて委託しており､ 指定管理者のところで対

応していただいておりますので､ 発生はして

おりません｡ 以上でございます｡

��������	
 宮下為幸君

�������	
 体育振興事業団で､

ちらっと聞いた話なんですけど､ 鹿島少年自

然の家が県から指定管理者の打診を受けたと

いうことを少し聞きました｡ 管理料も３千何

百万ほどの管理料がくるということを聞きま

したので､ それについてどういう対応をされ

たのか､ 体育振興事業団にきたのか､ シルバー

人材にきたのかちょっと分かりませんけど､

その辺についてお聞きしたいと思います｡

��������	
 吉田生涯学習課長

�������� !"#$	
 体育振興

事業団へは､ そういう話はきておりません｡

��������	
 藤井参事兼監理課長

�%&'()���*+,-	
 シルバー

人材センターにも､ そういう話はきておりま

せん｡
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��������	
 宮下為幸君

�������	
 きていないというこ

となので､ そういう思いでおきます｡ 昨日の

新聞で､ 羽咋市が図書館も指定管理者に民間

の企業がされたということを書いてありまし

た｡ 図書館的なものもこれからなさっていく

のかどうかお聞きします｡

それと町立保育所のあり方ですが､ 羽咋市

はいろんな面で財政的に厳しい中で､ こうい

う公設民営の保育所がちょうど統合の時期に

きていたので､ 一つの保育所を統合して公設

民営され､ 経費もかなり浮かされたと聞いて

おります｡ ひとつ､ これも新聞に出ていたの

ですが､ ある町でですね､ 来年､ 20年度から

民設民営される町があります｡ それがちょう

ど､ 中能登町と同じ５つの園がありまして､

私立は分かりません｡ ５つの園がありまして､

その中で一つの保育園が正職､ 臨時職を入れ

て15人おいでます｡ もう一つの保育園が正職､

臨時を入れて11人の保育園だそうです｡ 人数

は90人ぐらいから80人ぐらいの保育園らしい

ですが､ 大体その町で､ 予算ベースで大体ど

れくらい経費が削減されるのかを試算したそ

うです｡ それによると､ 予算ベースで大体１

億5,800万､ それと､ そこにいた正職員が配

置換えというか３園へ移るということで､ そ

の人件費が4,000万円ぐらい浮くと､ ２園の

保育園を民設民営するということで２億円の

金が浮くと｡

例えば､ 中能登町の場合､ そう言うことを

これから保護者のいろいろな話合い､ それと

利用サービスが低下しないように､ いろいろ

考えていかなければいけませんが､ それくら

いの金額の金が浮いてやっていくと､ この町

は２つの園が今､ 来年やられるそうですが､

ゆくゆくは５つの園とも民設民営ということ

で出てました｡ その辺について､ 町長はこの

話を聞いて､ どのような考えでおいでるのか

お聞きしたいなと思います｡ 図書館のことも｡

��������	
 杉本町長

��������	
 宮下議員の質問にお

答えいたします｡ 私も､ 昨日新聞で羽咋市の

図書館の民営化を読みまして､ びっくりして

いたところでございます｡ ここまでしなけれ

ばならないのかなと､ そんな感じもいたしま

した｡ また今､ 保育所にいたしましても中能

登町は統合して良くなっておりますけれども､

羽咋市はまだ統合もされていない､ それと同

時に統合と一緒に民営化へ進んでおります｡

羽咋の市長とはずっと友達でありまして､ い

ろんな話を聞いたりいたしますけれども､ か

なり羽咋市とすれば合併していない関係で､

財政的にも大変厳しいと､ 合併特例債もあり

ませんし､ 合併という､ いろんなお金もいた

だいていないということで､ 今､ 人のこと言

うたらあれですけれども､ 本当にいろんな借

金もあるんだというようなことを言われてお

りまして､ それを進めているということであ

ります｡

中能登町におきまして､ 今､ ５つの保育所

をいずれは全部ということではなしに､ 半分

ぐらいはしなければならないのではないかと､

そういう中で､ やはり町民のニーズ､ あるい

は保護者の方々の動揺を招いてもいけません

し､ やはり小さい子どもさんはこれからの町

の宝でもあり､ 国の宝でもあります｡ そうい

う中で､ いかに環境の中で育てていくかとい

うことで､ 町といたしましては､ そういう皆

さんの意見を聞きながらやっていかなければ

ならいのではないかと思っております｡

図書館も来年度に向けて､ ちょうど３つの

システムを充実していこうと思っているとこ

ろでありまして､ これから､ 羽咋なり図書館

なり民営化したところの長所､ 短所を聞きな

がら､ 町民の皆さんとこれからの長所短所､

いろんなことを考えながら､ ゆっくりと町と

してはやっていきたいと思っております｡

��������	
 宮下為幸君

�������	
 今､ 町長から保育所

の運営について､ いずれは半分ぐらいしなく

― 60 ―



てはいけないのではないかということを聞き

ました｡ 今､ 現に羽咋市は公設民営で４箇所

ありますが､ 多分､ 公設民営から民設民営に

移る場合は､ すんなりいくような感じがいた

します｡ のの保育園が中能登町にありますが､

のの保育園は民設民営でやっているというこ

とで､ 国が半分､ 県が４分の１､ 中能登町が

４分の１ということで､ 助成されているわけ

ですが､ その中で､ 一つの見本として民設民

営の保育所があるということで､ その運営状

況､ 要するに私立の保育士の確保ですね､ そ

ういうことを含めて助成をどれくらい町でさ

れているのか｡ ちょっとお聞きしたいと思い

ます｡

��������	
 岡野福祉課長

������� �	
 今の質問ですが､

資料を持ち合わせておりませんので､ 後でお

答えさせていただきます｡

��������	
 宮下為幸君

��������	
 それでは､ 次の質問

に移らさせていただきます｡ 職員採用につい

てということでお聞きしたいと思います｡ 何

年か先には新規職員を採用すると思います｡

どの時点でされるのか､ お聞きしたいと思い

ます｡

この行政改革の大綱によりますと､ 適正定

員管理指針の年次目標は､ 平成17年３月１日

から平成24年４月１日までで､ 51人の減となっ

ております｡ そして､ 今後10年間､ 49歳から

59歳までの職員が､ 10年間で108人退職する

ことになっております｡ それと年代別に見ま

すと20歳代が65人､ 30代が77人､ 40代が72人､

50代が83人います｡ 特に１番多い年令別は､

49歳から53歳までです｡ この間が83人います｡

83人ということは､ この中に保育士さんとか

そういう方も沢山おいでる年代だなというこ

とを感じるわけですが､ 保育士さんは今年は

採らない､ 昨年､ 一昨年は採られたというこ

とで､ 今後､ どういうふうにされるのか､ 今

の公設民営のことも含めて考えておいでると

思います｡ そしてこの中で､ 83人が辞められ

ていく､ 今後､ どの時点で新規職員を採用さ

れていくのかお聞きしたいと思います｡

��������	
 杉本町長

��������	
 職員採用につきまし

ては､ 平成17年３月１日合併以後､ 一般職の

職員採用は控えてきたところであります｡ こ

れにより平成19年４月１日現在の職員数は305

名であり､ 定員管理計画上も305名となって

おり､ 現在のところ計画どおり推移をしてい

るところであります｡

また､ 今後５年間で､ 平成24年までに81名

の退職者が見込まれ､ 平成24年度時点の定員

管理計画上の目標職員数は265名であること

から､ このまま職員採用を控えていった場合､

目標職員数を下回ることになります｡ 現時点

では新規の職員採用は､ 町民の皆様のご理解

を得ることは難しいと考えておりますが､ 施

設の統廃合､ 事務事業の簡素化等を図った上

で､ 来年度以降５年間で新規採用を行ってい

く必要があると考えております｡ また､ 将来

的な職員の定員､ 人事管理を行っていく上で

は､ 新陳代謝も必要であり､ 必要な職員数は

確保して参りたいと思っております｡ 以上で

す｡

��������	
 宮下為幸君

��������	
 町長が今､ ５年間の

間に新規採用をされるということを言われま

した｡ 職員の皆さんは行政のプロであります

し､ この財政事情が厳しくなっていく中で､

町長は職員にどういうことを期待されている

のか､ それをお聞きしたいと思います｡ 昨日､

総務課長が行革のことでワーキンググループ

を作っていると､ ワーキンググループを作っ

てその中でいろんなことを改善､ 改革してい

くというようなことを言われました｡

今､ 役所を変えましょうということで､ D

NAというのがありますね､ DNAという運動

が盛んに行われているそうです｡ 各部署の改

革点､ そういうことを改革､ 事例を発表する
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場にもなっているそうです｡ Dという言葉は､

できないという理由を探さないということら

しいです｡ Nは､ 納得できる仕事をする｡ 納

得することをする｡ Aは､ 遊び心を忘れずに､

ということでDNAということが今､ 結構実

践しているところは７､ ８年前からそういう

ことを実践してやっていると聞きます｡ こう

いうことを含めて町長は､ ５年間で職員を新

規採用されるということを言われましたので､

これからの職員に対し､ 期待することをひと

つ､ どう町長は考えておいでるのか､ お聞き

したいと思います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 職員に対しては､ 常

に公務員としての自覚を持っていただきたい

ということ､ あるいは､ 町民に対して､ どう

すればサービスをできるかというようなこと､

また､ それぞれの現状を把握をして､ 前向き

にいろんな問題に対しても対応していただき

たいということ､ また､ 町民のみなさん方か

ら職員を見る目は大変厳しいものがあると､

それらにつきましても､ どうすれば皆さんに

いろんな面で役場のこと､ いろんな施設のこ

とを､ そういう中で､ 納得をしていただける

かと､ そのようなことを常々朝礼であれ､ ま

た､ 課長会議であれ言い聞かせております｡

以上でございます｡

��������	
 宮下為幸君

��������	
 これからワーキング

グループも作っておいでるということで､ い

ろんな職員の育て方､ そういうことも含めて

やっていけると思います｡ 役所は前例､ 慣例

にものすごくこだわるとこがありますので､

是非､ そういう意識を変えて､ 改革､ 改善し

て､ 強い意欲と実行力のある職員を育ててい

ただきたいなということを思います｡ これで

私の質問を終わらせていただきます｡

��������	
 岡野福祉課長

�������� �	
 先ほどの答弁漏

れでございますが､ のの保育園の運営費､ 現

在､ 月500万から600万を負担しております｡

人件費につきましては､ この中に含んで対応

しているものでありまして､ これは国､ 県､

町からの負担分として出しております｡ 年間

7,200万でございます｡ 以上でございます｡

��������	
 宮下為幸君

��������	
 7,200万ということ

で聞いて､ また勉強したいなと思います｡ 私

の質問終わらせていただきます｡

��������	


次に､ 18番 田中治夫君

[18番 (田中治夫君) 登壇]

������� !	
 通告してあります､

町づくりと土地利用について質問をいたしま

す｡ 土地は限られた資源であり､ 生活や生産

活動を行うための共通する基盤であります｡

今年度､ 19年３月に策定されました町総合計

画に示されております｡ 従って､ 土地の有効

かつ効率的な利用は､ 町の均衡ある発展の大

きな課題であります｡ 特に､ 自主財源の確保

には企業の誘致､ 商工業の振興､ 若者が安心

して定住できる住環境の整備等の施策が町の

人口増､ あるいは､ また､ 少子化対策､ 強い

ては活気あるふるさとづくりになろうかと思

います｡ このことを踏まえ､ 杉本町長の考え

方をお示し願いたいと思います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 中能登町総合計画に

定めている基本構想の中で､ 第３章 ｢土地利

用｣ の中での５つのゾーニングについては､

中能登町の土地利用構想図を大まかに明文化

したものであります｡ 農業振興ゾーンについ

ては､ 農業振興地域の整備に関する法律によっ

て位置づけられている農用地区域は､ 転用や

開発行為については制限があることを記述を

いたしております｡ また､ 農用地利用計画が

定められているのは､ 合併前の旧町の農業振

興地域整備計画書に､ 田畑一筆の地番まで詳

細に定められておりまして､ それを基準とし

ております｡
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農地法では､ 農業振興地域の農用地区域の

転用は ｢原則として許可しない｣ となってお

ります｡ しかし､ 中能登町の将来の町づくり

は､ ｢若者をはじめとする住人がいてこそ､

集落が成りたち､ 集落あっての自治体｣ であ

ると考えており､ 町をどうするかということ

を根底に考えていきたいと思います｡

従って､ 無秩序な乱開発と思われるものを

除きまして､ 住宅建設や国道､ 県道沿線に対

しての商業施設の開発計画などは､ 初めから

｢できない｣ ではなく､ ｢どうしたらできるか｣

という視点に立って､ 県と事前相談をしなが

ら方針を立て､ 順序を追って､ 除外について

の課題を一つ一つ整理していく､ そうした努

力を重ねていきたいとそう思っております｡

以上です｡

��������	
 田中治夫君

��������	
 小さい項目２点を質

問いたしたいと思います｡ もちろん､ 先ほど

述べました農用地区域の除外による関連した

２つであります｡ １点目は商工業の振興､ ２

点目は､ 町長御存じのように徳前地区の民間

活力による宅地分譲､ 以上です｡

まず１点目の商工業の振興であります｡ 国

道159号の両サイド西側､ 東側､ その辺の農

用地､ ほとんど農用地だと思います｡ 一部開

発されておりますけれども､ ほとんどが農用

地であります｡ その辺の区域の見直しを青地

から白地にする､ その辺どういうふうに町長

考えておられるか､ お答えを願いたいと思い

ます｡

��������	
 杉本町長

��������	
 国道の沿線につきま

しては､ ５年ごとの見直しがありますので､

これはやはり両方ともできるだけ青地から白

地に変えていきたいと､ そう思っております｡

��������	
 田中治夫君

��������	
 ２つ目の､ 町長御存

じのように徳前地域ですね､ 御存じのない方

もいらっしゃいますので､ ちょっと案内をし

ますが､ 国道159号の徳前交差点の北西側で

すね｡ １万500平方メートル､ それは主要地

方道氷見田鶴浜線､ 国道159､ そして二宮川

のポケット状のところです｡ 平成13年に地権

者10人ほどで機運がもり上がって宅地分譲し

たいと､ 民間活力で､ そういうことがあった

わけなんです｡ その辺りは､ 農用地としては

10年ほど休耕になっておるんです｡ そのいき

さつをちょっとお話しますが､ 13年に計画が

できまして､ 町の方へ農用地の区域除外で協

議をしておりまして､ ちょうどそのころに､

二宮あおば台の造成計画､ 第２次と同じ時期

になったわけなんです｡ 町の方からあおば台

の造成､ 販売の目途がつくまで待って欲しい

と､ そういうことを言われましたので､ しば

らく状況を見守っていたと､ その後､ 平成16

年11月29日に､ 改めて農用地区域除外の申請

を出したのですね｡ この辺､ 町長よく知って

おられると思いますので､ その後､ 平成16年

以降の町の対応を報告願いたいなと思います｡

��������	
 杉本町長

��������	
 詳細につきましては､

課長から説明させますけれども､ 今､ 言われ

ました土地につきましては､ よく分っており

ますので､ 私自身県へ出向きまして､ 早くで

きるようにこれからも頑張って参りたいとそ

う思います｡ 16年以後につきましては､ 詳細

は課長から説明をさせます｡

��������	
 表農林課長

[農林課長 (表 辰祐君) 登壇]

������� ��	
 お答えいたしま

す｡ 除外申請をされましたのが､ 平成16年の

11月29日付でございます｡ 除外申請面積は

１万512.56平方メートル､ 除外の案件は建売

住宅30戸､ これにつきまして､ 県との協議で

ございますが､ 書類を受取りましてから直ち

にその案件について､ 農用地区域からの除外

の事前相談をいたしております｡ 結果､ １年

８ケ月､ 事前相談に要しておりますけれども､

なぜそういう長い間がかかっているのかと申
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し上げますと､ 農振除外の要件は４つござい

まして､ その４つ全てを満たさなければ除外

できないということに､ 法律の第13条第２項

で決っているわけでございます｡ その一つが

代替性の問題､ これが今回の住宅の場合の一

番大きな要素になるわけでございますが､ そ

の集落､ 若しくは近隣の集落において､ 農用

地区域以外の区域､ 言ってみれば白地でござ

います｡ その白地区域が相当数の面績がある

場合は､ その白地区域から先に転用しなさい､

その理由が立たない場合は４つの要件のうち､

まず､ 第１番目からクリアーできませんとい

う､ そういう法律の規定になっているわけで

ございます｡ 参考までに､ ２つ目が農地の集

団性を乱すことがあってはいけない｡ ３番目

が土地改良施設の機能の確保､ いわゆる農道

とか灌漑排水がその除外の案件によって乱さ

れる､ 支障を生じさせるといったようなこと

でないこと｡ それから､ ４つ目が事業施工８

年というのは公共事業でございまして､ 土地

改良事業が終ってから８年以内の場合はだめ

ですよ｡ その４つの全てを満たさなければ除

外できないというふうになっているわけでご

ざいます｡

今回の申請案件につきましては､ １番問題

になりますのは､ 先ほどちらっと言いました

が､ 代替性でございまして､ 徳前地内には17

ヘクタールの白地区域が存在しているわけで

ございまして､ 県の方では､ まず､ その白地

区域の中で住宅を建てて下さい｡ というふう

に一貫してそれが主張されるわけでございま

す｡ そうした中でも､ 先ほど町長申されまし

たように､ これからの町づくりという観点か

ら勘案しまして､ どうしても国道､ 主要地方

道､ そして町の住宅に囲まれたその位置が一

番ふさわしいんです｡ と私達はその申請者の

立場になって､ 県との折衝をずっと続けてき

ているわけでございます｡

従いまして､ １年８ケ月を要したというこ

とで､ 何とか町と石川県中能登農林総合事務

所の間で､ その事前相談が成り立ちまして､

それを中能登農林総合事務所に正式に文書で

お願いをしたのが､ 平成18年の８月７日付で

ございます｡ それを受けまして､ 中能登農林

総合事務所長から石川県の農地企画課長へ進

達をしていただいたのが､ 平成18年の８月11

日付でございます｡ ところが､ 県の本課の方

ではその書類をもう一度見直しなさいと､ い

わゆる取り下げという結果的になったわけで

ございますが､ それが18年の８月､ 日はただ

いまのところ不明でございますが､ その理由

といたしましては先ほどの繰り返しになりま

すが､ 徳前地内に白地地域が17.6ヘクタール

存在している､ その白地の地域を転用すべき

であって､ あえて青地地域を除外することに

対する農業振興上の理由には当てはまりませ

んと､ そういうことで今日に至っております｡

ただ､ この農業振興地域の除外等を含めま

して､ 農振地区の見直しというのは社会的条

件､ それから経済的条件が大幅に変った時に

は､ それを見直すことができるというふうに

なっているところでございます｡

この３町合併というのが先ほど､ 町長申さ

れましたように､ 一番大きな経済的な変動で

あるとの解釈でいけば､ 今､ ５カ年待たなく

てもですね､ 計画変更をしても良い時期かな

と思っております｡ そういうことでこの申請

案件については､ 私達は打ち切っているので

はなくて､ ただいまも､ 継続して時間少しか

かるかも分かりませんが､ その課題を一つ一

つ整理をして､ 近いうちにもう一度､ 申請を

改めてできるように､ ただいま努力しており

ますので､ ご理解をお願いいたします｡

��������	
 田中治夫君

��������	
 この民間の宅地造成

にかかわっている事務所なんですが､ 地権者

10人の所へ､ 文書で平成18年２月13日付で､

宅地造成計画業務経過報告ということで､ 地

権者の皆さんにいっております｡ ちょっとか

いつまんで､ 申し上げますが､ ｢16年11月29
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日に農用地の区域除外をいたしまして､ 鹿西

３町の合併があり､ 申請の処理には一時停滞

期間はありましたが､ 断続的に協議を継続し

ており､ 計画案が出来上がって以来､ 丸１年

以上経過した今も､ 業務そのものは進行中で

あり､ 現在はその農用地区域除外に向けて､

中能登町担当者と石川県担当者が協議中の段

階であることを報告させていただきます｡ そ

して､ 本件宅地造成にかかる農振地区除外は

行政側の諸事情から困難を極めていますが､

関係者が協議をしながら業務を継続しており

ますので､ 協議の推移を今しばらく見守って

下さい｡｣ こういう文書が出ているんですね｡

地権者の方から今年になりまして､ ｢どう

なんや｣ と､ ｢もう３年以上経っているのに

どうなっているのですか｡｣ ここに､ Ｋ議員

もこの地権者の一人なんですよ｡ 彼からも私､

聞きましたし､ 他の地権者２､ ３名からも聞

いておるんです｡ やっぱり町長これ､ 県段階､

中能登総合事務所でなしに､ 県段階もっと大

きな頭のいい人らの段階でね､ もうストップ

してしまっているんですよ｡

従ってね､ やっぱり町長のね､ 町のリーダー

やからね､ 町長のやっぱり情熱とそのふるさ

とづくりにかける思い､ この地は､ さっき課

長言ったように､ 農用地には向かないんです

よ｡ いくら徳前地内に17ヘクタール白地があっ

ても､ その白地は全部農業用地で耕作してい

るんです｡ それを宅地造成をしなさいとか､

そんな無理矢理な､ 私に言わせれば､ 頭のい

い官の発想なんですよ｡ そういうものを改め

ていくのが住民の幸せを願う町長のやっぱり

情熱であり､ 町民であり､ 県民なんですから

ね｡ 私もその辺が不可解で､ ならないんです

よ｡ 従って､ 町長の指導力をお願いしたいん

ですが､ 改めて町長の､ 現在の気持ちを､ こ

れからどう対応していくのか聞かせてもらい

たいと思います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 御存じのとおり中能

登町は人口増､ あるいは自主財源の確保とい

うことで､ 宅地造成､ あるいは住宅を進めて

いるところでございます｡ 昨年もこの件につ

きましては､ 県とも話をしていた時には､ か

なり前向きに話をしていたことは事実であり

ますので､ 改めて年が明けましたら県の方へ

出向きまして､ いろんな方々と話をして一歩

でも二歩でも進むように頑張って参ります｡

以上です｡

��������	
 田中治夫君

���������	
 これで一般質問を終

わらせていただきます｡

��������	
 ここで休憩いたしま

す｡ 開会は11時10分といたします｡

午前11時00分 休憩

午前11時10分 再開

��������	
 再開いたします｡

３番 堀江健爾君

[３番 (堀江健爾君) 登壇]

��������	
 通告に基づき１点､

質問いたします｡ 新二宮川の完成接続に伴い

廃川となった旧河川敷の整備計画についてで

あります｡ ２級河川二宮川緊急関連河川改修

事業は､ 中能登土木事務所また石塚川改修関

連土地改良事業は､ 中能登農林総合事務所が

それぞれ担当し､ このほど本河川の二宮川に

接続完成しました｡ これが県営圃場整備事業

担い手育成型鳥屋北部､ 鹿島北部両地区にか

かる事業に関連し､ ２級河川の二宮川､ 石塚

川及び邑知地溝帯13号排水路の３河川が二宮

川に合流一本化を図ったものであります｡ こ

の時発生する旧河川敷及び廃川敷の土地利用

が有効に活用されることが地域発展に不可欠

と考えております｡ 地域住民の大きな関心を

集めているところでございます｡

そこで､ 完成した後の旧河川敷､ 廃川敷の

整備計画並びに事務処理の進捗についてお尋

ねいたします｡ １点目､ 河川敷の土地利用計
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画の策定はしてあるかどうか｡ ２点目､ 平成

16年３月31日付で県と交わした覚書の進捗状

況｡ ３点目､ 現在､ 県と協議されている内容

とその見通しの３点について答弁お願いいた

します｡

��������	
 杉本町長

�������	
 堀江議員の質問にお

答えをいたします｡ 二宮川､ 石塚川の河川改

修は､ 平成18年度に完成をしております｡ 今

年度､ 県営圃場整備事業鳥屋北部地区で確定

測量を実施をしており､ 河川敷を含めた換地

計画が確定した後に､ 二宮川､ 石塚川の廃川

処理を一体的に進める方向で､ 県中能登土木

事務所が処理方針を提示をしていただくこと

になっております｡ 旧河川敷の土地利用計画

につきましては､ その後に町の道路計画整備

にあわせて検討していきたいと思っておりま

すので､ よろしくお願いします｡

��������	
 堀江健爾君

��������	
 同じような質問を平

成17年９月にしているんですが､ その時の答

弁で廃川敷地の利用計画については､ 旧３町

の合併にあたっての事業計画の中で大型プロ

ジェクトの道路計画､ その中に示されている

という答弁をいただいております｡

具体的に言いますと､ 新庄地内での延長800

メートルについては町道にしたい｡ それから､

久乃木､ 坪川､ 西在江地内についても､ 延長

約1,500メーターについては､ 町道にしたい

という答弁をいただいているのですが､ その

後､ 町としての町道計画はどのようになって

いるのか､ お答えお願いします｡

��������	
 澤土木建設課長

[土木建設課長 (澤 賢造君) 登壇]

��������� ��	
 石塚川の計

画につきましては､ 町の道路網計画の整備予

定の計画に入っております｡ 二宮川について

は､ 今､ 廃川する部分､ 普通河川に移行する

部分というか､ そういうことについて､ 県の

方でまた､ 計画調査中でありますので､ その

推移を見守って検討していきたいというふう

に思っておりますので､ よろしくお願いいた

します｡

��������	
 堀江健爾君

��������	
 先日の町長の提案理

由の説明に先立ちまして､ 天皇皇后両陛下ご

臨席のもと､ 自らも創意工夫により優れた施

策を実施し､ 地方自治の充実発展に寄与した

ということで､ 総務大臣表彰を受けたとの報

告がありました｡

聞くところによりますと､ 石川県から２市

１町が表彰されたそうでございます｡ その１

番目には､ 県内で１番早く合併したというこ

とでかほく市､ それと２番目には､ 県内で１

番多くの市町村､ １市１町５村取り組み合併

したということで白山市､ ３番目は､ わが中

能登町でございます｡ その理由は､ 能登地方

において人口の減少率が最も低い､ それと子

どもの医療費が中学卒業までの無料化､ それ

と光ケーブル通信網の拡充により町内電話の

無料化､ 合わせてケーブルテレビの普及率34

%､ これは近隣の市では､ ９%ほどとのこと

で､ 比べると大変な普及率であると思ってま

す｡ それと堅実な財政運営などが評価された

ということであります｡ このような内容を町

民に知らせる必要があるかなと思いまして､

私ちょっと申し上げました｡

今後も中能登町民のため､ しっかり舵取り

をお願いしたいと思います｡ 以上で､ 私の一

般質問を終わりたいと思います｡

��������	


次に､ １番 笹川広美君

[１番 (笹川広美君) 登壇]

����� !"	
 皆さん､ こんにちは｡

今年もあとわずかとなりましたが､ この１年

一番忘れることのできない出来事は､ やはり

３月25日の能登半島地震であります｡ 被害の

最も大きかった輪島市で､ 被災されたお宅を

１軒１軒公明党の先輩議員と回らせていただ

きました｡ 一体どうなってしまうんだろう､
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不安に震える多くの被災者､ そんな一人一人

を抱きかかえるように励ましの声を送り､

｢必ず私達が守ってみせます｣ と､ 体中で叫

んでいる姿に､ 議員の原点を教えていただき

ました｡ 本年の締めくくりとなる今定例会も

町民のみなさんの声を代表し､ 一生懸命質問

させていただきます｡

まず､ 男女共同参画社会の推進について質

問いたします｡ 当町では､ 男女共同参画の施

策については､ 企画課が担当となり､ 町全体

の施策に反映していただいていると聞いてお

ります｡ しかし､ 役場事務機構図には､ 男女

共同参画坦当係との明記がありません｡ また､

生涯学習課には､ 担当係として女性家庭教育､

そして､ ふるさと創修館､ 生涯学習センター

ラピア鹿島､ カルチャーセンター飛翔にも､

それぞれ女性教育係が明記してあります｡ 女

性家庭教育係とは､ 男女共同参画の施策の担

当だということでしょうか｡ 女性が教育を受

け､ 教養を身に付け､ 社会に参画して行くこ

とは大切なことです｡ また､ 同じように男性

にとっても教育を受け､ 教養を身に付けるこ

とは大切なことであります｡ それなのになぜ

男性教育がないのでしょうか｡ 性別に基づく

固定的な役割分担意識がいまだに根強く残っ

ている中､ 男女共同参画に関する認識を深め､

家庭､ 学校､ 地域社会において性別にかかわ

らず一人の人間として自立し､ 個性と能力を

発揮できるように分かりやすい広報啓発が最

も大切となります｡ そのためにも役場事務機

構図の企画課､ 生涯学習課において女性教育

ではなく､ 男女共同参画の係として明記して

いただきたいと思いますが､ いかがでしょう

か｡

２つ目は､ 条例策定委員会の設置について

お伺いいたします｡ 現在､ 平成20年の条例策

定に向け､ 来年５月までに懇話会の結成が計

画されているとのことですが､ 条例策定委員

会､ 委員の選考はこの懇話会で行うことにな

るのでしょうか､ お伺いいたします｡ 条例策

定においては､ 広く町民の意見を取り入れる

ためにも各種団体､ 地域の代表､ 有識者など

様々な立場の代表から､ 男女比４対６の条例

策定委員会を設けて取り組んでいただきたい

と思いますが､ いかがでしょうか｡ また､ 各

地域の公民館単位に､ 男女共同参画推進委員

２名を誕生させていただき､ 男女共同参画社

会実現のための意識啓発の活動を積極的に推

進していただきたいと思いますが､ この点も

いかがでしょうか｡

更に､ ３つ目の質問ですが､ 男女共同参画

社会の実現に向けて機運を広く醸成させるこ

とを目指し､ 各地では都市宣言が行われてお

ります｡ 中能登町男女共同参画都市宣言に向

けては､ 町長は､ どのようにお考えか､ お伺

いいたします｡

以上３点について､ 男女共同参画社会推進

に向けての力強い答弁をお聞かせいただきた

いと思います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 笹川議員の質問にお

答えをいたします｡ 男女共同参画社会の推進

についてでございます｡ 国においては､ 男女

共同参画社会の実現が ｢21世紀の我が国､ 社

会を決定する最重要課題｣ として位置づけを

しており､ 本町においても､ その実現へ向け

努力をしなければならないと考えております｡

今年の６月議会において答弁をさせていただ

きましたが､ 来年度､ 平成20年度におきまし

て､ 男女共同参画推進条例を制定したいと考

えております｡

この条例は､ 男女共同参画に関する基本理

念や町､ 町民及び事業者の責務､ 更には行動

計画の策定､ 公表や審議会の設置などの基本

となる施策を定めるもので､ 県内19市町の内

９市町がすでに制定をしております｡

また､ 中能登町男女共同参画社会づくり推

進懇話会設置要綱に基づく懇話会を設置して､

総合的な施策の推進を図るとともに､ 条例の

内容等について､ 意見や助言､ 指導をいただ
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きたいと考えております｡

また､ 都市宣言につきましては､ 県内で３

市しかなく､ 中能登町においては､ 他の市町

の動向を見ながら今後検討していきたいと思

います｡ 今後とも､ 男女が互いにその人権を

尊重しつつ､ 喜びも責任も分かち合い､ 性別

に関係なく､ その個性と能力を十分発揮する

ことができる豊かな社会の実現に向け､ 着実

に進んでいきたいと考えております｡ 以上で

す｡

��������	
 笹川広美君

�������	
 質問に対してのご答

弁をいただいていないと思いますが､ 男女共

同参画担当係の設置ということと､ ２点目の

条例策定委員会の委員の選考を懇話会の方で

行っていただくのかということ｡ ２点よろし

くお願いします｡ すいません､ それとあと推

進委員､ 各公民館単位で２名ということで､

よろしくお願いいたします｡

��������	
 杉本町長

��������	
 懇話会につきまして

は､ 着実に作っていくと答弁申し上げました｡

条例の推進員につきましては､ 今後､ この中

でどうすれば１番いいのか検討したいと思い

ます｡ 公民館単位の２名の推進員につきまし

ても､ どのようになるのか､ 今後､ 検討いた

します｡ 以上です｡

��������	
 執行部におかれては､

的確な答弁をお願いいたします｡

杉本町長

��������	
 課制条例の中で､ そ

れを明示していきたいと思います｡

��������	
 笹川広美君

�������	
 すいません｡ 少し理

解できないんですが､ 男女共同参画の担当係

という件は､ お答えいただけますか｡

��������	
 小山副町長

[副町長 (小山茂則君) 登壇]

���������	
 お答えをいたしま

す｡ その係のことにつきましては､ 事務機構

の各課の分担という中で明示をして行きたい､

このように思いますので､ ご理解のほどよろ

しくお願をいたします｡

��������	
 笹川広美君

�������	
 今議会初日に､ 11月

20日地方自治法施行60周年記念式典という天

皇皇后両陛下が､ ご臨席された晴れがましい

場において､ 中能登町は､ 全国を代表する模

範の町として表彰されたとの大変誇らしい報

告が町長よりありました｡ そして､ 町長から

は､ 今後さらに誰もが住んで良かったと思わ

れる町づくりの推進をとの決意が述べられま

した｡ このような中能登町こそ､ 当然､ 都市

宣言があるべき町だと私は思います｡ どこの

自治体にも負けない都市宣言を行い､ 町民と

共に男女共同参画社会の実現に向け､ 力強く

前進していただきたいと思います｡

次に､ 介護予防についてお伺いいたします｡

当町においても介護認定者数は年々増加して

おり､ 平成18年度は865人､ 介護保険制度が

スタートした平成12年の認定者数549人の1.5

倍以上となっております｡ それとともに介護

給付費も平成12年度７億8,962万円から､ 平

成18年度は２倍近くに膨れ､ 13億9,084万円

となっております｡ 今後､ 高齢者の人口が年々

増加することから､ 介護保険の給付費も確実

に伸びることが予想されます｡ できるだけ多

くの方々に､ 要介護とならない元気な高齢者

になっていただくことが今後の大きな課題で

あります｡ そして､ 厚生労働省の発表による

と､ 介護認定者の約半数が何らかの認知症の

症状があるとのことです｡ 中能登町は､ 特に

認知症が原因で介護が必要となっていること

が多いと聞いております｡

先月22日､ ラピア鹿島で浜松医科大学の高

槻絹子先生による認知症予防講習会がありま

した｡ ｢ボケは防げる 治せる｣ との興味深

いタイトルに誘われ､ 私も参加いたしました｡

当日は､ 平日でまた､ とても寒い日でしたの

で､ 参加者もそれほどいないだろうと思って
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おりましたが､ なんと600名もの人が参加し､

熱気に溢れていました｡ 急遽､ 隣のホールも

使い送迎のピストンバスも３往復したほどだ

と聞いております｡ 改めて認知症に対する､

町民の皆さんの関心がいかに高いかが分かり

ました｡ 誰しも人生の最終章まで､ 生き生き

と自分らしく生きたいと望んでいます｡ 認知

症のほとんどがアルツハイマー型のものです｡

高槻先生のお話しでは､ 認知症は適切に対処

すれば予防することができ､ また､ 認知症に

なったとしても､ 早い時期に適切な対処がさ

れれば､ 回復も可能であるとのことでした｡

今まで､ ただ漫然と痴呆の高齢者を増やして

きてたのではないかと思えました｡ 防げるも

のなら､ 治せるものなら真剣に全力をあげて

取り組むべき分野であります｡

今回､ 講演会に参加された元気な皆さんか

らも､ ぜひ予防教室に参加したいという声が

あがっております｡ 認知症の改善や予防で有

効なのは前頭葉の活性化､ つまり問題解決能

力の活性化です｡ そのためにも､ 従来の単な

るお楽しみ会的な教室では､ 改善予防に繋が

りません｡ そして､ 単に症状から認知症の状

態を理解するのでなく､ その症状をうむ脳機

能の理解こそ不可欠であります｡ 脳機能を客

観的に計るのが脳機能検査です｡ この脳機能

検査によって､ 初めて具体的な予防改善の方

法が明らかに見えてきます｡ しかし､ この検

査は一人にかける時間がおよそ１時間と長く､

大勢の検査には多くの人手が必要となります｡

一方､ 30分で50人を一度に診断できる集団

式認知機能検査もあります｡ この２つの機能

検査をうまく併用すれば､ 中能登町の各地区

での予防教室の開催も可能ではないでしょう

か｡ 勿論､ 地域をあげての取り組みになりま

すが､ ぜひ町として強力に推し進めていただ

きたいと思いますがいかがでしょうか｡

また､ ２点目として､ 介護予防では高齢者

の筋力アップを図ることも重要なことです｡

｢老人福祉センターゆうゆう｣ では､ ｢ゆうゆ

う健康づくり教室｣ として月１回､ 専門の指

導員により各個人個人に適した運動メニュー

が与えられ､ 利用者に好評だと聞いておりま

す｡ また､ 他にもいくつかの健康教室もある

ようですが､ この筋力アップの取り組みに関

しても､ より多くの高齢者が､ 身近かに参加

できる体制を各地域と連携を図り､ 整えてい

ただきたいと思います｡ 筋力アップが確実に

でき､ また､ 誰もが気軽に取り組めるものと

して､ 例えば､ 生き生き100歳体操が全国的

に知られております｡

つい先ごろ､ 全国各地から高齢者800人が

元気に集い､ 大交流大会も開かれたとのこと

です｡ 生き生き100歳体操とは､ 高齢者が元

気になるためのプログラムとして､ 平成14年

高知市で考案されました｡ 背もたれ付きの椅

子に座ったままの状態で取り組めます｡ 自分

で重りを調整できるサポーターを手首や足首

に巻き､ ビデオや指導員の動きに合わせて運

動するものです｡ 大がかりな器具や設備がい

らないため､ 誰でも手軽にできる効果的な運

動として注目されております｡ 高知市では､

集会所など168箇所で週１､ ２回実施されて

おり､ ほぼ市内全域に浸透し､ 市民ボランティ

アのサポーターも約320人に広がり､ 身体が

元気になるだけでなく､ みんなで支え合う地

域づくりに繋がっているとのことです｡ 杖を

つき､ 両脇を支えられてやっと歩いていた97

歳のお婆さんも､ 生き生き100歳体操を実践

した３ヶ月後には､ 一人でしゃきしゃき歩く

ことができるのです｡ 私も動画をとおしてそ

の姿を拝見し､ 思わず驚きの声をあげました｡

大変有効な体操であります｡ 高齢者の筋力アッ

プは介護予防の目的だけにとどまらず､ 様々

な場面で高齢者を守ることになります｡ ２点

目として､ 町の筋力アップの取り組みの姿勢

をお聞かせ下さい｡

更に３点目として､ 生活習慣病への対策に

ついてお伺いします｡ 生活習慣病は､ 今や健

康長寿の最大の阻害要因となるだけでなく､
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国民医療費にも大きな影響を与えています｡

当町でも先般､ 国保の基金が底をついたとの

お話しでした｡ 中能登町では､ 生活習慣病の

中でも糖尿病の割合が高く､ 高額の人工透析

を受ける人も少なくないとのことですが､ こ

の事実に対して､ 何か具体策はとられている

のでしょうか｡ この生活習慣病は､ 早期に発

見して､ 普段の生活に気をつけることで予防

が可能です｡ 40代から50代における､ 予防対

策が大切といえます｡

鹿児島県のある自治体では､ 男性職員約15

名を対象としたメタボ撃退教室を開き､ 適切

な食事､ 運動指導のもと､ ３ヶ月後には誰も

が平均７キロの減量ができ､ ウエストもマイ

ナス10センチといった大きな成果を出してお

りました｡ とても興味深い取り組みだと思い

ます｡ わが町でも早速行ってみてはいかがで

しょうか｡ 身近に確実な成果が示されれば､

町民の皆さんの関心度はぐんと高まるに違い

ありません｡ ケーブルテレビや広報などを通

して３ヶ月間の取り組みの過程､ 成果をアピー

ルし､ 町の話題とすることも良い方法かと思

います｡

そして､ 次のステップとして､ 町民を対象

としたメタボ撃退教室の開催を考えてはいか

がでしょうか｡ また､ 町民一人一人が自分の

健康チェックを行い､ 日々の生活で何に具体

的に取り組めばよいかを示してくれる､ 健康

情報ガイドブックなどを作成してはいただけ

ないでしょうか｡ 食事のこと､ 健康づくりの

ための町内のウォーキングコースなどを盛り

込み､ 町独自のユニークな発想で､ 中能登町

の自慢のグッズの一つとして作成するのはど

うでしょうか｡

更に､ 生活習慣病への対策として､ 町民の

健康増進を叫ぶ､ 健康増進室また健康増進町

を立ち上げ､ 取り組むのも対策の推進力にな

ると思いますが､ いかがでしょうか｡

以上､ 介護予防についての３点にわたる質

問に対し､ 町長のご所見をお聞かせ下さい｡

��������	
 杉本町長

�������	
 介護予防について笹

川議員の質問にお答えをいたします｡ 中能登

町の介護予防についてですが､ 全国的に高齢

者人口及び要介護認定者数､ そして認知症の

見られる高齢者は年々増加をしており､ 介護

予防への対応が重視をされております｡ 町で

は各29地区の公民館や集会施設で､ 閉じこも

り予防事業や認知症予防事業を積極的に行い､

介護予防への対応を図っているところであり

ます｡ 今後も高齢の方々が､ 在宅で健やかに

暮らしていただけるよう､ より一層力を入れ

ていかなければならないと考えております｡

また､ 健康増進課､ あるいは健康増進室の

立ち上げは､ という質問がありました｡ これ

につきましては､ 今後の動向を見て検討して

参りたいと思います｡ その他の詳細につきま

しては､ 担当課長より説明をさせますので､

よろしくお願いをします｡

��������	
 岡野福祉課長

�������� �	
 介護予防事業の

取り組みにあたりまして､ 福祉課と保健環境

課が連携をとって進めております｡ 私からは､

１点目と２点目についてお答えいたします｡

それから介護予防につきましては､ 議員か

らもお話があったように､ 先月の22日､ ラピ

ア鹿島で浜松医科大学の高槻絹子先生を講師

にお迎えして､ ｢ボケは防げる 治せる｣ と

いう演題で､ 講演会を開催いたしましたとこ

ろ､ 町民の皆さんも大変関心を持たれておら

れ､ 会場に入りきれない状況でありました｡

そこでまず､ 第１点目の認知症の予防と対

処についてですが､ 認知症の主な原因は､ 一

人暮らしの高齢者､ または日中一人で家に閉

じこもりがちになり､ 家族や外部とのふれあ

いがなく､ 刺激が少ない状態が続くためと考

えられております｡ また､ 脳卒中や骨折によ

り長期入院された場合など､ 環境が変わるこ

とで認知症の症状が現れることもあります｡

現在､ 町が行っている高齢者への介護予防事
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業は､ 鳥屋の11地区､ 鹿島の８地区､ 鹿西の

10地区､ 計29地区で公民館や集会施設､ 保健

センターを会場に栄養教室や身体機能向上教

室などを開催して､ 閉じこもりやうつ予防､

認知症予防事業に力を入れ､ また､ 自主的な

介護予防意識を持っていただくために普及啓

発事業を行っております｡ 今後これらの予防

事業の中で､ 脳機能検査も取り入れ､ 認知症

の早期発見につながる適切な対応を図ってい

きたいと考えております｡ 基本的には､ 家族

の絆の中で大切さを再認識し､ 地域ぐるみで

の介護予防､ 認知症予防事業を今後も展開し

ていきたいと考えております｡

次に､ ２点目の筋力トレーニングの取り組

みについてですが､ 生涯学習活動で行われて

いる健康クラブや介護予防事業のレクリェー

ション活動を通して､ 日常生活の中で､ 体を

動かす習慣を取り入れてもらうための教室を

実施しております｡ また､ ｢老人福祉センター

ゆうゆう｣ で､ 健康運動指導士による本人に

応じた家の中やお風呂でできる軽運動､ それ

とボールを使った軽運動といった内容のもの

を指導していただいております｡

なお､ 昨年から実施しました運動機能の低

下が見られる高齢者を対象に､ 本人の体力に

応じた運動の仕方を紹介し､ ３ヶ月実施して

いただき､ その後､ 体力測定を行ったところ､

握力や立ち上がり筋力､ 歩く早さなど､ 全て

の項目に格段の進歩が見られております｡ こ

のような実績の基に､ 今後も全地域でできる

よう検討していきたいと考えております｡ 私

の方から以上でございます｡

��������	
 小林保健環境課長

[保健環境課長 (小林玉樹君) 登壇]

�����������	
 それでは､

笹川議員の生活習慣病への対策というご質問

にお答えいたします｡ 現在､ 町では基本検診､

人間ドック､ 各種がん検診などを実施し､ 早

期の病気発見に努め､ 医療機関での受診が必

要な方には､ 受診を勧めております｡ また､

糖尿病を含めまして､ その予備軍とみられる

方々には､ 生活習慣の改善に向けまして､ 訪

問､ あるいは相談､ 教室の開催等を通じて､

個別の指導を現在行っております｡

また､ 今後の取り組みといたしましては､

特定検診そういったものの実施は勿論のこと､

特定保健指導というものを強化いたしまして､

やっていきたいと思っております｡ こうした

ことを行いながら､ 一層の受診率向上に向け

まして､ 検診を受けていらっしゃらない方に

は､ やはり何度も受けていただくということ

を積極的に進めてまいりたいと思います｡

それから､ また糖尿病はじめ生活習慣の改

善で予防可能な病気の対策としまして､ 集団

指導､ 個別指導を充実し､ 加えて､ ただいま

議員の方からいくつかご提言いただきました､

そうしたものを参考にできるものからは､ 来

年度当初からも実施できればしていきたいと

考えております｡ ということで､ 個別の糖尿

病に対する具体策とか､ それから職員あるい

は町民に対するメタボ対策教室の開催､ それ

から健康づくりの取り組みを書いたガイドブッ

クの作成ということを個別であがっておりま

したが､ ちょっと大まかなご返答になったか

もしれませんが､ ご理解をいただきたいと思

います｡

��������	
 笹川広美君

��������	
 是非とも積極的な地

域への働きかけを行ない､ 町民を先導してい

ただきたいと思います｡ 今後の町の行動力に

期待しております｡

最後に､ 発達障害児の対策について､ お伺

いいたします｡ 平成17年４月１日､ 発達障害

者支援法が施行されました｡ その中で､ 国､

都道府県及び市町村の役割として､ 発達障害

児に対しては発達障害の早期発見､ 早期支援､

就学前の発達支援､ 学校における発達支援､

その他の発達支援が行われるとともに､ 発達

障害者に対する就労､ 地域における生活等に

関する支援及び発達障害者の家族に対する支
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援が行われるよう必要な措置を講じることと

あります｡

今､ 全国では､ ５歳児健診を実施する自治

体が増えております｡ ３歳児健診では見落し

がちな､ 注意欠陥多動性障害ADHDやアス

ペルガー症候群などの軽度発達障害の疑いを

見つけ､ より早く子どもの個性に合った支援

を行うための取り組みです｡ 軽度発達障害と

は､ 知能検査では軽度低下､ または境界以上

である発達障害の一群です｡ 普通学級に通っ

ている子どもの５％程度がこの範囲に属する

と考えられており､ その病気の特異性により

学校､ 社会生活を営む上で､ いろいろな問題

を生じやすく､ 時にいじめや不登校の原因に

もなっております｡ 現在､ 乳幼児健康審査は､

母子保健法第12条及び第13条の規定により､

市町村が乳幼児に対して行っています｡ 実施

の対象年齢は０歳､ １歳半､ ３歳となってお

り､ その後は､ 就学前健診になります｡

実は､ ３歳児健診から就学前健診までのこ

の期間の開き過ぎは､ 特に､ 近年増加してい

る発達障害にとって､ 重要な意味を持ってい

ます｡ なぜならば､ 発達障害は早期発見､ 早

期療育の開始が重要で､ ５歳程度になると健

診で発見することができるのですが､ 就学前

まで健診の機会がなく､ ようやく就学前健診

で発見されたのでは遅いと言われているので

す｡ 発達障害は対応が遅れると､ それだけ症

状が進むと言われています｡ また､ 就学前健

診で発見されても､ 親がその事実を受け入れ

るのに時間がかかり､ 適切な対応､ 対策を講

じることなく子どもの就学を迎えるため､ 状

況を悪化させてしまっているといった現状が

あります｡

鳥取県や栃木県では､ 全国に先駈け､ 県内

全市町村において５歳児健診を実施しており

ますが､ 厚生労働省による平成18年度研究報

告書によれば､ 鳥取県の５歳児健診では､ 9.3

％､ 栃木県では､ 8.2％もの児童が発達障害

の疑いがあると診断されたものの､ こうした

児童の半数以上は､ ３歳児健診ではなんら発

達上の問題を指摘されていませんでした｡

報告書の結論として､ 現行の健診体制では

十分に対応できないとしています｡ 長野県駒

ケ根市でも３年前から５歳児健診を実施して

おります｡ ２年前に受診した男児の母親は､

健診で興味の湧かない遊びには､ 全く参加し

ようとしないわが子の姿を見ました｡ それま

では､ ｢意志の強い元気な子｣ とだけ思って

いましたが､ 団体行動が苦手だと分かりまし

た｡ まずは､ 要観察､ そして半年後､ 月１回

の訓練に市内の療育施設に通うように勧めら

れました｡ 最近は､ 落ちつきもでてきたとい

うことです｡

この男児の症例のように､ ５歳児健診の実

施に向けては､ 当然､ 相談体制や支援をセッ

トで整えなければ意味がありません｡ 保育園

などでは､ 早くから障害の兆候に気づくケー

スも多いと言われます｡ 発達障害でもちゃん

と支援を受ければ､ 安心と思える環境さえ整

えてあれば､ 保育園などでの気づきを保護者

に伝えやすくなります｡ 療育の充実は不可欠

です｡ 私は､ ９月の一般質問でも療育指導の

体制づくりの大切さを訴えました｡ 町長から

は､ 関係機関と前向きに検討していきたいと

の答弁でしたが､ 今一度､ この点に関する町

長のご所見をお伺いします｡

また､ ５歳児健診の導入は､ 今後､ 乳幼児

健康審査において必然的なものになると思わ

れます｡ 財政的にも､ また様々な面で厳しい

最中であると考えられますが､ 早期発見で子

ども達を救うため､ 当町においても､ ５歳児

健診の実施に向けた前向きな答弁を是非お聞

かせいただきたいと思います｡

更に､ 小学校の教育現場においては､ 教職

員の発達障害に対する理解を深める研修が不

可欠であります｡ 現在､ 中能登町の小学校で

はこの点に関し､ どのような取り組みが行わ

れているのか､ 併せてお伺いいたします｡

以上､ 発達障害児の対策について､ ３点の
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答弁を求めます｡

��������	
 杉本町長

�������	
 発達障害の対策につ

いて､ お答えをいたします｡ 発達障害の早期

発見､ 早期支援対策として､ 町では３歳児健

診､ 就学時健診､ 遊びの教室､ 家庭訪問を実

施しております｡ 県では､ 能登地区で発達相

談､ 在宅障害者の療育・相談事業を実施し､

金沢地区では診察､ リハビリを実施をしてい

ます｡ ５歳児健診では３歳児健診時にすり抜

けていたものの､ 成長する課程で表われてき

た言語発達や行動統制力､ 対人関係の未熟さ

などを見い出し､ 就学に向けて適切な対応を

図るよう､ 親に求めていくところとなろうか

と思います｡

しかしながら､ 能登地区では､ 発達を促す

専門機関が不足をしております｡ 該当する子

どもの受け皿は十分とはいえません｡ また､

５歳児健診では､ 小児科の医師､ 心理相談員

が必要となりますが､ 両者とも不足している

現状では､ 実施は困難なものがございます｡

これにつきましても､ 今後検討をさせていた

だきたいと思います｡ 町といたしましては､

３歳児健診の拡充や保育園の訪問で､ 保護者

の了解を得たうえで､ 行動観察をしながら､

言語の発達や行動統制力､ 対人関係の相談に

対して､ 支援活動を進めていきたいと考えて

おります｡

最後の質問に関しては､ もう少し時間をい

ただきたいと思います｡

��������	
 小山副町長

���������	
 療育機関の現状と

いうことで､ 今､ ご質問があったわけなんで

すが､ 県内では､ 大変先生が少ないというこ

ともありまして､ その対応がとれない状況に

あることは､ 議員も御存じのとおりだと思う

んですけど､ その方法といたしましては､ ９

月の定例会にもお話しておりますとおり､ 保

育士等も研修を受けまして､ その対応にあた

るような状態におりますので､ 今しばらく､

療育指導についての方法については､ 時間を

いただきたい､ このように思いますので､ ご

理解のほどよろしくお願いいたします｡

��������	
 笹川広美君

��������	
 すいません｡ ３点目

というのは､ 現在の中能登町の小学校では､

この発達障害児に対する先生方の理解を深め

る研修は､ どうなっているのでしょうか､ と

いう質問です｡ ご答弁お願いいたします｡

��������	
 池島教育長

[教育長 (池島憲雄君) 登壇]

�������� 	
 ただいまの笹川議

員のご質問の中に､ 学校現場での状況､ 実態､

教員の対応の問題について含まれていたかな

と思います｡ 軽度発達障害を持った児童生徒

というのは､ 近年､ どんどん増えてきている

傾向にあります｡ といいますか､ 以前はそれ

ほどそういうようなことについて､ しっかり

と見てこなかったのではないのかな､ という

ような面もあります｡ 職員につきましても､

なかなかどのような対応がふさわしいのか､

一番効果があるのかというようなことについ

ても､ なかなか難しい面がありまして､ いろ

いろと県の方でも研修会等がありますので､

そこで研修を積んでいる最中です｡ 各学校に

１名､ 学習支援員というものを置いていただ

きまして､ 側面的な援助もしているところで

す｡ 研修を積みながら指導のあり方､ そういっ

たものについて､ 頑張っていきたいなという

ふうに思っております｡ 以上です｡

��������	
 笹川広美君

��������	
 療育の指導の体制は

町民のニーズに応え得るものを整えていただ

きたいと思います｡ また､ 今ほど教育長から

もありましたが､ 教職員の理解を深める研修

も､ 是非､ 力を注いでいただきたいと思いま

す｡ また､ ５歳児健診は取り組みが大変難し

いというお話でしたが､ ５歳児健診といって

も様々な内容があります｡ 集団遊びを保護者

と保育士らが一緒に見て､ その時に生じた疑
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問や日頃の子育ての不安を､ 気軽に相談でき

る機会を設け､ そこから支援に結びつけてい

る自治体もあります｡ もちろん､ 療育指導の

体制が整っていなければ､ このような簡単な

取り組みもできません｡ ５歳児健診は､ 是非

とも来年度から取り組みを考えていただきた

いと思いますが､ 来年度からの取り組みは､

いかがなものでしょうか｡ よろしくお願いい

たします｡

��������	
 小山副町長

��������	
 お答えをいたしま

す｡ 先ほど､ 町長の答弁の中にも答えており

ました５歳児健診では､ 小児科の医師､ 心理

相談員の必要､ これは分かるわけなんですが､

大変､ 両者とも不足しておる状態だというこ

とでありますので､ 現実､ 大変難しいという

状態のもとで､ 町長先ほど答弁いたしました｡

そういうことも考慮して､ 今後､ そういう点

にも十分に配慮できるような体制づくりとい

いますか､ お願いをして参りたいと､ このよ

うに思いますので､ ご理解のほどよろしくお

願いをいたします｡

��������	
 笹川広美君

��������	
 今後､ 保健事業は年々

増えていく傾向が予測されます｡ そういった

面からみても､ できるだけ早期の取り組みを

検討していただきたいと思います｡ これで､

私の一般質問を終わらせていただきます｡

��������	
 ここで､ 昼食のため

休憩いたします｡ 再開は､ １時半からといた

します｡

午後０時06分 休憩

午後１時30分 再開

��������	
 再開いたします｡

20番 杉本平治君

[20番 (杉本平治君) 登壇]

���������	
 それでは､ 質問をさ

せていただきます｡ 委員会研修で､ 私たち総

務と議運とで行って参りました｡ そういう中

で一般質問のあり方､ また､ そういう点につ

いてのいろんな意見交換をして参った訳であ

りますが､ その中で､ 今日､ 中能登町の一般

質問の提出者は12名でございます｡ 20名の議

員の内､ 12名の方々が一般質問を行う｡ 他の

町に行きますと､ なかなかそういう多人数の

方々の発言というのは､ ないように感じて参っ

たわけであります｡ そういう点を考えますと､

今日の中能登町の議会の中で､ 議会改革を初

めとして町政に対するいろんな関心が議会で

起こっているということに対しまして､ 行政

のほうも是非とも､ それに応えていっていた

だきたい｡ そのことをまずもって要望する次

第であります｡

まず初めに､ 後期高齢者医療制度について

質問をいたしたいと思います｡ この後期高齢

者医療制度の新しい制度が､ 来年の４月から

発足するわけでありますが､ 具体的に､ この

医療制度について､ 町民の方々は､ 何ら理解

をされておらない､ そういう感があるわけで

あります｡

私は､ 昨年の12月議会と今年の９月議会に

も質問を行ったわけでありますが､ 本当に75

才以上の方々が､ 後期高齢者医療制度の中で､

高齢者の医療が姥捨て山のように置き去りに

される､ この医療制度の改悪が､ ますます明

白になっているにもかかわらず､ 町民の方々

はそれに対して､ 何ら具体的なものが示され

てもおらず､ 理解もされておらないのが､ 私

は､ 現状ではないかと思うわけであります｡

そういう点を踏まえまして､ 町長に何点かに

ついて質問をいたします｡

まず､ １点目といたしまして､ 石川県の後

期高齢者の保険料が決められて､ 先般発表さ

れました｡ 北陸三県の中で､ 何ゆえに石川県

が一番高いのか､ 料金が高いのか､ その理由

付けを説明を求めたいと思います｡

次に､ ２点目といたしまして､ 現在､ 75才

以上の高齢者は障害者の方々と同じように､

医療の保険証の取り上げが制度上禁止されて
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おるのであります｡ この中能登町におきまし

ても､ 国保でも資格証明書の発行は行ってお

りません｡ これが後期高齢者医療制度が来年

の４月から移行することによりまして､ 資格

証明書の発行が可能になる｡ 私は､ こういう

事が医療難民を中能登町につくることになり

はしないか､ 住民の命を守る立場に立った行

政を､ 今日まで中能登町は行って参りました｡

そういう中で､ このことについて町長はどう

考えていくのか､ 独自の補助制度を考えてい

くのかどうか｡ この点についての答えをいた

だきたいと思います｡

次に､ これは七鹿広域圏の議会の中でも､

私､ 病院長に質問をしておったわけでありま

すが､ 診療報酬を包括払い､ これは定額制に

するということを検討しているそうでありま

す｡ そうなりますと高齢者は必要な医療を受

けられなくなる恐れがでてきます｡ 保険制度

があって保険無しにならないような､ そうい

う事にならないように政府に対してこの制度

の検討を､ 再検討すると同時に中止を求める｡

そういう考えが町長にあるのかどうか､ この

点をお答えいただきたいと思います｡

次に､ 今､ 新聞等でも大きく報道されてお

ります､ 灯油の値上がりによりまして､ 石川

県内におきましても４市町村が独自の灯油の

補助制度を行っております｡ 七尾市におきま

しても実現に向けてという､ そういう答弁を

行っておりますが､ 中能登町におきましても

その点について､ 生活保護者､ また一人暮ら

しの方々に対しての補助を考える必要がある

のではないかと思うのですが､ 町長の答弁を

求めたいと思います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 杉本議員から後期高

齢者医療制度について４点にわたり質問をい

ただきました｡

まず､ １点目の石川県の平均保険料は､ 何

ゆえ､ 北陸三県では一番高いかという質問で

あったかと思います｡ 来年４月施行の後期高

齢者医療制度については､ 鋭意準備を進めて

いるところであります｡ 石川県の保険料につ

いては､ 去る11月26日の広域連合議会におい

て条例が可決され､ 均等割の額が年４万5,480

円｡ 所得割率は8.33%に決定されたところで

あります｡ これにより､ 県内の平均保険料は､

低所得者の均等割軽減後の数値で申し上げま

すと､ 年額で７万1,724円､ 月額では5,977円

となっております｡ お隣の富山､ 福井両県に

ついては､ 均等割額､ 所得割率とも石川県よ

り低い設定でありまして､ 平均保険料も5,000

円から１万4,000円ほど低くなっております｡

保険料は国が示す算定方法に従って計算した

額でありますが､ 大まかに申しますと､ この

先２年間の医療給付費及び保険事業費の所得

額を推計し､ 被非保険者数で割り返し､ 更に

所得の係数を使用して計算されたものであり

ます｡ 従って､ 石川県の後期高齢者の医療給

付費が富山､ 福井両県より高い状況になって

いるのが原因と思われます｡

２番目の滞納者には､ 保険証の代わりに資

格証明の発行を考えているが､ これでは､ 国

の医療放棄であるという質問であったかと思

います｡ 保険料の滞納者に対しましては､ 滞

納状況によって短期被保険者証を発行するこ

とになりますし､ 災害その他特別な事情がな

いにもかかわらず､ １年間滞納した場合には

被保険者証の返還を求め､ 資格証明書を発行

することになります｡ 資格証明書であれば､

医療機関の窓口で一旦十割を負担していただ

き､ 申請により保険給付相当額をお返しする

ことになります｡ これは､ 保険料をきちんと

納入している方々との負担の公平性を確保す

るために行うやむを得ない措置であります｡

また､ 災害､ 盗難､ 事業の損失､ 病気など

の特別な事情がある方には､ 減免あるいは猶

予制度が適用されることになっております｡

当町の国民健康保険では､ 資格証明書を発行

した事はございませんが､ 国保税の滞納者と

後期高齢者医療の保険料滞納者との対応に違

― 75 ―



いがあるのは不自然であり､ 統一した取り扱

いにすべきであろうと考えております｡ なお､

短期被保険者証や資格証明書の発行基準など

具体的な取扱いについては､ 保険者である広

域連合と市､ 町で､ 今後､ 協議することになっ

ております｡ また､ 独自の政策を町として行

うかという事でありますけれども､ これにつ

きましては､ 少し時間をいただきたいと思い

ます｡

３番目の診療報酬を定額制にすることによ

り住民生命を守る行政の本旨がなくなるので

ないかという質問でありますけれども､ 診療

報酬体系の改正については､ 近年の急速な医

療技術の進歩や医療体制の変化に､ 十分対応

できていない事や現在の体系が施行されて以

降､ 複雑になっている事であります｡ また､

医療技術や医療機関の運営コストが､ 適切に

反映されるよう透明性の高い体系へと見直し

を進めることが目的であります｡ ご指摘の診

療報酬の定額制については､ 診療報酬が定額

払いとなると医療機関が医療を経済的に効率

よく行うことで､ 公的医療保険から無駄な支

出を減らすことができる大きな利点がありま

す｡ しかしながら､ 十分な治療を行わない方

が収益上有利であるために､ 適切な医療を提

供しない可能性もあります｡ また､ 診療報酬

が費用に見合わない場合は､ 医療機関の経営

を理不尽に圧迫する可能性もあります｡ この

制度に一長一短があるようですが､ 国の方針

に従わざるを得ないというのが現状でありま

す｡

４番目で､ この町の高齢者､ 一人暮らしの

方に灯油を援助したらどうかと､ そういう質

問であったかと思います｡ これにつきまして

は､ 今後の石油等の推移を見ながら､ また､

他の市町村の動向を見ながら前向きに考えて

参ります｡ 以上です｡

��������	
 20番 杉本平治君

��������	
 再度､ 質疑を行いた

いと思います｡ 町長もご承知のように､ 中能

登町は､ 国保料というのは石川県内におきま

しても､ 大変安い状況にあるわけであります｡

石川県が配布しております､ ｢石川県の国保

と介護｣ という冊子によりますと､ 次のよう

に載っているわけであります｡ 県内で､ 一人

当たりの国保税で比較､ 石川県の自治体の比

較｡ 中能登町は６万5,496円､ 加賀市が９万6,651

円､ 大きな差があるわけであります｡ 今日ま

で､ 中能登町は早期治療を行って､ 国保の負

担金を努力して安くしてきたわけであります｡

それが今､ 後期高齢者になりますと､ 今まで

のそういう努力が無になる様な気がするわけ

であります｡

例えば､ 後期高齢者の医療制度､ 北陸三県

では､ 石川県が７万1,724円､ 町長が答弁い

たしました｡ 沖縄は６万1,805円なんです｡

北海道が一番高くて７万3,876円なんです｡

全国でもそのような差があるわけであります｡

やはり早期発見､ 早期治療をして健康づくり

をしておった町､ そういうものを今､ 後期高

齢者は認めなくて､ 石川県全体の一括した医

療費にするということ｡ 私は､ これは､ 地方

自治体の今現在の中において､ 無にする､ そ

ういうことを感ずるわけであります｡ 中能登

町が今日まで営々として築いてきた国保の諸

問題､ 前進してきたこれらが､ 石川県の包括

的な料金によりまして､ ６万5,496円が一人

平均の保険料であったわけでありますが､ そ

れが７万1,724円になる｡ なんかこういう点

について中能登町として､ この石川県の後期

高齢者医療組合の議会の中で発言をし､ それ

なりにそういう町については認める｡ そうい

うことが､ 私は必要ではなかろうかと思うわ

けでありまして､ そういうことについて､ 町

長は､ 議会の議員の一人であります｡ 是非と

もそういう点の意見を述べてもらう｡ 要求を

してもらう｡ そういうことについて､ どう考

えておられるか､ 答弁を求めたいのでありま

す｡

３点目､ 私､ 包括払い定額制を言いました｡
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これは､ 広域圏の議会の中でも発言しました

ら､ 病院長は､ 次のように答えておるわけで

す｡ 医療が定額制になりますと､ これ以上の

医療をしたくても出来ない｡ すれば病院が赤

字になるというわけですね｡ そうしますとど

うなるのか､ 退院してもらうか､ 他へ転院す

るかということになるわけであります｡ 私は､

一人暮らしの方々が､ 一定額以上の医療費が

かかったら病院から出ていかなくてはいけな

いという､ この定額制､ 包括払いについては､

これは､ 本当に医療を現実の命をおろそかに

する制度だと思うんです｡

もう一つ､ １万5,000円の年金をもらって

いる方々は､ 年金から天引きするということ

でありますね｡ １万5,000円以下の方々は､

結局､ 納められなければ保険料の滞納という

問題が出てくるわけです｡ １万5,000円以上

の年金をもらっている方は年金から天引きし

ますから､ 無条件に｡ そうしますと､ １万

5,000円以下の方々は､ 本当にいろんな生活

が私は苦しいと思うんです｡ これに介護保険

料がかかってくるわけですからね｡ 私は､ そ

ういう面を考えても､ なんかこういう定額制

という問題は､ 命を軽くする制度ではないか

と思うわけであります｡

昔､ 例え話に ｢命あっての物種｣ という､

そういう言葉があります｡ 命がなかったら､

物があってもだめである｡ 今､ 逆で ｢物種あ

るけれども命がなく｣､ そういう事になりは

しないか､ 命を軽んじているということを私

は､ この後期高齢者医療制度の中で､ 考える

わけであります｡

町長に是非とも制度の改革､ そして中止を

求める｡ そういう､ 発言を議会の中でしてい

ただきたいと思いますが答弁をお願い致しま

す｡

��������	
 杉本町長

�������	
 広域連合議会に､ 私

も出させていただいております｡ 最初からずっ

と出ているわけでありますけれども､ この問

題につきましては､ 大変得する市町と､ そし

て損をする市町があるわけであります｡ 特に､

中能登町､ 川北町がこれをすることによって､

大変高くなるわけでございまして､ ここへい

くまでに､ 何回かその問題について発言もさ

せていただきました｡ また､ 川北の町長もこ

ういうことであれば､ 我々は脱退するという

ような発言まで､ いろいろと全協の中で話を

ずっとして参りました｡ また､ いろんな団体

からも中止､ あるいは提言､ 要望書も出てお

ります｡ そういう経過を踏まえて､ 今の結果

が議会で通ったわけでございまして､ 本当に

健康づくり､ あるいは予防､ 健診等真面目に

やって国保を下げている所が損をするという

ことで､ そんなバカなことがどこにあるんだ

というような意見も､ 二､ 三の市町から出て

いたわけでありますけれども､ 数の論理と言

いますか､ ここまでくればしょうがないので

はないかなと､ そういうことで決定をしたわ

けでございますけれども､ 今後もこれらの問

題につきまして､ 議会､ あるいは全協まで発

言をして参りたいと思います｡

また､ 医療の定額制に対しましても､ 大変

矛盾もあるわけでございます｡ それらにつき

ましても､ もう少し勉強をさせていただいた

り､ もっと議論もさせていただきたいと､ そ

う思っております｡ 本当に後期高齢者医療制

度は､ 町の国保の根底からも変わっていくよ

うな､ そんなような気がいたします｡ これか

らもまた､ この町の健康､ 一人暮らし､ 高齢

化の方々がどうすれば一番幸せになるのかと

いうことを念頭にしながら､ 発言もして参り

たいと思います｡

��������	
 20番 杉本平治君

��������	
 再度､ 要望しておき

たいと思います｡

４点目に要望いたしました福祉灯油､ 是非

とも実現に向けて頑張っていただきたいと思

います｡ 何回も繰り返すようでありますが､

国の制度が変わって､ 地方自治体がそれに合
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わせて行かなくてはいけない｡ 法律上､ そう

いうことになるということについて分かるわ

けです｡ だが､ 町民は､ そういうことを理解

しないと思うんです｡ 一番身近にある行政､

中能登町｡ ｢町長､ なにしとるがいね､ おら

能登病院にかかっていたら､ 一定額の医療費

以上になったので出ていけと言われた｡ どう

してくれるがいね｡｣ 福田総理に言うわけに

いきませんから中能登町の町長の方へ矛先が

来ると思うんです｡ 至極当然でなかろうかと

思うんです｡ だから､ 地域の実際に命を預か

るのは､ どうであれ行政の中能登町の長であ

ります｡ その点を踏まえまして､ 今､ 町長も

これからも議会の中で発言をしていきたいと

いうことでありますから､ 強くその点を実現

できるように努力をしていただくことを要望

いたしまして､ 次に移りたいと思います｡

次は､ 地方自治体の財政健全化法が６月に

成立したことによって､ 中能登町の財政予測

はどのようにこれから変化していくのか､ こ

の点でございます｡ 昨日も一般質問の中に大

変大きく発言がありまして､ 時間をとりまし

た広報２月号でございます｡ 平成19年度の上

半期の財政状況が広報を通じて町民の皆さん

に知らされました｡ これは､ 良いことだと思

うんです｡ それによりますと､ 町の貯金額､

財調ですね｡ 一人当たり33万5,311円､ こう

いう数字が出ておりました｡ 借金はそれでは

どうか､ 一人当たり147万4,159円､ これは､

一般会計だけでなく､ 企業会計も含めてです

けれども､ 貯金の約４倍の借金が中能登町に､

町民一人の方にかかっているわけであります｡

そういう中で､ 総務省は６月に成立した地

方自治体財政の健全化法というのを作りまし

た｡ これからは､ それに基づいて町の実態を

調査し､ この町は破綻をした町である｡ 再建

団体として指定をする｡ そういう認定基準と

いうものを作ったわけであります｡

まず１番目は､ 実質赤字比率という､ これ

は以前からあるわけであります｡

２番目に､ 新たに連結実質赤字比率という

ものを作りました｡ これは､ 一般会計と特別

会計も入れました中に､ 公営企業の赤字も加

算をするという､ そういうシステムでありま

す｡

３番目といたしまして､ 実質公債費比率と

いうものが新たに設けられました｡ これは､

公営企業も含めるということであります｡ 公

営企業が抱えている借金返済の額の割合を示

す指標でありまして､ 例えば､ 一部事務組合､

中能登町にとれば公立能登病院､ 七鹿消防等

も含めるということであります｡

４番目としまして､ 将来負担も考えて将来

負担比率も４つの中に入れました｡ 今後､ 肩

代わりしなくてはいけない可能性があるとい

う､ そういう第三セクター等の債務もこの中

に入るそうであります｡

それで､ 町長に答弁を求めますが､ 今､ 統

合中学の建設､ また､ 各小学校の再編問題に

よる財政負担で､ 中能登町の指標はどのよう

になると考えておられるのか｡ 町長は､ 今後

の中能登町の財政の舵取りをどう考えておら

れるのか､ 答弁を求めたいと思います｡

２点目としてお聞きしたいのは､ これは､

合併協議会の中で､ 私､ 出ておりましたから

何回も論議したことなんでありますが､ 総務

省は､ 合併自治体に対しては､ 10ヶ年は従来

の三町交付算定額を継続するということを言

われました｡ この点につきましては､ 苗山総

務課長も答弁の中で言っておられます｡ だが､

交付税は合併した町､ しない町､ 自治体を問

わずして現在減額されているのが実態であり

ます｡ 合併特例債というのをその時の総務省

はこう言っております｡ 総務省の考えている

日本全国が合併した場合､ 特例債に充てる手

当ての金､ 20兆円になるそうです｡ 交付税の

ほかに｡

私は､ そういうことを聞いた中におきまし

て､ これは絵に描いた餅になる恐れがあるの

ではないか､ そう思いました｡ だから､ 合併
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協議の中によく出ておりましたモデルといわ

れた兵庫県の篠山市が現在大幅な財政難に陥っ

て､ 合併特例債の借入の償還が本格する事で､

急速に町の財政が悪化する｡ そういうことを

心配している｡ そういう事が町村議会から出

ております地方議会人の２月号に報じられて

おります｡ 私は､ それが実態ではなかろうか

と思います｡

それで､ 町長に２点目として見解を求める

のは､ 合併はバラ色ではなかったということ

であります｡ 私は､ こういう先例を見まして

も､ 中能登町の財政の健全化の維持をこれか

らもいろんな箱物を造るなかにおきまして､

どう健全化の財政を求めていくのか､ つくっ

ていくのか､ 町長の考え､ 見解を求めたいと

思います｡

３点目といたしまして､ これも地方議会人

の７月号に報じられておりました記事です｡

合併前にも､ よく私も聞かされました､ 鹿西

町の議員の時に｡ ある事業をすると政府の方

は､ 事業債というものを発行いたしまして､

交付税に５割を見てある｡ ７割を見てある｡

そういう事業債の発行を行っております｡ 今

日でも行っていると思うんです｡ この事業債

というのは､ 公共事業に取り入れられた交付

税であります｡ 国は､ 交付税に手当てをする

という約束をして事業債というものが発行さ

れているわけでありますから､ 当然､ この金

額は国の債務でなければいけないと思うんで

す｡ 一般交付税の他に､ 債務でなければいけ

ないと思うんです｡ だから交付税の別枠とし

て､ 債務として計上するのが妥当ではなかろ

うかと思うんです｡

地方議会人の７月号では､ 総務省は国の貸

借対照表ではこの債務が計上されておらない｡

そう地方議会人に載っております｡ これでは､

今日まで行ってきた事業債の交付税手当てと

いうのは､ バラ色が終わって借金だけが地方

自治体に残る｡ 国の景気浮揚､ また合併誘導､

こういうことに使われたのではないか､ そう

いう温床になっていたのではないか､ という

ことを指摘したいのであります｡ 今日の新聞

にも交付税の問題が大きく取り上げられてお

りました｡ 国の交付税というのは､ 一年一年

変わります｡ 私は､ 本来の交付税の目的に戻

すことと同時に､ 今日までのこういう事業債

に交付税を充てるという約束､ それが反故に

されようとしている､ こういう中におきまし

て､ 町長は財政的に今後どう乗り切っていか

れるのか､ この点について町長の所見を伺い

たいと思います｡ 宜しく答弁をお願いします｡

��������	
 杉本町長

�������	
 地方自治体の財政健

全化が６月に成立したことにより､ 中能登町

の財政は､ という質問であったと思います｡

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の

概要につきましては､ 平成19年度決算から地

方公共団体は健全化判断比率を公表しなけれ

ばならないとしております｡ 今､ 議員も言わ

れましたように財政化判断比率には､ 実質赤

字比率､ 連結実質赤字比率､ 実質公債費比率､

将来負担比率の４つの指標があります｡ なお､

４つの指標における財政再生基準比率及び早

期健全化基準比率の基準比率の案が示されま

したが､ 具体的な計算方法が､ まだ､ はっき

りと決定しておりませんので､ はっきりした

ことは今のところ言えません｡

今後の統合中学校建設による負担を考える

と財政健全化は大丈夫かということですが､

統合中学校建設は中能登町としては､ どうし

ても必要なものであります｡ 建設事業費等は､

まだ､ 決まっておりませんが､ 財政的には補

助金､ 合併特例債及び合併まちづくり基金を

活用して建設したいと考えております｡ この

統合中学校の建設により起債償還額が増加す

ることになりますが､ 償還金の70%が交付税

措置をされ､ 残り30%は一般財源で対応しな

ければならないために､ より一層､ 行財政改

革に取り組んでいく所存であり､ また､ この

事業により福祉政策､ 教育政策が後退するこ
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とがないように努めて参りたいと思っており

ます｡ 今､ 実質的に幾らぐらいということで

は､ まだ､ はっきり事業も出ておりませんの

で分かりませんけれども､ 今､ 話しましたよ

うに補助金､ それに５%の実質の町のお金､

そして95%の内7割が合併特例債として返っ

てまいります｡ そういたしますと全体の中学

校､ １校を仮にいたしましても､ 今の財政に

響くほどではないんでないかなと､ 水道料､

国保､ いろんなこれからの出ていくお金､ そ

ういうものをすることによって､ 急激に悪く

なるということは､ 私はないと思っておりま

すし､ そうしないことが一番肝心なので､ そ

れについても一生懸命やっていきたいと思い

ます｡

また､ 合併によってバラ色の町になるので

ないか､ というような希望を持たせたことは

事実であります｡ そういう中で､ 合併をした

ことによって､ この町には､ ３町､ 県独自の

２億5,000万というお金も頂きました｡ また､

最初言われておりましたように､ いろんな面

で全部70%の起債を認めるということであり

ました｡ それが段々狭くなってきていること

は事実であります｡ しかし､ 昨年度､ 今の合

併まちづくり基金16億何ぼも借り入れ､ これ

も今の基金として積んであります｡ また今の

ケーブルテレビ16億余りかかったわけであり

ますけれども､ ４億ぐらいの補助金､ そして

特例債もみていただきまして､ 実質的には４

億ぐらいかなとそう思っております｡

またいろんな道路にいたしましても､ ラボ

に入れましたインクジェットプリンターにし

ろ特例債でみていただきまして､ 今のところ

は､ 合併して特例債があって本当によかった

と､ そう思っております｡ 今後の有利な170

～180億借金があるわけでありますけれども､

一般会計入れますと270～280億になります｡

それらのうち今言われました有利な起債とい

うことで､ 半分､ 実質的には今､ 国の示して

おるあれからいけば半分以下になるんではな

いかなと､ そういう中で､ 国はどう対応して

いくのか､ やはり約束はきちっと守ってもら

わねば絶対にだめだと思っていますし､ これ

からも､ それらに向けて国なり県なりへも働

きかけてまいりたいと思っております｡ そう

いう中で､ 緊縮財政を仕切りながら､ 皆さん

の要望にもどうしたら応えられるのかと､ そ

ういうことを考えながら､ これからも町政を

進めて参りたいと思っています｡ 宜しくお願

い致します｡

��������	
 20番 杉本平治君

��������	
 この地方自治体､ 中

能登町の財政健全化という問題は､ これは本

当に私は大事な問題でなかろうかと思うんで

す｡ だから､ この点については､ まだまだ私

は質問をしたいのでありますが､ 今町長は､

国からの交付税については､ 国を信頼をする

以外にないんだと､ そういう言葉を言われま

したが､ 国はそういう甘いもんではないと思

うんです｡ 先ほど申しましたように､ 今まで

保育所の運営費､ いろんな意味について措置

費というものを国は責任を持ってやってきた

わけです｡ これは国の仕事だということで､

町に対して､ その措置費がなくなって全部交

付税に算定替えしたわけであります｡ だから､

当然､ 交付税というのはその分だけ増えてく

るわけですね､ これは当然増えてくるはずで

す｡ 補助金を交付税にみたわけですから､ だ

から私は､ 先ほど申しましたように､ 合併特

例債の7割のものについても､ 当然､ これは

国がみなければいけないということで､ 交付

税の中で､ 貸借対照表の中で債務として載せ

なければいけない｡ 地方議会人では､ そういっ

ているんです｡ それが当たり前であると､ そ

れが載っておらないということは､ 私は､ ま

やかしにこれからなる恐れがあるのではない

かと思うわけであります｡

次に移りたいと思います｡ 入札制度でござ

います｡ 七尾市が談合入札で市民から大きな

批判を受けております｡ また､ 防衛庁におき
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ましても､ 守屋事務次官が逮捕されました｡

山田洋行から見返りとしてお金を貰った｡ そ

のお金は随意契約によって生み出されたお金

であるという事であります｡ ９月議会のある

議員の質問に答えて､ 町長は､ 次のように答

弁をしております｡ 17年度です｡ 随意契約で

ありますが､ １万6,727件､ 金額は13億9,000

万円でございます｡ 同年度の入札金額は16億

8,000万円､ 入札金額が16億8,000万円で､ 随

意契約が13億､ この随意契約というのは､ 町

が随意で業者を指定して契約しているわけで

すね､ 入札をしなくて｡ これが入札契約が16

億円で､ 随意が13億9,000万円という｡ ３億

円ほど違うわけですね｡ 何ゆえにこのように

随意契約が増えておるのか､ これでございま

す｡ 18年度では随意契約は13億4,000万円ほ

どであります｡ 入札契約は29億1,967万円で

ございます｡ 17年度からみれば18年度は開き

はありますが､ やはり随意契約の割合という

のは本当に大きいんです｡ この随意契約の中

身というのは､ 現在どのようなことになって

おるのか｡ 入札契約は､ 当然､ 業者を指定し

て契約するわけでありますね､ 予定金額を表

して｡ 随意契約というのは､ どういう契約を

町が行っておるのか｡ 13億円という金額は大

きいですね､ 随意契約で｡ この中身､ また､

どうして随意契約にしなければいけなかった

のか､ そういう点について答弁を求めたいと

思います｡

��������	
 杉本町長

�������	
 入札関係は､ 副町長

が執り行っておりますので､ 副町長から答弁

をさせますので､ 宜しくお願いいたします｡

��������	
 小山副町長

���������	
 これは､ 昨日､ 諏

訪議員からもご質問あった点でございまして､

その随意契約の方法というのは､ 昨日ご説明

したとおりでございます｡ 件数については今､

杉本議員の言われたとおりでありまして､ そ

の内容的なものということで今あったもので

すから､ それについてご説明をさせていただ

きたいと､ このように思います｡ 総額的には､

先ほど金額そのとおりでありまして､ その主

なものというのは特命随契のことを､ 特に､

杉本議員言われておるんじゃないかなという

ふうな思いでおります｡ 19年度の金額につき

ましては､ ９月議会で答弁いたしました時に

は､ 随意契約の件数については5,319件､ 支

払い総額については2億8,890万7,637円という

ことで報告したと思います｡ それから18年度

については､ 随意契約は１万6,346件で､ 13

億3,669万840円というふうに報告したと思い

ます｡ 18年度の内容といたしましては､ 主な

ものといたしましては､ 予防協会､ これは保

健関係で委託に出しております｡ そういう委

託費のもの､ これは七尾鹿島という地理的条

件で選定をいたしておりまして､ 七尾市の医

師会のところに委託に出しておるものが多い

わけであります｡

それから集団健診､ これは､ 石川県の予防

医学協会､ これはまた､ 予防医学協会とそれ

から県の成人病予防センター等に委託に出し

ておるもの､ ここでなければならないという

もの､ それから昨日申し上げましたとおり､

この会社が新しく開発されたものであって､

そこで対応しなければいけないというものに

ついて､ そういうものが､ 諸々な面が特命随

契で契約をされておるわけでございます｡

それから､ 随契の内容といたしましては､

件数的に多いのは､ なぜかと言いますと､ 今､

金額的には鉛筆一本でも随契の世界でござい

ます｡ 10万円以下のものについては､ 見積合

わせということは必要ないんですが､ 当町に

ついては､ ３万円以上のものについては､ 町

の施行例で決められておる範囲内のものにつ

いては全部､ 入札金額以下のものについては

全部見積合わせ等で安い金額で契約をいたし

ております｡ それから､ 入札にすべきものに

ついては､ 昨日も諏訪議員にご説明いたしま

したとおり､ 金額に応じてそれ以上のものは､
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全部入札をしておるという実態のもとで､ こ

の一つずつの細かい積み重ねが､ こういうふ

うな金額になるということでご理解をいただ

きたいと､ このように思いますので､ 宜しく

お願いをいたします｡

��������	
 20番 杉本平治君

��������	
 今､ 副町長の答弁を

聞いておりますと､ 随意契約は､ その会社､

団体以外の方々でなければできない｡ そうい

う一つの諸々のものが含まれているというこ

とであります｡ なんか話を聞いておりますと

防衛庁の事務次官が､ 飛行機のエンジンは山

田洋行以外に契約しなければエンジンは入ら

ないと､ そういう答弁をしておりましたね｡

なんかよう似とる｡ 私は､ 16億円と13億円､

一般競争入札が16億円でしょう｡ 随意契約に

したのが13億円でしょう｡ 17年度は｡ そこら

辺がね､ あんまりね､ 随意契約の金額は多す

ぎはしないか｡ 例えば､ 鉛筆一本にしても各

学校が一つ一つ買うのではなく､ 一括して行

政として買い上げするとか､ なんかそういう

いろんな方法を講じるべきじゃなかろうかと

私は思うわけであります｡ これは､ 答弁いり

ません｡ 是非ともそういう点で､ 前進するよ

うにしていって頂きたい｡ 町民の方々､ ケー

ブルテレビを聞いておられると思うんです｡

随意契約というのは､ なんか防衛庁とよう似

たようなことをやっとるなという､ そういう

ことにならないように一つ宜しくお願いをい

たします｡

最後に､ 地球温暖化防止対策について､ 今

後の中能登町の特に､ 統合中学校を建設する

としたら､ 考えていっていただきたい｡ これ

は､ 平成19年度の予算に盛られているわけで

あります｡ 地方議会人の４月号に出ておった

わけでありますが､ 環境省の政府予算の中に､

次のようなものがあるわけであります｡ 新た

な宅地造成開発モデル､ 町ごとのCO2の20%

の削減事業､ 大規模太陽光発電設備等を導入

し､ 自治体や学校への太陽発電施設の導入を

含む移行改修を行い､ 環境教育を推進する移

行改修事業などに環境省は予算を盛ったそう

でございます｡ 中能登町といたしましても今

後の統合中学の建設､ また､ 小学校の改修等

にも､ こういう環境省へ要望いたしまして､

是非ともこの予算を取り入れて､ 環境に優し

い自治体づくりのために頑張っていただきた

い､ ということを最後に要望する次第であり

ます｡ この件については､ 答弁を一言お願い

いたします｡ まだ､ 時間２分ありますから大

丈夫です｡

��������	
 小山副町長

���������	
 大変申し訳ないで

すが､ 今ほどの杉本議員の話を聞いておりま

すと､ なんか一方的に私の方もそういうよう

な目で見られておるような発言であったもの

ですから､ ただ一つ､ 今､ 私どもの方は､ 先

ほど随契に対する説明については､ 簡略しよ

うということであったものですから簡略した

ので､ そういう事は一切ありませんので､ こ

こで力強く言わせていただきたいと思います

ので､ 宜しくお願いいたします｡

��������	
 杉本町長

��������	
 今､ あの質問のあり

ました環境省による地球温暖化防止､ これは

太陽光発電､ あるいは風力発電､ バイオマス

熱利用やバイオマス発電が大きな新エネルギー

となっております｡ これにつきましても､ い

ろんな補助もございますし､ 今､ 地球の温暖

化は大きな問題になっておりますし､ 既に被

害も出ております｡ これらにつきましても､

前向きにどれだけ費用対効果があるのか､ そ

れらも考えながら､ これから考えさせていた

だきます｡ 以上です｡

��������	
 20番 杉本平治君

��������	
 要望した件につきま

しても､ 積極的にこれからも取り入れていっ

ていただきたい｡ そういう要望をしまして終

わる次第であります｡

��������	
 杉本議員､ 時間が過
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ぎましたが､ 次回から守っていただくようお

願いいたします｡

ここで､ 45分まで休憩いたします｡

午後２時33分 休憩

午後２時45分 再開

��������	
 再開致します｡

17番 小坂博康君

[17番 (小坂博康君) 登壇]

��������	
 それでは､ 私は､ １

項目ということで､ その中に４点ばかりにつ

いて質問させていただきます｡ 今回の議会も

財政調整基金が近いうちに底をつくのではな

いかということで､ かなり財政についての質

問がありました｡ 私も２回にわたり質問をさ

せていただいた中で､ 前回､ ｢現在町はどの

ような方法でそういう提言をされたり､ 実行

するような委員会等みたいのがあるんですか｡｣

という質問をした中で､ ｢現在あります｡｣ と

いうことで､ 今回も本部長が町長であって､

実質､ 副町長が行っている改革大綱等のそう

いう会議があるということも聞きました｡ そ

ういう中で､ まず､ どれくらいの人数の方が､

どのような内容のもので提案されて､ 数がい

くつぐらい出ているのか｡ また､ 来年度､ 20

年度の予算にそういうものを取り入れられて､

やられることになっているのか｡ それも数が

いくつで､ 費用対効果はどれくらい期待でき

るのか｡ そういう試算ができていましたら､

聞かせていただきたいと思います｡ まず､ 宜

しくお願いします｡

��������	
 杉本町長

��������	
 小坂議員の質問にお

答えをいたします｡ 職員の行政改革及び業務

改善の提言について､ ４項目を質問をいただ

きました｡ まず､ 職員の行政改革及び業務改

善の提言について､ どれくらいの人数が出て

いるのかという質問であります｡ 職員の行政

改革及び業務改善の提言につきましては､ 合

併後､ これまで全職員を対象にして､ ２回提

言募集を行っております｡ 提言内容で整理を

した提言の数は81項目であります｡

次に､ どのような内容のものがあるのかと

の質問でありますけれども､ 大きく分類をい

たしますと､ 一つ目は事務事業の見直し､ 二

番目には､ 組織機構の見直し､ 三つ目には､

行政の情報化の推進､ 四つ目には､ 公共施設

の有効活用､ 五つ目には､ 地域協同の推進､

この５項目にわたっております｡ この５項目

の中では事務事業の見直し､ 公共施設の有効

活用にかかる提言が多くを占めており､ 内容

的には事務の簡素化､ 合理化及び公共施設の

統廃合による経費節減が期待できるとする提

言が多く見られております｡

次に､ 平成20年度に提言をどの程度取り込

めるか､ 反映できるかとの質問でありまして､

現在､ 予算編成作業中であり､ 取り上げるも

のは取り上げ､ 予算に反映させ､ 予算上現れ

ない提言についても参考にしていきたいと考

えております｡

次に､ ４つ目の質問で費用対効果はどれく

らい期待できるか､ との質問でありますが､

現時点で平成20年度当初予算編成にあたって

費用対効果を具体的な数字で申し上げること

がまだできませんが､ すべての予算について

費用対効果を意識し､ 新年度予算編成に取り

組んで参りたいと考えておるところでありま

す｡ 以上です｡

��������	
 17番 小坂博康君

��������	
 今､ お聞きしました

中で､ 順次進めていかれるということは分か

りましたし､ かなりの件数が出てやられると

いうことですが､ 今聞いた５つの中で､ 自分

らが身を削って頑張ってやれるという分野が､

ちょっと見えてこないんですよね｡ 他人ごと

というか､ お茶を濁すというのか､ この前も

かなり厳しい言い方をさせてもらったと思う

んですよ｡ 今度､ どこそこの知事に立候補し

ようという方が､ ｢きついことを言わなけれ
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ば､ その町は良くならないということで､ 僕

は言うんだよ｡｣ と言って立候補する方がお

いでますが､ 私は､ あれにかなり共感してい

ます｡ やはり､ なぁなぁで今までは良かった

と思うんです｡ そういうことで､ 当たらず触

らず､ 誰からも何も言われないように丸くお

さめていって､ それが今までのそういう地域

の政治だったと思うんです｡ でも､ これから

はそうじゃなくて､ やっぱり自分らが身を呈

して､ 町民の前へ出てですね､ 私らはこれだ

けのことをやっとるんだから､ 皆さん料金も

上げさせて下さいよ｡ もうこういう補助金は

カットさせて下さいよ｡ という方向へ行かな

いとだめだと思うんですよ｡ それと何人かの

質問の中にやっぱり職員の数が､ 多いと出て

いるでしょう｡ そういうことになった時に､

自分らの職場を自分らが守るという感覚で考

えた物事の提言もあってもいいのではないか｡

何遍もくどいように言いますが､ 例えば､ 自

分ができるものをやっていくという､ そうい

うもの｡ 今までは例えば200人､ 町の人口に

対する職員がいる中で､ 130人とか､ 100人と

かでやってきていたんですよ､ 旧３町時代は｡

例えばですよ､ 掃除とか草刈りとかそういう

ものも､ 大変だからまかせてあげようという､

みんなそれは認めてたと思うんです｡ あれだ

け少ない人数で一生懸命やっとるんだからそ

ういうとこまで言うのも失礼やな､ かわいそ

うやなということで認めていたと思うんです｡

これだけ人が多いのではないのかということ

を言われていたらですね､ やっぱり自分らで

やることはやるんだという､ 細かいとこから

のそういう実行をしていかないと､ 町民もこ

れから認めてくれないのではないかなという

ことで､ そういう項目があるのか､ ないのか

お聞きしたいです｡

��������	
 苗山参事兼総務課長

[参事兼総務課長 (苗山雅幸君) 登壇]

������������	
 今ほど町

長の方から答弁があったわけなんですが､ 我々

と職員がアンケート､ それから提言というこ

とでまとめたものがここにあるわけなんです

が､ この中では､ 帳簿類の統一とか､ 電子デー

ターによる手続きの推進を図らなければなら

ない､ いろんな提言がございます｡ 先ほど､

町長も言いましたけれども､ 我々自分たちで

できるものは自分でするという､ これは､ 大

前提でございますので､ これは､ このまま続

けていきたい｡

それから､ 小さいことですけれども､ 鳥屋

庁舎､ 今､ 冬でございますが､ 毎週火曜日､

男子職員が朝ですが､ 草むしりをするとか､

少しでも環境の整備を行うというような取り

組みも行っております｡ 皆さん方も我々これ

だけじゃなくてですね､ まだまだできるもの

があるかと思います｡ 職員一丸となって､ ま

た､ 町長を筆頭として頑張っていきたいなと､

そのように思っておりますので､ 宜しくお願

いをいたします｡

��������	
 17番 小坂博康君

���������	
 今､ お聞きしまして

努力されておるということも分かりましたし､

やっぱりもう少し町民のみんなの前にですね､

職員の皆さんも一生懸命にやっとるんだとい

うことを顔が見えるような努力も､ 今後､ やっ

ていただきたいなということを思います｡ 議

員もそういう改革の委員会も設けて頑張って

おりますし､ 今後､ 私らも見えるようなこと

も出してかないけないという思いでいっぱい

ですし､ 当然そういうふうに見てもらってい

ると思っていますので､ また､ 努力いたしま

すが､ 皆さんも先ほども言いましたが､ 繰り

返しますけど､ 嫌われるようなことをお互い

に言えるような町でないと明るくならない｡

改革できない｡ 痛みが当然分かち合うという

ことになれば､ そういうことになるというこ

とを皆さん十分わかっていると思っています

が､ 遠慮しないで､ どんどんやっていただく

ようにお願いをしまして一般質問を終わらせ

ていただきます｡
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��������	
 以上で本日の日程は

終了いたしました｡

これをもって一般質問を終結いたします｡

�� 

��������	
 20日は休会とし､ 21

日午後２時から本会議を開きます｡

本日はこれをもって散会いたします｡

御苦労さまでした｡

午後２時56分 散会
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１番 笹 川 広 美 議員 11番 上 見 健 一 議員

２番 諏 訪 良 一 議員 12番 宮 本 空 伸 議員

３番 堀 江 健 爾 議員 13番 若 狭 明 彦 議員

４番 宮 下 為 幸 議員 14番 岩 井 礼 二 議員

５番 平 岡 志 朗 議員 15番 西 村 秀 博 議員

６番 亀 野 冨二夫 議員 16番 坂 井 幸 雄 議員

７番 甲 部 昭 夫 議員 17番 小 坂 博 康 議員

８番 藤 本 一 義 議員 18番 田 中 治 夫 議員

９番 古 玉 栄 治 議員 19番 作 間 七 郎 議員

10番 武 田 純 一 議員 20番 杉 本 平 治 議員

����������

町 長 杉 本 栄 蔵 農 林 課 長 表 辰 祐

副 町 長 小 山 茂 則 商工観光課長 坂 井 信 男

教 育 長 池 島 憲 雄 上下水道課長 松 栄 哲 夫

参事兼総務課長 苗 山 雅 幸 福 祉 課 長 岡 野 昇

参事兼監理課長 藤 井 博 昭 保健環境課長 小 林 玉 樹

参事兼住民課長 林 富士雄 会 計 課 長 小 山 三 雄

企 画 課 長 大 村 義 一 教育文化課長 後 藤 和 雄

税 務 課 長 永 源 勝 生涯学習課長 吉 田 外喜夫

土木建設課長 澤 賢 造
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事 務 局 長 服 部 顕 了 書 記 山 本 正 広

�
�������

平成19年12月21日 午後３時20分開議

日程第１ 決算審査特別委員会委員長報告

日程第２ 総務常任委員会委員長報告

日程第３ 教育民生常任委員会委員長報告

日程第４ 産業建設常任委員会委員長報告

日程第５ 討論・採決

認定第１号 平成18年度中能登町一般会計歳入歳出決算認定について

認定第２号 平成18年度中能登町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

認定第３号 平成18年度中能登町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定第４号 平成18年度中能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定第５号 平成18年度中能登町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

認定第６号 平成18年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

認定第７号 平成18年度中能登町水道事業会計歳入歳出決算認定について

議案第59号 中能登町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ
いて

議案第60号 中能登町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
について

議案第62号 中能登町営住宅条例の一部を改正する条例について

議案第63号 中能登町コーポとりや条例の一部を改正する条例について

議案第64号 平成19年度中能登町一般会計補正予算

議案第65号 平成19年度中能登町老人保健特別会計補正予算

議案第66号 平成19年度中能登町介護保険特別会計補正予算

議案第67号 平成19年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算

議案第68号 平成19年度中能登町下水道事業特別会計補正予算

議案第69号 平成19年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算

議案第70号 字の区域の変更及び小字の区域の廃止について
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議案第71号 中能登町特定環境保全公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する
協定の一部を変更する協定の締結について

請願第５号 ｢非核日本宣言のよびかけ｣ に賛同し､ 政府に対し意見書の提出を求
める請願

請願第６号 道路特定財源諸税の暫定税率維持に関する請願書

継続審査

陳情第２号 原爆症認定制度の抜本的改善を厚生労働省に求める意見書についての
陳情

日程第６ 閉会中の継続調査

(追加日程１)

日程第１ 議案第72号 中能登町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例について
(提案理由説明､ 質疑､ 討論､ 採決)

(追加日程２)

日程第１ 発議第10号 ｢非核日本宣言｣ を求める意見書
(提案理由説明､ 質疑､ 討論､ 採決)

日程第２ 発議第11号 道路特定財源諸税の暫定税率維持に関する意見書
(提案理由説明､ 質疑､ 討論､ 採決)

― 89 ―



― 90 ―



午後３時20分 開議

�� �

������	
�� 御苦労さまでござい

ます｡

ただいまの出席議員は20名です｡ 議員定数

の半数に達しております｡ これより､ 本日の

会議を開きます｡

日程第１ 決算審査特別委員会委員長報告

これより､ ９月定例会で付託をし､ 継続審

査となっておりました付託議案

認定第１号から認定第７号まで認定７件を

議題といたします｡

認定７件に関し､ 委員会における審査の過

程及び結果について､ 委員長報告を求めます｡

決算審査特別委員会委員長 坂井幸雄君

[決算審査特別委員会委員長 (坂井幸雄君)

登壇]

�������������������

決算審査特別委員会の審査の結果を報告い

たします｡

９月定例会におきまして､ 当委員会が付託

を受けました平成18年度各会計決算認定７件

につきまして､ 11月６日､ ７日､ 13日及び19

日の計４日間にかけまして委員会を開催し､

最終日の19日には現地視察を行い､ 慎重に審

査をいたしました｡

委員会では､ 執行部から各会計決算の内容

について詳細な説明を求め､ 逐次質疑を行い､

予算執行のあり方や事業の効果､ 適正な決算

措置がとられているかを重点に慎重に審議を

交わしました｡

決算認定による審査の意義は､ 行政効果の

客観的な判断と､ 今後の改善､ 反省事項の把

握と活用であり､ 審査の結果は今後の予算編

成や行政執行に反映することが大変重要であ

ります｡

現在､ 中能登町での積極的な子育て支援や

教育､ 福祉､ 医療は､ 近隣の市町では見られ

ない手厚い行政サービスを展開､ 実施されて

います｡

今後もこうした住民中心の施策として､ 行

政サービスの充実に努められるとともに､ よ

り効果的な施設の運用と統廃合を進めるなど､

三位一体改革に伴い､ 地方に税源委譲されて

いるとはいえ､ 国庫負担金の見直しや地方交

付税がそれ以上に縮減され､ 年々､ 町財政状

況が厳しくなることが予想されますので､ 無

駄な過剰投資は極力控えるとともに､ 経常収

支を低く保ちながら､ 収支のバランスのとれ

た健全な財政計画のもと､ 安心して暮らせる

中能登町に努力されたいと思います｡

最後に､ 審査の過程で各委員から発言のあ

りました指摘､ 意見､ 要望事項21項目につい

ては､ 執行部は､ その真意を真摯に受け止め､

厳しい財政状況の中でありますが､ それぞれ

改善､ 検討努力､ 整理をされ､ 本決算委員会

の結果を踏まえまして､ 新年度の予算編成に

あたられますように強く望むものであります｡

それでは､ 審査の結果につきまして､ 簡潔

にご報告させていただきます｡

認定第１号 平成18年度中能登町一般会計

歳入歳出決算認定から､ 認定第７号 平成18

年度中能登町水道事業会計歳入歳出決算認定

まで認定７件につきましては､ 全会一致で可

決認定しました｡

なお､ ご報告いたしました結果につきまし

ては､ お手元の配付済みの委員会審査報告書

のとおりでございます｡ 以上で､ 決算審査特

別委員会からの報告を終わります｡

������	
�� 委員長報告が終わり

ました｡ これより､ 委員長報告に対する質疑

を行います｡

質疑の方ありませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

������	
�� 質疑がないようです

ので､ 質疑を終結いたします｡

日程第２から日程第４､ 各常任委員会委員

長報告､ これより本定例議会から付託をして

おりました議案第59号､ 第60号及び議案第62
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号から第71号まで議案12件､ 請願第５号､ 第

６号及び継続審査となっております､陳情第

２号を一括して議題といたします｡

以上の案件に関し､ 委員会における審査の

過程及び結果について､ 各常任委員長の報告

を求めます｡

総務常任委員会委員長 小坂博康君

[総務常任委員会委員長 (小坂博康君) 登

壇]

����������	
����� そ

れでは､ 総務常任委員会からの審査の結果を

ご報告いたします｡

本定例会から当委員会に付託を受けました

議案５件､ 請願１件について､ 12月12日､ 委

員会を開催し､ 委員６名全員の出席､ 並びに

議長同席のもと慎重に審査いたしました｡

その経過､ 並びに結果につきまして､ ご報

告いたします｡

まず､ 議案第59号 中能登町一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついては､ 平成19年度の人事院勧告に基づく

改正で､ １級～３級の給与表の改定を行うも

ので､ 若年層に限定し､ 平均0.07%を引き上

げ､ 配偶者以外の扶養手当の引き上げ及び勤

勉手当0.05ヶ月分の引き上げ改定であり､ 今

回の改定により必要となる金額はいくらかと

の質問に対しては､ 265万9,000円の増額にな

るとの回答でした｡

続いて､ 議案第62号 中能登町営住宅条例

の一部を改正する条例について及び

議案第63号 中能登町コーポとりや条例の一

部を改正する条例については､ 東京で起きた

暴力団の立てこもり事件が契機となり､ 全国

的に暴力団を排除するための条例の改正を行

うものであります｡

入居時点､ また､ 既に入居済の方について

も暴力団員と判明した時点で､ 明け渡しの請

求を町長から出すということでありました｡

この件について､ 委員からの主な発言や執

行部の回答内容について､ ご報告いたします｡

１点目､ 情報が入ったら､ 直ぐに手続きを

されるのかに対しては､ 町では該当者である

かの判明はできず､ 七尾警察署と協定を結ん

でいるので書面で照会し､ 判明された時点で

明け渡しの請求を行うとの回答でした｡

２点目､ 入居している家族の中に暴力団員

がいる場合､ 本人以外の家族はどうなるのか

との質問に対しては､ 暴力団員が対象である

との回答でした｡

３点目､ 右翼の方は含まれるのかに対して

は､ 今回の条例改正の対象者は､ 公安委員会

が指定した暴力団員になるとの回答でした｡

４点目､ 入居者及び付近の方からの情報で､

問題なく暮らしていても､ 警察で認定された

ら退去命令を出すことになるのか｡ また､ 退

去命令は誰が持って行くのかに対しては､ 町

から七尾警察署に照会をし､ 判明したら退去

命令を出すことになるとのことでした｡ また､

退去命令は､ 職員が持って行くことになり､

諸問題が起きた場合は七尾警察署の支援を要

請し､ 対処するとの回答でした｡

続いて､ 議案第64号 平成19年度中能登町

一般会計補正予算につきましては､ 予算項目

ごとに説明を求め､ 質疑を行いました｡

１点目として､ 監理課の雑入は､ 旧鹿島地

区の町有林の保険だと思われますが､ いつの

分が入ったのかに対しては､ 平成18年の雪害

の分であるとの回答でした｡

２点目､ 旧鹿西地区､ 旧鳥屋地区の町有林

の保険はどうなっているのかに対しては､ 旧

鹿島地区の石動山の町有林しか入っていない

が､ 今年度､ 事業を行ったところがあるので､

平成20年度に予算措置をしたいとの回答でし

た｡

３点目､ 財産売払収入の対象物は何かに対

しては､ 場所は春木地内で､ 物件は里道､ 水

路等であるとの回答でした｡

４点目､ 財産売払の理由に対しては､ 申請

者から譲与の申請が出されたもので､ 区長､

隣接者等が必要無いと認めた時点で､ 町とし
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て確認し､ 普通財産の処理をするとの回答で

した｡

５点目として､ 売却代金は､ 町の収入にな

るのかに対しては､ 以前は､ 国有財産であっ

たが､ 法定外公共物として町へ移管されたも

のについては､ 町の財産であり､ 町の収入に

なるとの回答でした｡

６点目､ 町へ移管されないものもあるのか

に対しては､ 中身によっては移管されないも

のもあるとの回答でした｡

７点目､ 地域の同意を得た上で､ 法定外公

共物の取得要望があった場合､ 全て町が売り

払いできるのかに対しては､ 法定外公共物に

ついては､ 地域の了解があれば売却できます

が､ 道路改良など､ 何か計画があれば駄目で

あり､ 全てではないとの回答でした｡

続いて､ 議案第69号 平成19年度中能登町

ケーブルテレビ事業特別会計補正予算につき

ましては､ 予算項目ごとに説明を求め､ 質疑

を行いました｡

１点目､ 告知端末のお助けコール機能の進

行状況に対しては､ ７月ごろに機能の確認を

したところ､ 不都合があったため､ プログラ

ム開発を行うこととなり､ 12月４日に最終的

な回答をいただいたとのことでした｡ プログ

ラムの開発は終了していますが､ 現在､ 福祉､

介護担当に対し､ どのような方々を対象とす

るのか人選を詰めており､ 試験運用を実施し､

本格運用は平成20年４月を予定しているとの

回答でした｡

２点目､ お助けコールについては､ 当初､

最大６箇所まで連絡できるという説明があり

ましたが､ 今回､ 開発されたプログラムは､

何箇所まで連絡できるのかに対しては､ 件数

は変わらないが､ 音声告知端末に接続された

電話に繋げるほか､ メールにも発信するよう

に考えており､ 登録者として､ 区長､ 民生委

員､ 親戚等､ 重複されることもあるため､ 登

録される側の承諾が必要であり､ 運用的には

もう少し詰めたいとのことでした｡

３点目､ 一人暮らしの方は､ メール､ 電話

などは容易にできないため､ 音声告知端末か

らすぐに話せるようにできないのかに対して

は､ 本人はボタンを押すだけで､ 相手方の連

絡方法が電話､ またはメールとして自動的に

送られるもので､ 連絡を受けた方が､ 発信者

のお宅へ確認に行く方法であるとの回答でし

た｡

４点目､ ケーブルテレビの加入金の免除期

間が過ぎましたが､ 今後の普及対策をどのよ

うに考えているのかに対しては､ ３月議会に

条例等の改正をして対応をとりたいとの回答

でした｡

その他､ 委員からの主な発言として､ 加入

促進を図る上において､ 魅力のある ｢なかの

とチャンネル｣ とするためには､ 人材､ 人数

が不足しているのかとの質問に対しては､ ８

月から順次､ 映像番組を放映しているが､ ほ

とんどが委託番組で､ 自主運営は議会中継だ

けであるとのことでした｡ 技術不足もあり､

タイムリーな放映ができないのが現状で､ 今

年度､ 職員を東京へ研修に行かせており､ 来

年度は人的なことも含め､ 魅力あるチャンネ

ルになるようにしていきたいとのことでした｡

また､ 番組制作を委託しているが､ 委託費

用はいくらか､ との質問に対しては､ 30分番

組で40万円～50万円になるとの回答でした｡

最後に､ 請願第５号 ｢非核日本宣言のよ

びかけ｣ に賛同し､ 政府に対し意見書の提出

を求める請願では､ 本請願の審議にあたり､

紹介議員から意見を求めました｡

私たち委員会としましても､ 提出者の願い

を願いとして受け止めつつ､ 慎重に審議を行

いました｡

それでは､ 審査の結果につきまして､ 簡潔

にご報告させていただきます｡

議案第59号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について

議案第62号 中能登町営住宅条例の一部を

改正する条例について 及び

― 93 ―



議案第63号 中能登町コーポとりや条例の

一部を改正する条例について

以上の議案３件につきましては､ いずれも

全会一致で原案のとおり可決しました｡

続いて議案第64号 平成19年度中能登町一

般会計補正予算 及び

議案第69号 平成19年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算

以上の議案２件につきましても､ いずれも

全会一致で原案のとおり可決しました｡

最後に､ 請願第５号 ｢非核日本宣言のよ

びかけ｣ に賛同し､ 政府に対し意見書の提出

を求める請願

以上の請願１件につきましては､ 全会一致

で原案のとおり採択しました｡

なお､ 今回報告いたしました結果につきま

しては､ お手元に配付済みの ｢委員会審査報

告書｣ のとおりであります｡

以上で､ 総務常任委員会からの審査結果の

報告を終わります｡

��������	
 次に､ 教育民生常任

委員会委員長 宮下為幸君

[教育民生常任委員会委員長 (宮下為幸

君) 登壇]

�����������������	


それでは､ 教育民生常任委員会から､ 審査

の結果をご報告いたします｡

12月12日､ 委員７人全員の出席､ 並びに議

長の同席のもと委員会を開催し､ 当委員会に

付託を受けました議案５件及び継続審査となっ

ています陳情１件について､ 慎重に審査をい

たしました｡

審議の過程での主な内容について､ ご報告

いたします｡

初めに､ 議案第60号 中能登町心身障害者

医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例については､ 住所地特例の明文化及び結

核予防法が廃止され､ 感染症予防法に統合さ

れるため､ 所要の改正を行うものであるとの

説明があり､ 住所地特例について､ これまで

の扱いはどうしていたのか､ 対象者の人数は

何人いるのか､ また､ 平成19年４月１日から

の施行となっているが､ 通達の受付日はいつ

なのかとの質問に対しては､ 住所地特例の対

象者は30人で､ これまでも､ 漏れなく継続し

て対象としてきたとのことでした｡

また､ 旧法､ 結核予防法の受付日は３月30

日付けで県から出されていますが､ 町では平

成19年４月13日に受付けをしているとの回答

でした｡

続いて､ 議案第64号 平成19年度中能登町

一般会計補正予算､ 議案第65号 平成19年度

中能登町老人保健特別会計補正予算､ 議案第

66号 平成19年度中能登町介護保険特別会計

補正予算､ 及び議案第67号 平成19年度中能

登町国民健康保険特別会計補正予算につきま

しては､ 予算項目ごとに説明を求め､ 質疑を

行いました｡

１点目､ 学校教育事務局費で補助金､ 幼稚

園就園奨励費の対象者総数は何人かに対して

は､ ひかり幼稚園の４人が対象であるとの回

答でした｡

２点目､ ウエルカム定住奨励金について､

今回の補正は定住促進が図られることであり､

大変良いことであるが､ 平成20年度における

ウエルカム定住奨励金については､ どのよう

な考えを持っているのかとの質問に対しては､

来年度分譲を予定する西馬場地区35区画､ 二

宮あおば台９区画の他に､ 民間でも､ 各地で

宅地造成が行われていますので､ 今後も積極

的に進めていきたいとの回答でした｡

３点目､ 文化財保護費で展示資料復元委託

として､ 掛軸の復元45万円が計上されている

が､ その価値は､ との質問に対しては､ 被害

程度は中央部に約15センチメートル､ 裏まで

通るような裂け方をしている状態であり､ 現

在は､ 町の指定文化財となっているが､ 400

年ほど前､ 天正12年､ 石動山合戦で寺坊等が

壊滅し､ それを復興するよう､ 当時の正親町

天皇が羽柴秀吉に命じたというようなもので
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あるとのことでした｡ 県の文化財にも成りう

るような歴史的なものであり､ 使う材料を吟

味し､ 資料として残す必要もあり､ 県とも相

談した結果､ 県立美術館の付属施設である石

川県文化財保存修理工房より見積徴収をした

との回答でした｡

４点目､ 立派な掛軸であり､ 良好に保存す

るためにも県立美術館へ預けるという考えは

ないのか｡ また､ 鑑定の履歴が残っているの

かに対しては､ 一旦､ 展示委託すると地元で

見たいときに見られないということもあり､

考えたいとのことでした｡

また､ 石動比古神社の古文書ということで､

文化財の本にも掲載されており､ 多分間違い

ないものだと思っているとの回答でした｡

５点目､ 生涯スポーツ推進事業､ ジュニア

全国大会派遣人数は何人かとの質問に対して

は68名で､ 高校総体､ 甲子園大会への出場で

あるとの回答でした｡

６点目､ 前回､ 民生児童委員については､

小金森､ 曽祢が統合され､ １名が減となって

いるとの報告であったが､ 全体では１名増と

なっている｡ どの地区で増となったのかに対

しては､ 旧鳥屋地区､ 旧鹿西地区で各１名増

となり､ 旧鹿島地区で１名減となったもので､

100世帯に１人という割合で選任していると

の回答でした｡

７点目､ 今回の補正で､ 国民健康保険財政

調整基金から1,681万4,000円が繰入れされて

いるが､ 基金の残金はいくらとなるのか｡ ま

た､ 来年度からどうされるのかに対しては､

残額は０円になるということでした｡

今年度の当初予算から国保税の引き上げを

検討していたが､ 医療制度改革により国､ 県

の交付金が定まらないこと､ 及び前期・後期

高齢者の問題など不確実なこともあり､ 今年

度は見送りましたが､ 基金は底をついた状態

であり､ 料金の見直しが必要だと考えている

との回答でした｡

８点目､ 前年度､ 人間ドックを受けられた

方で､ 翌年度､ 半日で良いと言われた人がい

たのかとの質問に対しては､ 今年度について

は､ １名いたとの回答でした｡

次に､ 執行部からの報告事項についてであ

ります｡

堀内統合中学校担当課長からは､ 去る10月

23日及び11月29日の両日に開催された第６回､

第７回の統合中学校建設委員会の内容につい

て報告がありました｡

第６回につきましては､ 第５回の建設委員

会に引き続き､ 中能登町統合中学校建設基本

方針 (案) 及び施設整備計画について協議を

行っており､ 今後の基本設計､ 実施設計に生

かしていきたいとのことでした｡

また､ 第７回につきましては､ 施設整備計

画における学校規模の算定について協議する

とともに､ 統合後の跡地利用として､ 鳥屋中

学校､ 鹿西中学校の跡地利用について参考意

見を聞かれたとの報告がありました｡

最後に､ 継続審査となっています陳情第２

号の ｢原爆症認定制度の抜本的改善を厚生労

働省に求める意見書についての陳情｣ につい

てであります｡

私たち委員会としましても､ 陳情提出者の

願いを願いとして受け止めつつ､ 原爆認定制

度のあり方について､ 慎重審査をいたしまし

た｡

それでは､ 審査の結果につきまして､ 簡潔

に､ ご報告いたします｡

審査の結果､

議案第60号 中能登町心身障害者医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

以上の１件につきましては､ 賛成多数で原

案のとおり可決いたしました｡

続きまして､

議案第64号 平成19年度中能登町一般会計

補正予算

議案第65号 平成19年度中能登町老人保健

特別会計補正予算
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議案第66号 平成19年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 及び

議案第67号 平成19年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算

以上､ 議案４件につきましては､ いずれも

全会一致で原案のとおり可決いたしました｡

最後に､ 継続審査となっていました

陳情第２号 原爆症認定制度の抜本的改善

を厚生労働省に求める意見書についての陳情

の陳情１件につきましては､ 採決の結果､ 可

否同数となりましたので､ 委員長は委員会条

例第16条の規定により､ 不採択とすることに

決定いたしました｡

なお､ 今回報告いたしました結果につきま

しては､ お手元に配付済みの ｢委員会審査報

告書｣ のとおりであります｡

以上で､ 教育民生常任委員会からの審査結

果の報告を終わります｡

��������	
 次に､ 産業建設常任

委員会委員長 甲部昭夫君

[産業建設常任委員会委員長 (甲部昭夫

君) 登壇]

�����������������	


それでは､ 産業建設常任委員会から審査の

結果をご報告いたします｡

12月13日､ 委員７名全員の出席により委員

会を開催し､ 当委員会に付託を受けました議

案４件､ 請願１件について､ 慎重に審査をい

たしました｡

審査の過程での主な内容について､ ご報告

いたします｡

議案第64号 平成19年度中能登町一般会計

補正予算及び議案第68号 平成19年度中能登

町下水道事業特別会計補正予算につきまして

は､ 予算項目ごとに説明を求め､ 質疑を行い

ました｡

１点目として､ 農村総合整備事業で実施す

る集落道整備の用地費を町単土地改良事業費

で計上されているが､ なぜ､ 同じ農村総合整

備事業で対応できないのかに対しては､ 事業

費の調整時期が既に終了しているため､ 町単

土地改良費に計上したとの回答でした｡

委員会としては､ 今後､ 事前に分かるよう

なことであれば､ 速やかに対応し､ 補助対象

とするよう強く要望をいたしました｡

２点目として､ 集落営農は､ スタートは華々

しいが､ 更新時になるとつまづいている｡ ス

タートと同時に､ 次の更新時の対応を計画す

るような指導をすべきではないかとの意見に

対しては､ 集落営農組織については､ 経理が

一元化されなくてはいけないので､ 機械導入

後５年間､ 毎年度､ 報告も義務付けられてお

り､ きちんとした経営が望まれるとのことで

した｡

３点目として､ 土木総務費で､ 登記手数料

60万円が計上されているが､ 新設道路改良に

係る登記料なのかに対しては､ 旧町時代に分

筆はされていたが､ 登記漏れとなった箇所で

あるとの回答でした｡

４点目､ 過去に用地提供をしたが､ 登記も

されていない箇所は､ 測量し､ 登記をするの

か｡ また､ 課税の扱いはどうしているのかに

対しては､ 中能登町になってからは､ そうい

うことは一切ないが､ 旧町時代において､ そ

のような箇所があるので､ 地籍調査等で対応

していきたいとのことでした｡ また､ 課税に

ついては､ 既に分かっているものについては､

非課税として対応しているものもあるとの回

答でした｡

５点目､ 地籍調査の進行状況及び今後の目

途はどうかに対しては､ 今年度は､ 良川､ 高

畠､ 福田地区で実施していますが､ 旧鹿西の

後山地区については､ 地震の影響で基準点が

使えなくなったため､ 見送ったとのことでし

た｡

また､ 目途については､ 中能登町全てを完

了させるのに､ 27､ 8年かかるであろうとの

回答でした｡

次に､ その他の意見､ 要望事項について報

告いたします｡
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１点目､ 2008年度の米の生産量が示され､

中能登町では､ 対前年度0.9%減となりました

が､ 町としての指導方針はとの意見に対して

は､ 米の需給システム検討委員会を設け､ 検

討しており､ 最終的な決定は､ 12月25日､ 中

能登町地域水田農業推進協議会で決定すると

のことでした｡

２点目､ 米の食害にかかるカメムシ対策と

して､ 国道､ 県道の法面除草指導を要望して

ほしい｡ との意見に対しては､ 国土交通省及

び県へ出向き､ 対応についてお願いをしてい

きたいとのことでした｡

３点目､ 不動滝の土砂崩れの防止工事が実

施されているが､ 地域への案内をすべきとの

意見に対しては､ 治山工事で実施しているも

ので､ 事業の概要については､ 地元へお知ら

せしていきたいとのことでした｡

４点目､ 石川テレビに生中継できる放送車

が入り､ 12月30日に ｢こけら落とし｣ として

不動滝での中継依頼がきているという情報が

ある｡ という意見に対しては､ 町への案内は

まだありませんので､ 確認できましたら周知

していきたいとのことでした｡

５点目､ ケーブルテレビについて､ 加入促

進に繋がるよう､ 興味ある番組放映をすべき

ではないかとの意見に対しては､ 職員研修を

実施しており､ 今後､ 人員・内容の充実を図っ

ていきたいとのことでした｡

最後に､ 請願第６号についてであります｡

本請願の審議にあたり､ 澤土木建設課長よ

り意見を求めました｡

私たち委員会としましても､ 提出者の願い

を願いとして受け止めつつ､ 慎重に審議を行

いました｡

それでは､ 審査の結果につきまして､ 簡潔

にご報告いたします｡

審査の結果､

議案第64号 平成19年度中能登町一般会計

補正予算 及び

議案第68号 平成19年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算

以上の議案２件につきましては､ 全会一致

で可決いたしました｡

続きまして､

議案第70号 字の区域の変更及び小字の区

域の廃止について

以上の議案１件につきましては､ 全会一致

で可決いたしました｡

続きまして､

議案第71号 中能登町特定環境保全公共下

水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定

の一部を変更する協定の締結について

以上の議案１件につきましても､ 全会一致

で可決いたしました｡

最後に､

請願第６号 道路特定財源諸税の暫定税率

維持に関する請願書

以上の請願１件につきましては､ 全会一致

で採択いたしました｡

なお､ 今回報告いたしました結果につきま

しては､ お手元に配付済みの ｢委員会審査報

告書｣ のとおりであります｡

以上で､ 産業建設常任委員会での審査結果

の報告を終わります｡

��������	
 以上で､ 各委員会の

委員長報告が終わりました｡

これより､ 委員長報告に対する質疑を行い

ます｡

質疑の方は､ ありませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 質疑がないようです

ので､ 質疑を終結いたします｡

�����

��������	
 日程第５ 討論・採

決

これより､ 認定第１号から認定第７号まで､

認定７件について討論を行います｡

まず､ 反対討論の発言を許します｡

[｢なし｣ の声あり]
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 ないようでしたら､

次に､ 賛成討論の発言を許します｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようでしたら､

以上で討論を終結いたします｡

次に､ 採決を行います｡

認定第１号から認定第７号まで､ 認定７件

について採決をいたします｡

お諮りします｡

本件に対する委員長の報告は､ 全会一致で

原案のとおり認定であります｡ 本件は､ 委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員です｡ よっ

て､ 認定第１号から認定第７号まで認定７件

は､ 原案のとおり認定されました｡

��������	
 次に､ 議案第59号､

第60号及び議案第62号から第71号まで､ 議案

12件について討論を行います｡

まず､ 反対討論の発言を許します｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようでしたら､

次に､ 賛成討論の発言を許します｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようでしたら､

以上で討論を終結いたします｡

次に､ 採決を行います｡

議案第59号 中能登町一般職の給与に関す

る条例の一部を改正する条例について採決い

たします｡

お諮りします｡

本件に対する委員長の報告は､ 全会一致で

原案のとおり可決であります｡ 本件は委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方の起

立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員です｡ よっ

て､ 議案第59号は､ 原案のとおり可決されま

した｡

��������	
 次に､ 議案第60号

中能登町心身障害者医療費の助成に関する条

例の一部を改正する条例について採決をいた

します｡

お諮りします｡

本件に対する委員長の報告は､ 賛成多数で

原案のとおり可決であります｡ 本件は､ 委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立多数です｡ よっ

て､ 議案第60号は､ 原案のとおり可決されま

した｡

��������	
 次に､ 議案第62号､

第63号について採決いたします｡

お諮りします｡

本件に対する委員長の報告は､ 全会一致で

原案のとおり可決であります｡ 本件は､ 委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員であります｡

よって､ 議案第62号､ 63号は､ 原案のとおり

可決されました｡

��������	
 次に､ 議案第64号か

ら議案第69号まで､ 議案６件について採決を

いたします｡

お諮りします｡

本件に対する各委員長の報告は､ 全会一致

で原案のとおり可決であります｡ 本件は､ 各

委員長の報告のとおり決定することに賛成の

方の起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員であります｡

よって､ 議案第64号から議案第69号まで議案

６件は､ 原案のとおり可決されました｡

��������	
 次に､ 議案第70号

字の区域の変更及び小字の区域の廃止につい

て採決をいたします｡

お諮りします｡

― 98 ―



本件に対する委員長の報告は､ 全会一致で

原案のとおり可決であります｡ 本件は､ 委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員であります｡

よって､ 議案第70号は､ 原案のとおり可決さ

れました｡

��������	
 次に､ 議案第71号

中能登町特定環境保全公共下水道根幹的施設

の建設工事委託に関する協定の一部を変更す

る協定の締結について採決をいたします｡

お諮りします｡

本件に対する委員長の報告は､ 全会一致で

原案のとおり可決であります｡ 本件は､ 委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員であります｡

よって､ 議案第71号は､ 原案のとおり可決さ

れました｡

��������	
 次に､ 請願第５号

｢非核日本宣言のよびかけ｣ に賛同し､ 政府

に対し意見書の提出を求める

請願第６号 道路特定財源諸税の暫定税率

維持に関する請願書

継続審査となっています､

陳情第２号 原爆症認定制度の抜本的改善

を厚生労働省に求める意見書についての陳情

の請願２件､ 陳情１件について討論を行いま

す｡

まず､ 反対討論の発言を許します｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようでしたら､

次に､ 賛成討論の発言を許します｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようでしたら､

以上で討論を終結いたします｡

これより､ 採決を行います｡

まず､ 請願第５号 ｢非核日本宣言のよび

かけ｣ に賛同し､ 政府に対し意見書の提出を

求める請願についての採決をいたします｡

お諮りします｡

請願第５号に対する委員長の報告は､ 採択

であります｡ この請願を採択することに賛成

の方の起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員でありす｡

よって､ 請願第５号を採択することは､ 可決

されました｡

��������	
 次に､ 請願第６号

道路特定財源諸税の暫定税率維持に関する請

願書について採決いたします｡

お諮りいたします｡

請願第６号に対する委員長の報告は､ 採択

であります｡ この請願を採択することに賛成

の方の起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員であります｡

よって､ 請願第６号を採択することは､ 可決

されました｡

��������	
 次に､ 継続審査となっ

ています､ 陳情第２号 原爆症認定制度の抜

本的改善を厚生労働省に求める意見書につい

ての陳情について採決をいたします｡

お諮りいたします｡

陳情第２号に対する委員長の報告は､ 不採

択であります｡

この陳情を採択することに賛成の方の起立

を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立少数であります｡

よって､ 陳情第２号を採択することは､ 否決

されました｡

�����

��������	
 お諮りいたします｡

ただいま､ 杉本町長より議案第72号 中能

登町老人医療費の助成に関する条例を廃止す

る条例についてが提出されました｡
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これを日程に追加し､ 日程の順序を変更し

て､ 直ちに議題といたしたいと思います｡ こ

れにご異議ありませんか｡

[｢異議なし｣ の声あり]

��������	
 ご異議なしと認めま

す｡

議案第72号を日程の順序を変更し､ 直ちに

議題とすることに決定いたしました｡

議事日程を配付しますので､ 暫時休憩いた

します｡

午後４時12分 休憩

午後４時13分 再開

��������	
 再開いたします｡

追加日程１ 日程第１ 議案第72号 中能

登町老人医療費の助成に関する条例を廃止す

る条例についてを議題といたします｡

町長より提案理由の説明を求めます｡

杉本町長

[町長 (杉本栄蔵君) 登壇]

�������	
 本日､ 追加提案いた

しました議案について､ ご説明申し上げます｡

議案第72号 中能登町老人医療費の助成に

関する条例を廃止する条例についてでありま

す｡

この条例は､ 老人保健制度が後期高齢者医

療制度に移行する等の制度見直しに伴い廃止

するものであります｡

以上､ 本日提出いたしました議案につき､

その大要をご説明申し上げましたが､ 議員各

位におかれましては､ 慎重なるご審議をいた

だき､ 適切なるご決議を賜りますようお願い

を申し上げまして､ 提案理由の説明を終わり

ます｡

��������	
 町長の提案理由の説

明が終わりました｡

議案第72号について質疑を行います｡

質疑の方ありませんか｡

��������	
 20番 杉本平治君

[20番 (杉本平治君) 登壇]

��������	
 それでは､ ただいま

追加提案されました議案第72号について､ 質

疑を行いたいと思います｡

普通ならば､ 質疑一問一答方式で行いたい

と思っておるところでありますが､ 追加議案

ということで､ 私､ この場から質疑をさせて

いただきます｡

同議案は､ 今日まで中能登町老人医療費の

助成が69歳まで行われておりました｡ 合併前

におきましては､ ３町ともバラバラでありま

したが､ 中能登町になりましてから､ 69歳が

医療費の助成に該当するということで行って

きたわけであります｡

私､ この重要なまた､ お年寄りの方々が一

番関心を持っている医療費の負担の問題につ

きまして､ 前期高齢者､ 後期高齢者という新

たな制度が始まる中におきまして､ それらを

理由にして廃止するということについては納

得がいかないのであります｡

また､ 今年度中能登町が初めて全町を一本

化して老人会の式典を行いました｡ 室内スポー

ツセンターで多くの方々がこの老人会の式典

に参加されたわけであります｡ これらの内容

につきましては､ ケーブルテレビ等で全町に

何回も放送されました｡ その放送を私も何回

も見たのでございます｡ 放映されている中で､

町長､ 議長は次のように挨拶をされておりま

す｡ 二人とも祝辞の中でお年寄りの方々に､

｢これからも体に気をつけて長生きをして下

さい｡｣ との言葉を言われているわけであり

ます｡ だが､ 今回提出されている条例は､ そ

の言葉に相反するものでなかろうかと私は思

うわけであります｡ 町長に答弁を求めますが､

中能登町の行政の在り方と､ その時に町長と

して挨拶をした中身と私は整合性がとれてお

らない､ そのように考える次第であります｡

この点についての答弁を求めたいと思いま

す｡

��������	
 杉本町長

�������	
 この議案は､ 後期高
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齢者医療制度が来年の４月から始まるのに伴

い廃止するものでございます｡ 気持ちは変わ

らないわけでありますけれども､ 保険料､ あ

るいは予防､ 健診､ この年齢では､ 安いです

けれども､ 後期高齢者になりますと高くなり､

矛盾をしているわけでございます｡ 後期高齢

者の保険料とかそういうものに関しては､ 全

協等では反対をしていたわけですけれども､

先般の議会で通りました｡ そういうことで廃

止をさせていただきました｡ 今後､ 高齢者の

方々に中能登町におきまして､ どのようにす

ればサービスができるのか､ もう少し検討を

させていただきまして､ 後期高齢者医療制度

移行のための廃止ということで､ ご理解をい

ただきたいと思います｡

��������	
 その他､ ありません

か｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようでしたら､

質疑を終結いたします｡

次に､ 討論を行います｡ まず､ 反対討論の

発言を許します｡

20番 杉本平治君

��������	
 ただいま､ 町長より

答弁をいただきました｡ 69歳は国保の医療段

階に入っているわけであります｡ 70歳から74

歳までは前期高齢者ということになっており

ますが､ これも国保に入っているわけであり

ます｡ 75歳から後期高齢者ということで､ 今

私が質疑の中にも何回も言ってるように新た

な保険制度を作るということになるわけであ

ります｡ 町長は大変苦しい答弁をしたと思う

んです｡ 私は､ いろんな中で､ 今日まで鹿南

３町の合併協議会の中でもこういう点につい

てよく質問もし､ そしてこれらについて中能

登町に引き継いだという､ 本当に県内におき

ましても福祉の施策の充実の一端でなかった

かと思っているわけであります｡

少し長くなりますが､ 岩手県の西和賀町と

いう町があります｡ 2005年の11月に旧沢内村

と湯田町が合併いたしまして､ 誕生した人口

7,400の小さな町であります｡ 旧の鹿西町の

議員の方で研修に行った覚えのある議員さん

もおられると思うんです｡ 沢内村へ行ってま

いりました｡ この沢内村というのは､ 大変､

寒い所でありますから､ 医療費がかかるわけ

であります｡ そういう中で､ この町は老人医

療費の無料化に踏み切ったのであります｡ 老

人医療費の65歳以上の医療費を無料化とし､

61年には､ 60歳に広げたわけであります｡ 先

ほど申しましたように沢内村は豪雪､ 貧困､

多病の村として岩手県の中におきましても言

われていたわけであります｡ だから乳幼児の

死亡率は岩手県の中で最も高いグループにあ

り､ 乳児が1,000人生まれると70人の方が死

亡されたと言われております｡

また､ この村は､ １割以上の方が生活保護

世帯であります｡ 行政といたしましても大変

厳しい村であったと思うんです｡ だが､ 時の

村長は老人医療費の無料化､ また乳幼児医療

費の無料化も実施し､ 62年には､ 乳児の死亡

率ゼロにしたわけであります｡ これは全国で

初めて達成したそうであります｡ だが､ そう

いう中で､ 無料化したことによりまして､ 沢

内村は住民が早期発見､ 早期治療の中で医療

費は一人当たり18万6,729円となり､ その当

時の全国平均は37万8,000円の半分以下にこ

の沢内村は済んだと言われております｡

だが､ 無料化継続には大きな危機がありま

した｡ 先ほど､ 町長が答弁の中で言いました

ように､ 63年に国が無料化を有料化に始めた

のであります｡ だが､ 合併したこの町は､ 現

在も無料化継続を行っております｡

また､ 後期高齢者の医療制度についても､

町は自己負担の軽減策を行う方針だそうであ

ります｡

振り返ってみますと､ 中能登町の合併には

このようなことがありました｡ 旧鹿島町は67

歳から医療費の無料化を行っておりました｡

旧鳥屋町､ 旧鹿西町は､ 69歳から無料化を行っ
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ておりました｡ そういう中で､ 合併時に国保

の基金は､ 旧鹿島町は一番多く持っていたん

です｡ １億5,182万円､ 旧鳥屋町は2,300万円､

旧鹿西町は32万8,000円という基金でありま

した｡ そういう中で､ 中能登町の国保財政が

発足したわけであります｡ 国保料におきまし

ても､ 旧鹿島町は３町の中で一番安い位置に

ありました｡ だから医療費の支出も少なく済

んだと言われておるわけであります｡ 私は､

国保会計の中に一番考えていかなければいけ

ないのは､ 早期発見､ 早期治療ではないかと

思うわけであります｡ それが､ 旧鹿島町にお

きましても､ 数字の上で歴然として表われて

いると思うわけであります｡

今度提出された議案第72号は､ 今回まで石

川県内におきましても､ 町民の命を守る政策

であったと考えております｡ この政策を石川

県内自治体が見直すから､ 中能登町も見直す｡

こういう理由付けには､ 私はならないと考え

ております｡ 今度､ 追加提案されました議案

第72号の中能登町老人医療費の助成廃止に関

する条例案につきましては､ こういう意味あ

いにおきましても､ 反対する次第であります｡

以上､ 終わります｡

��������	
 次に､ 賛成討論の発

言を許します｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようですので､

以上で討論を終結いたします｡

次に､ 採決を行います｡

議案第72号 中能登町老人医療費の助成に

関する条例を廃止する条例について採決いた

します｡

お諮りします｡

議案第72号は､ 原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立､ 多数です｡ よっ

て､ 議案第72号は､ 原案のとおり可決されま

した｡

本日の会議時間は､ 会議の都合によりあら

かじめこれを延長いたします｡

�����

��������	
 お諮りいたします｡

ただいま､ 提出者 小坂博康君､ 賛成者５

名から 発議第10号 ｢非核日本宣言｣ を求

める意見書 並びに

提出者 甲部昭夫君 賛成者６名から､ 発議

第11号 道路特定財源諸税の暫定税率維持に

関する意見書が提出されました｡

これをそれぞれ日程に追加し､ 日程の順序

を変更して､ 直ちに議題といたしたいと思い

ます｡ これにご異議ありませんか｡

[｢異議なし｣ の声あり]

��������	
 ご異議なしと認めま

す｡

発議第10号､ 第11号を日程の順序を変更し､

直ちに議題とすることに決定いたしました｡

議事日程を配付しますので､ 暫時休憩いた

します｡

午後４時32分 休憩

午後４時33分 再開

��������	
 再開いたします｡

追加日程２ 日程第１ 発議第10号 ｢非

核日本宣言｣ を求める意見書を議題といたし

ます｡

提出者から提案理由の説明を求めます｡

17番 小坂博康君

[17番 (小坂博康君) 登壇]

���������	
 それでは､ 発議第10

号 ｢非核日本宣言｣ を求める意見書につい

て説明をいたします｡

国においては､ 世界唯一の被爆国として

｢核兵器を持たず､ 作らず､ 持ち込まず｣ の

非核三原則厳守と､ 核兵器廃絶に取り組まれ

ております｡ しかしながら､ いまだ世界から

核兵器の開発､ 脅威がおさまらず､ 核の拡散

が心配されます｡ このため､ ｢非核日本宣言｣
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の呼び掛けに賛同し､ 広く世界に呼び掛け､

共同と連帯による世界平和の実現を目指すも

のであります｡ よって､ 地方自治法第112条

及び中能登町議会会議規則第14条の規定に基

づき､ 提出いたします｡ よろしくお願いをい

たします｡

��������	
 提案理由の説明が終

わりました｡

発議第10号について､ 質疑を行います｡ 質

疑の方､ ありませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようですので､

質疑を終結いたします｡

次に､ 討論を行います｡ 討論の方､ ありま

せんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようですので､

討論を終結いたします｡

次に､ 採決を行います｡

お諮りします｡

発議第10号は､ 原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員であります｡

よって､ 発議第10号は､ 原案のとおり可決

されました｡

追加日程２ 日程第２ 発議第11号 道路

特定財源諸税の暫定税率維持に関する意見書

を議題といたします｡

提出者から提案理由の説明を求めます｡

７番 甲部昭夫君

[７番 (甲部昭夫君) 登壇]

�������	
 ただいま､ 上程され

ました発議第11号 道路特定財源諸税の暫定

税率維持に関する意見書について説明をいた

します｡

道路特定財源は､ 道路整備を推進するため

本来の税率に上乗せして適用されていますが､

平成20年３月をもって適用期限が到来いたし

ます｡ こうした中､ 道路整備は国・県はもと

より中能登町においても新町の均衡ある発展

と生活者の利便性向上､ 町の活性化を図る上

で､ 極めて重要であり､ 喫緊の課題でありま

す｡ このため必要な道路整備を計画的に進め

るため､ 現行の税体系を維持し､ 安定的かつ

確実な財源確保を要望するものであります｡

よって､ 発議第11号を地方自治法第112条及

び中能登町議会会議規則第14条の規定により

提出いたします｡ よろしくお願いを申し上げ

ます｡

��������	
 提案理由の説明が終

わりました｡ 発議第11号について､ 質疑を行

います｡ 質疑の方､ ありませんか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようですので､

質疑を終結いたします｡

次に､ 討論を行います｡ 討論の方ありませ

んか｡

[｢なし｣ の声あり]

��������	
 ないようですので､

討論を終結いたします｡

次に､ 採決を行います｡

お諮りします｡

発議第11号は､ 原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます｡

[賛成者起立]

��������	
 起立全員であります｡

よって､ 発議第11号は､ 原案のとおり可決

されました｡

���������

��������	
 日程第６ 閉会中の

継続調査

閉会中の継続調査についてを議題といたし

ます｡

ただいま､ 議会運営委員長及び総務常任委

員長､ 教育民生常任委員長､ 産業建設常任委

員長､ 行財政改革特別委員会委員長から会議

規則第75条の規定により､

議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査
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各常任委員会､ 特別委員会の閉会中の所管事

務調査のため､ 閉会中の継続調査の申し出が

あります｡

お諮りします｡

各委員長から申し出のとおり､ 閉会中の継

続調査とすることに､ ご異議ありませんか｡

[｢異議なし｣ の声あり]

��������	
 ご異議なしと認めま

す｡

よって､ 各委員長から申し出のとおり､ 閉

会中の継続調査とすることに決定いたしまし

た｡

�����

��������	
 以上で本議会に付議

されました案件の審議は､ すべて終了いたし

ました｡

これをもって､ 平成19年第４回中能登町議

会定例会を閉会いたします｡

御苦労さまでした｡

午後４時41分 閉会
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